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第一部 【企業情報】

 
第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

 

回次 第50期 第51期 第52期 第53期 第54期

決算年月 2022年３月 2023年３月 2024年３月 2025年３月 2026年３月

売上高 (百万円) 94,452 106,132 115,727 125,908 135,213

経常利益 (百万円) 11,403 11,932 12,831 15,457 16,940

親会社株主に帰属する
当期純利益

(百万円) 7,853 8,001 7,293 10,635 11,644

包括利益 (百万円) 7,672 8,365 8,493 11,295 13,277

純資産額 (百万円) 62,133 62,376 63,402 59,344 64,691

総資産額 (百万円) 79,116 80,676 84,882 80,387 85,248

１株当たり純資産額 (円) 344.01 352.20 362.90 360.22 398.60

１株当たり当期純利益 (円) 43.19 45.35 42.13 63.45 72.94

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) － － － － －

自己資本比率 (％) 78.4 76.1 73.4 72.2 74.5

自己資本利益率 (％) 13.0 13.0 11.8 17.7 19.2

株価収益率 (倍) 15.50 17.75 23.86 15.74 14.08

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 7,589 7,642 10,410 9,181 8,929

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △139 △931 △8,516 △2,322 92

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △5,025 △9,095 △7,817 △16,087 △8,089

現金及び現金同等物
の期末残高

(百万円) 45,817 43,364 37,557 28,405 29,381

従業員数 (名) 5,604 5,703 6,157 6,188 6,135
 

(注) １　潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。

２　当社は、2025年10月１日付で普通株式１株につき普通株式４株の割合で株式分割を行っています。

第50期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「１株当たり純資産額」及び「１株当たり当期純利

益」を算定しています。
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(2) 提出会社の経営指標等

 

回次 第50期 第51期 第52期 第53期 第54期

決算年月 2022年３月 2023年３月 2024年３月 2025年３月 2026年３月

売上高 (百万円) 67,594 74,356 80,744 86,263 88,235

経常利益 (百万円) 9,702 10,333 11,314 13,544 13,681

当期純利益 (百万円) 6,594 7,075 6,657 9,802 9,937

資本金 (百万円) 6,113 6,113 6,113 6,113 6,113

発行済株式総数 (株) 49,072,632 47,590,832 46,854,132 41,498,032 163,954,928

純資産額 (百万円) 57,306 55,743 55,570 50,181 53,668

総資産額 (百万円) 68,055 67,125 70,064 63,679 66,710

１株当たり純資産額 (円) 317.88 319.65 323.86 311.33 336.82

１株当たり配当額 (円) 70 120 103 127 82
(うち１株当たり
中間配当額)

(円) (30) (50) (45) (50) (60)

１株当たり当期純利益 (円) 36.27 40.10 38.45 58.48 62.24

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) － － － － －

自己資本比率 (％) 84.2 83.0 79.3 78.8 80.5

自己資本利益率 (％) 11.6 12.5 12.0 18.5 19.1

株価収益率 (倍) 18.46 20.07 26.13 17.08 16.50

配当性向 (％) 48.25 74.81 66.96 54.29 59.44

従業員数 (名) 2,999 3,071 3,111 3,172 3,199

株主総利回り (％) 108.8 135.0 170.7 174.8 185.1
(比較指標：配当込み
TOPIX)

(％) (102.0) (107.9) (152.5) (150.2) (202.2)

最高株価 (円) 2,831 3,705 4,155 4,445
1,362
(5,380)

最低株価 (円) 2,346 2,644 2,979 3,460
991

(3,405)
 

(注) １　第51期の１株当たり配当額は、創立50周年記念配当50円(うち中間配当額に含まれる記念配当20円)が含まれ

ています。

２　潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。

３　当社は、2025年10月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っています。第50期の期首に当

該株式分割が行われたと仮定し、「１株当たり純資産額」、「１株当たり当期純利益」および「株主総利回

り」を算定しています。なお、１株当たり配当額については、当該株式分割前の実際の配当金の額を記載して

います。第54期の１株当たり配当額は当該株式分割前の１株当たり中間配当額60円と当該株式分割後の１株当

たり期末配当額22円を合算した金額となっています。

４　第54期の１株当たり配当額82円のうち、期末配当額22円については、2026年６月23日開催予定の定時株主総

会の決議事項となっています。

５　最高株価および最低株価は、2022年４月４日より東京証券取引所プライム市場におけるものであり、それ以

前については東京証券取引所市場第一部におけるものです。

６　当社は、2025年10月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っています。第54期の株価につ

いては株式分割後の最高株価および最低株価を記載しており、括弧内に株式分割前の最高株価および最低株価

を記載しています。
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２ 【沿革】
 

年月 事項

1972年８月 会社設立、ソフトウェア開発、コンピュータシステムの運営管理業務の受託を開始

1982年４月 ＯＡ機器の販売を開始

1984年９月 港区新橋五丁目に本社第１ビル(本社別館)完成、移転

1987年３月 通信回線の保守管理業務の受託を開始

1990年４月 九州支社(福岡市)開設

1991年２月 社団法人日本証券業協会に店頭売買銘柄として登録

1991年６月 関西支社(大阪市)開設

1997年８月 港区新橋六丁目に本社第２ビル(本社本館)完成、移転

1997年９月 東京証券取引所市場第二部に上場

1999年９月 東京証券取引所市場第一部に上場

2000年10月 株式会社九州データ通信システム(現商号：株式会社九州ＤＴＳ)を設立

2001年４月 データリンクス株式会社を株式取得により子会社化

2003年10月 商号を株式会社ＤＴＳへ変更

2004年６月 港区新橋六丁目に本社新館完成、移転

2004年10月 中京支社(名古屋市)開設

2006年11月 日本ＳＥ株式会社を株式取得により子会社化

2007年２月 株式会社総合システムサービスを株式取得により完全子会社化

2007年４月 株式会社ＭＩＲＵＣＡを設立

2007年４月 データリンクス株式会社がジャスダック証券取引所に株式を上場

2007年10月 逓天斯(上海)軟件技術有限公司を設立

2009年10月 デジタルテクノロジー株式会社を設立

2011年10月 株式会社ＤＴＳパレットを設立

2011年11月 DTS America Corporationを設立

2013年４月 DTS IT Solutions (Thailand) Co.,Ltd.を設立

2014年４月 株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴを設立

2014年４月 アートシステム株式会社を株式取得により完全子会社化

2014年４月 横河ディジタルコンピュータ株式会社を株式取得により子会社化

2014年４月 DTS SOFTWARE VIETNAM CO.,LTD.を設立

2015年４月 株式会社総合システムサービスが株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴを吸収合併

2015年４月 株式会社総合システムサービスが商号を株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴへ変更

2015年４月 組込み関連事業の一部を吸収分割によりアートシステム株式会社へ承継

2016年４月 データリンクス株式会社が人材派遣事業の一部を譲渡

2017年３月 インドのNelito Systems Limited(現商号：Nelito Systems Private Limited)と資本提携

2017年４月 横河ディジタルコンピュータ株式会社とアートシステム株式会社を合併し、株式会社ＤＴＳイン

サイトを設立

2017年８月 データリンクス株式会社を株式交換により完全子会社化

2017年10月 中央区八丁堀二丁目に本社を移転

2018年10月 データリンクス株式会社をＤＴＳへ吸収合併

2019年３月 逓天斯(上海)軟件技術有限公司が大連思派電子有限公司との増資契約を締結

2019年６月 Nelito Systems Limited(現商号：Nelito Systems Private Limited)の株式を追加取得し子会社

化

2021年６月 アイ・ネット・リリー・コーポレーション株式会社を株式取得により完全子会社化

2022年４月 東京証券取引所プライム市場に移行

2022年６月 監査等委員会設置会社に移行

2022年11月 Partners Information Technology, Inc.を株式取得により子会社化

2023年５月 安心計画株式会社を株式取得により完全子会社化

2024年１月 株式会社アヴァンザを株式取得により完全子会社化

2024年３月 株式会社東北システムズ・サポートを株式取得により完全子会社化

2024年４月 デジタルテクノロジー株式会社がアイ・ネット・リリー・コーポレーション株式会社を吸収合併

2025年８月 逓天斯(上海)軟件技術有限公司が大連思派電子有限公司への出資比率を変更
 

 

EDINET提出書類

株式会社ＤＴＳ(E04861)

有価証券報告書

  4/136



 

３ 【事業の内容】

当社の企業集団は、当社(株式会社ＤＴＳ)、連結子会社14社および非連結子会社２社で構成され、情報サービス業

を主な事業内容とし、顧客の属する業界や地域、提供するソリューションやサービスの性質などを踏まえ「業務＆ソ

リューション」「テクノロジー＆ソリューション」「プラットフォーム＆サービス」の報告セグメントに分類し、事

業活動を展開しています。

事業内容と各グループ会社の関係は、次のとおりです。

 
〔業務＆ソリューション〕

強みである「PM力」「業界知見」に「デジタル技術」をアドオンすることで、新たな付加価値を生み出し、以下の

サービスを提供します。

・　システム導入のためのコンサルティング

・　システムの設計、開発、運用、保守など(基盤およびネットワークなどの設計・構築を含む)

・　業界特化型のソリューション創出など

 
〔テクノロジー＆ソリューション〕

顧客の多種多様なニーズに最新技術で対応するため、デジタル技術・ソリューションに特化し、業界・地域横断で

以下のサービスを提供します。

・　システム導入のためのコンサルティング

・　システムの設計、開発、運用、保守など(基盤およびネットワークなどの設計・構築、組込みを含む)

・　ソリューション(自社・他社)の導入、運用、保守など

 
〔プラットフォーム＆サービス〕

顧客が安心して利用出来るIT環境をサポートするため、業界・地域横断で以下のサービスを提供します。

・　先端IT機器の導入やITプラットフォームの構築

・　クラウド系サービスや仮想化システムなども含めたトータルな情報システムの運用設計、保守

・　常駐または遠隔によるシステムの運用、監視サービス

・　ITインフラを中心としたシステムの運用診断や最適化サービス

・　サブスクリプション、リカーリング等利用料型ビジネスなど
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事業の系統図は次のとおりです。
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４ 【関係会社の状況】
2026年３月31日現在

名称 住所 資本金
主要な事業
の内容

議決権の所有
割合(％)

関係内容

(連結子会社)      

株式会社九州ＤＴＳ 福岡市博多区
百万円
100

情報サービス業 100.00

業務委託契約に基づき当社
の情報サービス事業の一部
を委託しています。
役員の兼任　０名

日本ＳＥ株式会社 東京都新宿区
百万円
310

情報サービス業 100.00

業務委託契約に基づき当社
の情報サービス事業の一部
を委託しています。
役員の兼任　０名

株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ 大阪市中央区
百万円
100

情報サービス業 100.00

業務委託契約に基づき当社
の情報サービス事業の一部
を委託しています。
役員の兼任　０名

株式会社ＭＩＲＵＣＡ 東京都港区
百万円
100

情報サービス業 100.00
当社の研修全般について委
託しています。
役員の兼任　０名

デジタルテクノロジー株式会
社　（注）

東京都荒川区
百万円
100

情報サービス業 100.00

当社の情報サービス事業に
おける機器購入などを行っ
ています。
役員の兼任　０名

逓天斯(上海)軟件技術有限公
司　

中国上海市
百万人民元

14
情報サービス業 100.00

業務委託契約に基づき当社
の情報サービス事業の一部
を委託しています。
役員の兼任　０名

DTS America Corporation 米国ニューヨーク州
百万米ドル

0.2
情報サービス業 100.00

業務委託契約に基づき当社
の情報サービス事業の一部
を委託しています。
役員の兼任　０名

株式会社ＤＴＳインサイト 東京都渋谷区
百万円
200

情報サービス業 100.00

業務委託契約に基づき当社
の情報サービス事業の一部
を委託しています。
役員の兼任　１名

DTS SOFTWARE VIETNAM CO.,LTD. ベトナムハノイ
百万米ドル

1.2
情報サービス業 100.00

業務委託契約に基づき当社
の情報サービス事業の一部
を委託しています。
役員の兼任　０名

Nelito Systems Private
Limited

インドナビムンバイ
百万インド
ルピー
20.6

情報サービス業 98.80

業務委託契約に基づき当社
の情報サービス事業の一部
を委託しています。
役員の兼任　０名

Partners Information
Technology, Inc.

米国カリフォルニア州
百万米ドル

0.005
情報サービス業 51.00 役員の兼任　１名

安心計画株式会社 福岡市博多区
百万円
88

情報サービス業 100.00

業務委託契約に基づき当社
の情報サービス事業の一部
を委託しています。
役員の兼任　０名

株式会社アヴァンザ 東京都渋谷区
百万円
60

情報サービス業 100.00

業務委託契約に基づき当社
の情報サービス事業の一部
を委託しています。
役員の兼任　０名

株式会社東北システムズ・サ
ポート

仙台市青葉区
百万円
98.8

情報サービス業 100.00

業務委託契約に基づき当社
の情報サービス事業の一部
を委託しています。
役員の兼任　０名

 

(注)　特定子会社に該当しています。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

当社グループの経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、以下のとおりです。なお、文中の将来に関する事項

は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものです。

 
(1) 会社の経営の基本方針

当社グループは、情報サービス産業において、歴史ある企業として業績の向上に努め、一定の成果をあげるとと

もに、それに基づくステークホルダーへの利益還元を実施し、中長期的な企業価値の増大を図ることが最も重要で

あると考えています。加えて、「人々の喜びや社会の豊かさを生み出す力」を「技術」と捉え、「技術をもって顧

客の信頼を築く 技術をもって企業価値を増大する 技術をもって社員生活の向上を図る 技術をもって社会に貢献す

る」という企業理念に基づき、すべてのステークホルダーから信頼され、安心感を与える企業を目指すとともに、

情報サービス業界を常にリードする独立系総合情報サービス企業として業界内での存在感を高めることを目標と

し、ゆるぎない経営基盤を確立することにより一層の発展を目指していきます。

 
(2) 中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題

　テクノロジーの進展に伴い、世の中の経営層のアジェンダは顧客との関係強化・データドリブン経営等がメイン

テーマとなり、それらと相互影響しながら、企業のIT投資は情報系・顧客接点系へシフトしていくことを見込んで

います。

　これらの環境認識のもと、Vision2030の２nd Stageとなる中期経営計画(2025-2027)では、「フォーカスビジネス

の進化と堅守ビジネスの深化」、「戦略的アライアンスの実行」、「グループ経営基盤の強化」を３つの柱とし、

事業の成長・拡大、安定性・信頼性の強化に向けて、取り組みを進めていきます。

 
(3)  目標とする経営指標

Vision2030の２nd Stageとなる中期経営計画(2025-2027)では、以下の目標を定めています。

 
<2028年３月期　経営目標>

 事業収益

連結売上高 1,600億円

営業利益 187億円

EBITDA 200億円

EBITDAマージン 12.5％

フォーカスビジネス（※１）売上高比率 57.0％以上

生産性（国内一人当たり営業利益） 3.2百万円

 経営効率 ROE 18％以上

 投資 成長投資(３年間累計) 325億円

 株主還元
配当性向 50％以上

総還元性向 70％以上

 手元資金 手元資金総資産比 33％以下

非財務
（※２）

エンゲージメントスコア 55以上

女性管理職比率 8.5％以上

女性取締役比率 20％以上

独立社外取締役比率 過半数
 

(※１)　当社グループとして、今後注力していくビジネス領域。

(※２)　CO2排出量削減 (2021年度比) 60％（参考値）
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２ 【サステナビリティに関する考え方及び取組】

　当社グループのサステナビリティに関する考え方および取り組みは、次のとおりです。

　なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものです。

 
(1) サステナビリティ経営

　企業が対応しなければならない社会課題やニーズが複雑化・多様化する中で、当社グループは、この大きな変化

の局面をさらなる成長の機会と捉え、長期的な視点を持ったサステナビリティ経営を推進していきます。

 
① ガバナンス

　当社グループは、サステナビリティを重要な経営課題と位置付けています。代表取締役社長のもとにサステナ

ビリティ委員会を設置・運営し、サステナビリティ経営に関する議論、戦略策定およびモニタリング等を実施し

ています。

　また、当社の取締役会は、サステナビリティ経営の監督機関として機能しており、その進捗状況について定期

的に報告されています。

 
② 戦略

　ステークホルダーからの期待等、サステナビリティを取り巻く外部環境の変化を踏まえ、国際的なガイドライ

ンであるGRIスタンダードで提示された特定プロセスを参照しマテリアリティを特定しています。

　事業セグメント、コーポレート部門や従業員からの意見をふまえ、52の社会課題を抽出しています。そのうえ

で、当社グループへの影響度およびステークホルダーへの影響度を評価して作成したマテリアリティ・マトリク

スをもとに、８つのマテリアリティと16のサブ・マテリアリティを特定し、取り組みを進めています。

 
取り組み方針 マテリアリティ サブ・マテリアリティ

共有価値の創造
ITによる豊かな未来の創出

１.DXによるビジネスプロセス変革を
実現する

①ソリューションやサービスを活用
したDXの早期実現

②AIやIoTを活用したソリューション
の高度化

③業務のデジタル化による働き方改
革

④リアル空間とサイバー空間の融合
に対応した官民データ連携

２.社会のITインフラを支える
⑤金融サービスの安全・安心な利
用、その他の社会システムの安定
稼働への貢献

３.安全・安心なIT環境を作る
⑥サイバー攻撃の増加・深刻化への
対応

経済
サステナブルな社会を支える企
業の成長

４.地域の雇用を創出し、地域を活性
化させる

⑦地域経済の活性化による都市と地
域の格差縮小

⑧人口減少地域の雇用創出
環境
事業活動における環境への負荷
を低減し、未来に向けた地球環
境を保全

５.2030年にカーボンニュートラルを
実現する

⑨再生可能エネルギーの調達による
CO2排出の抑制

⑩省エネルギーの推進

社会
働きがいのある職場や健全なガ
バナンスにより、社会的責任を
遂行

６.人権を尊重・配慮した労働環境を
確保する

⑪社員満足度の向上による社員の成
長促進

⑫いきいきと働ける職場環境と社員
の健康増進

⑬心理的安全性の確保による労働生
産性の向上

７.多様な人材の活躍機会を創出する

⑭ダイバーシティの実現による組織
の活性化

⑮プロフェッショナル人材・DX人材
の育成と活躍機会創出

８.不正・汚職を防止する ⑯贈収賄を含む腐敗防止の徹底
 

 
③ リスク管理

「気候変動と持続可能性」や「企業の社会的責任」に関するサスティナビリティリスクを事業上の重要なリスク

として位置づけ、リスクマネジメント委員会で統括管理しています。

 
④ 指標と目標
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　当社グループは、2025年度からの中期経営計画において、マテリアリティ達成にむけた進捗状況をモニタリン

グするための指標および目標を設定し、取り組みを推進しています。

 
マテリアリティ 指標 目標（2027年度） 実績（2025年度）

1.DXによるビジネ
スプロセス変革
を実現する

 
2.社会のITインフ
ラを支える

 
3.安全・安心なIT
環境を作る

フォーカス

ビジネス売上高

クラウド＆モダナイゼーション 250億円 264億円

データ活用 25億円 25億円

セキュリティ＆マネージドサー

ビス
100億円 73億円

Enterprise Application

Services
140億円 142億円

IoT＆エッジテクノロジー 115億円 109億円

AI・生成AI 100億円（2030年度） 78億円

CX(顧客体験価値) 50億円（2030年度） 28億円

4.地域の雇用を創
出し、地域を活
性化させる

地域拠点の開設 ―

＜九州DTS＞

長崎開発センター、北九

州開発センター開所

5.2030年にカーボ
ンニュートラル
を実現する

CO2排出量（Scope1・Scope2）
60％削減

（2021年度比）

46.8％削減

（2021年度比）

6.人権を尊重・配
慮した労働環境
を確保する

社員エンゲージメントスコア 55以上 52.6

職場の安全と社員の心身の安心を支援 ―
健康経営優良法人

（ホワイト500）認定

7.多様な人材の活
躍機会を創出す
る

女性管理職比率 8.5％以上 5.4％

障がい者雇用率 2.7％以上 2.5％

8.不正・汚職を防
止する

ガバナンス体制の強化と定着化 ―
海外グループ会社の監

視・監督を強化
 

 
(2) 気候変動

① ガバナンス

　当社グループは、コーポレート統括責任者をトップマネジメントとする環境マネジメントシステムを構築して

います。2022年にESG推進部（現サステナビリティ推進部）を新設し、グループ全体の気候変動への対応や徹底し

た環境負荷削減の取り組みを推進しています。

　気候変動への対応やカーボンニュートラル実現にむけた進捗状況については、定期的に取締役会、サステナビ

リティ委員会に報告されています。
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② 戦略

　当社グループは、気候関連のリスク・機会が事業、戦略および財務に与える影響を把握するため、TCFD提言に

基づき、1.5℃および４℃の複数シナリオによる分析を実施しています。

　脱炭素社会への移行が進展する1.5℃シナリオでは、炭素税等の規制導入によるコスト増加や、気候変動対応・

情報開示の遅れによる企業評価低下のリスクを認識しています。

一方で、適切な対応を行うことで顧客のサステナビリティ調達における当社の競争優位性を獲得し、業績向上

につながる機会を見込んでいます。

　化石燃料依存が継続し気温上昇が進む４℃シナリオでは、台風や豪雨等の自然災害の激甚化・頻発化により、

事業拠点の被災等による事業継続への影響をリスクとして認識しています。他方、BCP対応の観点からクラウド導

入ニーズの拡大が見込まれ、関連ビジネスの成長機会を想定しています。

　これらの分析結果を踏まえ、当社グループは「Vision2030」のもと、2030年までにScope１・２排出量のネット

ゼロおよびScope３排出量の50％削減を目指す移行計画を策定しました。再生可能エネルギーの導入や省エネル

ギー施策の推進、サプライチェーン全体での排出削減に取り組むとともに、クラウドをはじめとするデジタル

サービスの提供拡大により、リスク低減と事業機会の獲得を両立し、持続的成長を目指しています。

 
③ リスク管理

　TCFDシナリオ分析に基づき、2030年における気候関連のリスク・機会が事業、戦略および財務に与える影響を

評価し、気候関連リスクへの対応を進め、機会実現を図っています。当社グループにおいて特定した気候関連リ

スク・機会、その影響度および対応については、以下のとおりです。

 
シナリオ 分類

内容
（影響を受ける期間 ※１）

影響度
※２

当社の対応

1.5℃

リスク
（移行・規制）

炭素税導入に伴うコスト増加
（中期～長期）

小

・再生可能エネルギーの調達(電
力契約の切替、環境価値証書の
活用)による温室効果ガス排出
量削減

・設備更改によるオフィスの省電
力化

リスク
（移行・評判）

投資家等からの気候変動関連の
情報開示要請に対応出来ないこ
とによる評価の低下
（中期）

中

・気候変動への対応、情報開示を
積極的に行うため、専任組織お
よびサステナビリティ委員会を
設置

・投資家との対話促進

機会
（移行・市場）

当社の気候変動への対応が十分
に出来た場合、顧客のサステナ
ビリティ調達における優位性が
得られ、売上が増加
（中期）

小
・顧客との対話を十分に行い、気
候変動に関連する要請に対応

４℃

リスク
（物理・急性）

大型台風や集中豪雨などの自然
災害が頻発し、浸水などにより
事業活動が停止
（短期）

中

・災害時におけるシステム環境維
持や初動対応を迅速に行うため
の対策、訓練の実施

・社員のリモートワーク環境の確
立

機会
(製品・サービス)

増加する激甚災害への対策とし
て需要が高まるクラウド関連ビ
ジネスの拡大
（中期）

中

・BCPに貢献する業務に合わせた
サービスの提案力を高め顧客
ニーズに応える

・人材投資により、クラウド関連
技術者やクラウド高度化に備え
た人材を育成

 

　※１ 影響を受ける期間　短期：１年以内、中期：１年超３年以内、長期：３年超

※２ 影響度（「Vision2030」最終年における財務影響）大：20億円以上、中：５億円以上20億円未満、小：５億

円未満
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④ 指標と目標

　当社グループは、「Vision2030」のもと、2030年に温室効果ガス排出量のScope１、Scope２排出量ネットゼロ

とする目標を設定し、また、Scope３排出量においても基準年度(2021年度)比50%削減することを目指していま

す。

　この目標は、2024年にSBT（Science Based Targets）イニシアチブの認定を取得しています。

 
温室効果ガス排出量

2030年目標
（SBT認定取得）

2050年目標

Scope１＋Scope２ ネットゼロ ネットゼロ

Scope３ 50％削減（2021年度比） ネットゼロ
 

 
（ご参考）当該年度の温室効果ガス排出量(Scope1～Scope3)の確定情報は、第三者保証取得後にウェブサイトにて

公開いたします。

 

(3) 人的資本

① ガバナンス

当社グループは、代表取締役社長をトップマネジメントとする人的資本マネジメント体制を構築しています。

人的資本に関する取り組みについては、グループ全体の人材戦略の推進、人材育成、エンゲージメント向上、多

様性の確保などを通じて、持続的な企業価値向上に向けた施策を推進しています。

人的資本に関する取り組みの進捗状況については、定期的に取締役会および経営会議に報告されています。

 
② 戦略

当社グループは、長期展望「Vision2030」の実現に向け、持続的な成長と企業価値向上の源泉を人的資本であ

ると認識しています。この認識のもと、事業戦略と連動した人材戦略を推進し、高い技術力や専門性を有する人

材の確保・育成を通じて、変化の激しい事業環境に対応できる組織基盤の強化に取り組んでいます。

 
③ リスク管理

当社グループは、人的資本に関するリスクを、持続的な成長および中長期的な企業価値向上に影響を及ぼす重

要なリスクの一つとして認識しています。具体的には、事業戦略の遂行に必要な人材の確保不足、高度専門人材

の育成の遅れ、社員エンゲージメントの低下、多様な人材が活躍できる職場環境整備の不足、ならびに心身の健

康保持・増進に関する課題等を主要なリスクとして把握しています。

これらのリスクに対しては、人材の採用、育成、配置、評価、処遇、職場環境整備等の各種施策を通じて、発

生の未然防止および影響の低減に努めています。また、人的資本に関する課題については、関係部門が連携して

状況を把握し、必要な対応策を検討・実施する体制を整備しています。

人的資本に関する重要事項および対応状況については、代表取締役社長のもとで管理し、定期的に経営会議に

報告するとともに、必要に応じて取締役会へ報告することで、適切な監督およびリスク管理に努めています。
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④ 指標及び目標

当社グループは、中期経営計画において非財務指標を設定しています。各指標に対する目標及び実績は以

下のとおりです。 

 
指標 2027年度目標 2025年度実績

エンゲージメントスコア 55以上 52.6

女性管理職比率 8.5%以上 5.4%
 

 
また、人的資本戦略の推進状況を適切に把握し、継続的な改善につなげるため、採用に関する指標、人材

育成に関する指標、人材投資・社員還元に関する指標、ならびに健康管理および両立支援に関する指標等を

用いて、人的資本への取り組みの実効性を検証しています。

これらの指標については、事業戦略との整合性を踏まえつつ、必要に応じて見直しを行い、人的資本への

投資効果の可視化と企業価値向上へのつながりを意識した管理に努めています。今後も、各指標の推移を継

続的に把握し、人的資本経営の高度化を図っていきます。
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３ 【事業等のリスク】

当社グループの経営成績、財務状況などに影響を及ぼす可能性があるリスクには以下のようなものがあります。

なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末において当社グループ(当社および連結子会社)が判断

したものです。

 
(1) 事業環境の変動について

情報サービス産業においては、デジタルビジネスの拡大などにより、あらゆる産業からの堅調なIT投資を見込ん

でいるものの、社会・経済情勢の変動や生成AIの急速な進化などにより顧客のIT投資動向が変化した場合、当社グ

ループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
(2) 価格競争について

当社グループが属する情報サービス産業においては、顧客からの情報化投資に対する要求はますます厳しさを増

しており、価格面、サービス面の双方から常に同業他社と比較評価されています。

特に、他業種からの新規参入、海外企業の国内参入やソフトウェアパッケージの拡大などにより、価格面での競

争激化を見込んでいます。

当社の見込みを超えた何らかの外的要因による価格低下圧力を受けた場合には、当社グループの業績に影響を及

ぼす可能性があります。

 
(3) 海外事業について

当社グループは事業戦略の一環として、海外取引の拡大、海外現地法人の設立や資本提携を推進するなど、海外

事業の拡大を進めるとともにガバナンス・経営管理基盤の強化が経営上の重要課題となっています。

海外事業においては、海外取引における輸出管理法などの内国法および現地法・商慣習の知識・調査不足や相違

によるトラブル、海外現地法人の設立、株式取得や運営における現地の法律・会計処理・労務管理・契約・プロ

ジェクト管理などに適切に対応できず、各種訴訟リスクおよび損害賠償責任を負うなど、当社グループの業績に影

響を及ぼす可能性があります。

 
(4) ビジネスモデル、技術革新について

当社グループを取り巻く環境は大きく変化していくことが予想されており、急速な顧客ニーズの変化、技術革新

に対する当社グループの適応が遅れた場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
(5) М＆Ａの投資について

当社グループは、新技術やソリューション、開発リソースの獲得および新たなビジネス領域の拡張等、当社グ

ループの事業戦略を補完できる会社であることを前提とし、シナジー効果の創出および投資に対する将来のリター

ン等が見込める場合に、国内外の企業への投資を実施しています。このような投資において、回収不可能な金額の

資本を投下したり、投資実施後に当社グループが認識していない問題が明らかとなった場合、もしくは適切なコン

トロールが及ばずに円滑な事業運営が困難となった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
(6) 人材等について

当社グループが属する情報サービス産業は技術進展が著しく、需要構造の変化に対応したIT人材の確保が求めら

れていますが、労働環境の悪化による人材流出、需給バランスの変化や獲得競争の激化により、ビジネスパート

ナーを含めた人材確保が想定どおりに進まない場合、当社グループの業績や事業展開に影響を及ぼす可能性があり

ます。

 
(7) ソフトウェア開発のプロジェクト管理について

顧客自らの競争優位性を確保することを目的としたシステム開発期間の短縮、いわゆる短納期化に対する要求は

ますます厳しさを増しており、プロジェクト管理および品質管理の重要性はこれまで以上に高まっています。不測

の事態が発生した場合、採算の悪化するプロジェクトが発生する可能性があり、当社グループの業績に影響を及ぼ

す可能性があります。
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(8) 労働関連法について

　当社グループは、労働に関する規則や政府の規則要件等の遵守を最優先に事業を推進しているものの、重大なコ

ンプライアンス違反や法令等に抵触する事態が発生した場合、当社グループの信用低下や業績に影響を及ぼす可能

性があります。

 
(9) サイバーセキュリティについて

当社グループの主力の事業である情報サービス事業は、業務の性質上、多くの顧客の重要な情報に接することか

ら、セキュリティ管理が経営上の重要課題となっており、不正アクセスによる情報漏えい等が発生した場合、当社

グループの信用や業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
(10) 事業継続について

当社グループは、本社を含めた多くの拠点が国内の大都市圏に集中しており、大規模な自然災害や伝染病の流行

などの想定を超える事象が発生した場合、復旧にかかるサービス提供の遅延など、当社グループの業績に影響を及

ぼす可能性があります。

 
(11) 訴訟等について

現在、当社グループの財政状態および経営成績等に影響を及ぼす可能性のある訴訟は提起されていませんが、当

社グループが提供するサービスの不具合、瑕疵や納期遅延、第三者の権利侵害、個人情報を含む顧客情報の漏えい

もしくは毀損、不適切な人事労務管理等に関連して、損害賠償請求等の訴訟を起こされる可能性があります。これ

らの訴訟等の内容および結果によっては、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
(12) 内部不正・浪費・濫用について

当社グループは内部不正、浪費および濫用の防止に努めていますが、これらを防ぐことができない場合、結果と

して法令違反が生じ、不正行為による被害額を回収できないなど、当社グループの信用や業績に影響を及ぼす可能

性があります。

 
(13) 内部統制の要件について

当社グループは、経理・財務に関する内部統制の整備および運用に取り組んでいます。しかしながら、内部統制

の枠組みへの準拠の確立、伝達またはモニタリングが十分に機能しない場合、重大な欠陥が生じ、各国の規制に基

づく経営者の評価および報告に影響を及ぼす可能性があります。

 
(14) 財務報告・開示について

当社グループは、財務報告および開示の適正性の確保に努めているものの、財務報告および開示プロセスが十分

に機能しない場合、既存および将来の投資家、債権者ならびに規制機関に対して発行される財務報告に重要な虚偽

記載が含まれ、または重要な事実が省略され、適用される会計および報告の要件を遵守できないことにより、当社

グループの信用や業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
(15) データプライバシーについて

当社グループは、会社のデータならびに従業員、顧客および業務に関する機密データの適切な管理に努めていま

す。しかしながら、ITシステムやアプリケーションへのアクセス保護が十分でない場合、これらの情報が権限のな

い第三者に取得され、当社グループの信用や業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(16) 汚職について

当社グループは、取引における企業倫理の維持に取り組んでいるものの、汚職に関与した場合、多額の罰金の支

払い、信用の失墜、規制当局や取引先企業との関係悪化などにより、当社グループの信用や業績に影響を及ぼす可

能性があります。
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４ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績等の状況の概要

当連結会計年度における当社および連結子会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績

等」という。)の状況の概要は次のとおりです。

 
①　財政状態及び経営成績の状況

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度の末日現在において判断したものです。

 

　当連結会計年度におけるわが国経済は、緩やかに回復しているものの、中東情勢の影響を注視する必要があり

ます。また、金融資本市場の変動影響やアメリカの通商政策をめぐる動向などにも注意する必要があります。

　当社グループを取り巻く環境は、テクノロジーの進展に伴い、世の中の経営層のアジェンダは顧客との関係強

化・データドリブン経営等がメインテーマとなり、それらと相互影響しながら、企業のIT投資は情報系・顧客接

点系へシフトしていくことを見込んでいます。

　このような状況下において当社グループは、Vision 2030の２nd Stageとなる中期経営計画(2025-2027)では、

「フォーカスビジネスの進化と堅守ビジネスの深化」、「戦略的アライアンスの実行」、「グループ経営基盤の

強化」を３つの柱とし、事業の成長・拡大、安定性・信頼性の強化を推進しています。

当連結会計年度の売上高は、1,352億13百万円(前年同期比7.4％増)、営業利益164億34百万円(前年同期比

13.4％増)、EBITDAは177億90百万円(前年同期比13.9％増)となりました。

 

■フォーカスビジネスの進化と堅守ビジネスの深化

中期経営計画(2025-2027)では、当社グループの成長領域として取り組みを強化しているフォーカスビジネス

（注１）の中に、集中投資領域（注２）と先行投資領域（注３）を新たに設定しました。

2028年３月期までに売上高に占めるフォーカスビジネス売上高の比率57％を目標として推進しています。当

連結会計年度のフォーカスビジネス売上高比率は62.9％となり、順調に推移しています。

2025年４月、先行投資領域への挑戦として、生成AI領域における顧客のAI活用支援、自社ソリューションへ

の組み込み、自社開発工程での活用を推進するため、ＧｅｎＡＩビジネス推進室を新設しました。生成AIなど

の活用により顧客の事業価値向上を実現し、2030年度におけるAIおよび生成AI関連の売上高100億円を目指しま

す。

 
(注１)　フォーカスビジネス

当社グループとして、今後注力していくビジネス領域。

(注２)　集中投資領域

更なる事業規模の拡大を図るため、フォーカスビジネスの中でも特に成長が見込まれる５つの領域

である①クラウド＆モダナイゼーション、②データ活用、③セキュリティ＆マネージドサービス、

④Enterprise Application Services、⑤IoT＆エッジテクノロジーを集中投資領域として再定義し

ています。

(注３)　先行投資領域

今後の急速な市場拡大と顧客の事業価値向上が見込まれる領域。AI・生成AI、CX（顧客体験価値）

を対象としています。

 

■戦略的アライアンスの実行

2025年９月、生成AI技術の実用化を推進するため、OpenAI Japan合同会社との連携を開始しました。システ

ムへのビルトインやAIネイティブな自社ソリューションの開発、コード生成支援など、トータルSIerとしての

総合力と生成AI技術の融合により、提案価値・付加価値・生産性の向上を実現していきます。また、調査・分

析や問い合わせ対応など各種業務にも生成AIを活用し、業務全体の効率化を推進していきます。今後も、生成

AIを活用した新たな価値創出と事業成長を図ります。

また、慶應義塾大学環境情報学部中西泰人研究室と、人間の創造性を誘発する「アフェクティブ（感性）AI

エージェント」に関する共同研究を開始しました。AIを人間の感性や文脈に寄り添い、新たな気づきや発想を

促す存在として位置付け、アフェクティブAIエージェントのプロトタイプ開発と行動モデルの体系化に取り組

むことで、人間とAIが織りなす知的協働プロセスの社会実装を推進していきます。
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■グループ経営基盤の強化

経営基盤の強化として、人的資本への投資、グループガバナンス、システム基盤の強化および資本効率向上

を図り、持続的・安定的な企業価値向上を目指していきます。

資本効率の向上、中期経営計画に基づくキャッシュアロケーションの実現および株主への一層の利益還元を

図るため、2025年５月から７月にかけて約25億円の自己株式を取得しました。なお、当連結会計年度に取得し

た自己株式約25億円につきましてはその全株式を消却しています。

 

以上の結果、当連結会計年度の売上高は、1,352億13百万円(前年同期比7.4％増)となりました。

売上総利益は、売上高の増加により296億76百万円(前年同期比4.6％増)となりました。

販売費及び一般管理費は、132億41百万円(前年同期比4.6％減)となりました。売上総利益が増加し、営業利益

は、164億34百万円(前年同期比13.4％増)、経常利益は、169億40百万円(前年同期比9.6％増)となりました。親会

社株主に帰属する当期純利益は、経常利益の増加などにより、116億44百万円(前年同期比9.5％増)となりまし

た。

  (単位：百万円)

 連結

 

対前年同期増減率

売上高 135,213 7.4％

営業利益 16,434 13.4％

経常利益 16,940 9.6％

親会社株主に帰属する当期純利益 11,644 9.5％
 

 
各セグメントにおける営業概況は、次のとおりです。

 
＜セグメント別売上高＞

  (単位：百万円)

セグメント別の名称 連結

 

対前年同期増減率

業務＆ソリューションセグメント 52,810 △0.7％

テクノロジー＆ソリューションセグメント 45,998 7.3％

プラットフォーム＆サービスセグメント 36,405 22.1％

合計 135,213 7.4％
 

 
■業務＆ソリューションセグメント

自治体向け消防システム更改案件は拡大したものの、前年同期に銀行向け案件が一時的に拡大した反動によ

り、売上高は528億10百万円(前年同期比0.7％減)となりました。

フォーカスビジネスへの取り組みでは、金融分野および公共分野などの業界知見にデジタル技術を組み合わ

せ、クラウドシフトやマイグレーションなどの集中投資領域を拡大し、事業成長を推進していきます。

当社グループ会社の株式会社東北システムズ・サポートはピッキングや検品業務における作業効率の向上を実

現したRFIDリーダーとして、ウェアラブル型の「MR20」およびバーコードスキャン機能搭載のハンディ型

「SR160」を発売しました。今後もRFIDソリューションのさらなる拡大と、物流・製造・小売業界におけるDX推進

に貢献していきます。

また、当社は、独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）の「化審法連絡システム」再構築を受注し、政府

が定めるクラウドセキュリティ基準「ISMAP」に準拠したクラウドサービスを基盤に、機密情報を安全に管理でき

る環境を整備するとともに、誤送信防止や問い合わせ・連絡業務の効率化、運用保守コストの低減を目指した開

発を開始しました。今後も、ローコード／ノーコードやクラウドを活用した迅速な開発と業務改善を通じて、公
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共分野における業務のデジタル変革に貢献していきます。

2026年３月、株式会社九州ＤＴＳは、北九州市小倉北区に「北九州開発センター」を開所しました。首都圏案

件を中心としたニアショア開発体制を強化するとともに、地域人材の活用や産学連携を通じて、地域経済の発展

に貢献していきます。 

 
■テクノロジー＆ソリューションセグメント

IPビジネス会社の基幹システム刷新、証券会社のクラウド基盤更改・サイバーセキュリティ対策案件、住宅関

連のソリューション案件および組込み関連が順調に推移し、売上高は459億98百万円(前年同期比7.3％増)となり

ました。

フォーカスビジネスへの取り組みでは、Enterprise Application Servicesなどの集中投資領域の拡大に加え、

生成AIなどの先行投資領域への挑戦を進めることで、当社グループのフォーカスビジネス拡大を牽引していきま

す。

2025年５月、当社が取り組んだ初のmcframe導入プロジェクトにおいて、高品質な導入支援および拡張性を見据

えた提案力が評価されビジネスエンジニアリング株式会社による「mcframe Award 2025」における「Take Off

Award」を獲得しました。今後も、製造業の業務改革とデジタル化推進に向けて取り組んでいきます。

ハウジングソリューションの3D住宅CAD「Walk in home（ウォークインホーム）」では、階段・バルコニーの意

匠表現の向上やレンダリング処理の高速化を図るとともに、プレゼンボードのWebブラウザ対応とアニメーション

を用いたプレゼンテーションにより、提案・顧客との情報共有の利便性を高めました。さらに、AIを活用した提

案用画像生成、3D空間上のメモ機能、および「Walk in home 360x」との連携の強化により、営業提案力の向上と

設計業務の効率化・標準化を推進しています。また、2026年４月運用開始予定のBIM（BIM：Building

Information Modeling）図面審査に向け、IFCデータ(注1)や入出力基準適合申告書を出力できる次期版を今秋リ

リース予定です。

2025年７月、ServiceNowの定常的な運用業務から内製化支援までをトータルサポートする「ＤＴＳマネージド

サービス for ServiceNow」の提供を開始しました。今後も、運用の標準化・自動化・AI活用等による高度化と

ITSM統合を通じて、運用負荷の軽減や継続的な運用改善、IT投資効果の最大化を図り、顧客のデジタル変革を支

援していきます。

また、マイクロソフト社のパートナープログラムにおいて、「インフラストラクチャ（Azure）」および「セ

キュリティ」の２分野でソリューションパートナー認定を取得しました。今後も、顧客のAzureクラウド移行をよ

り迅速かつ効果的に支援するとともに、Microsoft 365 Security等を活用した安全性・信頼性の高いセキュリ

ティ環境の設計・構築・運用支援を推進していきます。

 

(注１)　IFCデータ

Industry Foundation Classesの略で、ソフトウェア間のデータ共有を目的とした国際標準フォー

マット。
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■プラットフォーム＆サービスセグメント

 
データセンター向け生成AIインフラ構築および運用分野などが好調に推移し、売上高は364億５百万円(前年同

期比22.1％増)となりました。

フォーカスビジネスへの取り組みでは、当社のReSM（リズム）／ ReSM plus（リズムプラス）を中心とした運

用サービスメニューの拡充に加え、AIを活用した障害復旧時間の短縮などによる運用サービスの高度化を推進し

ていきます。

2025年８月、社内ヘルプデスク・アウトソーシングサービス「ReSM plus（リズムプラス）」の機能を強化し、

生成AIと有人オペレーターが連携する新サービスの提供を開始しました。自然文による自動回答と、解決できな

かった問い合わせへの有人対応を組み合わせることで、FAQや社内ドキュメントのナレッジ化および回答精度の向

上を継続的に進め、ユーザー満足度の向上を実現します。

また、当社はグループ会社のデジタルテクノロジー株式会社をはじめとした合同チームを組織し、理化学研究

所が主体となって進める「量子HPC（注１）連携プラットフォーム向けスーパーコンピュータ」システムの構築を

受注しました。機器調達からシステム構築、設置、保守運用まで各フェーズを支援し、2025年度中に構築を完了

しました。

さらに、Atlassian Pty Ltdのパートナープログラムにおいて「Service Management Specialization」認定を

取得しました。今後は、Atlassian Pty Ltd製品のAI機能の活用を含め、Jira Service Managementを基盤とした

組織横断のサービス管理の導入から定着、継続的な改善までを支援し、顧客のビジネス価値向上とDX推進に貢献

していきます。

 
(注１)　HPC

　　　　High Performance Computing：高性能計算。

 
財政状態としては、総資産は、前連結会計年度末に比べ48億60百万円増加し、852億48百万円となりました。こ

れは主に、受取手形、売掛金及び契約資産が38億82百万円、投資有価証券が12億60百万円増加したことによるも

のです。

負債は、前連結会計年度末に比べ４億85百万円減少し、205億56百万円となりました。これは主に、買掛金が７

億61百万円減少したことによるものです。

純資産は、前連結会計年度末に比べ53億46百万円増加し、646億91百万円となりました。これは主に、親会社株

主に帰属する当期純利益の計上により利益剰余金が116億44百万円、その他有価証券評価差額金が12億78百万円増

加した一方で、剰余金の配当の実施により利益剰余金が54億93百万円減少、自己株式の取得により自己株式が25

億円増加したことによるものです。なお、自己株式の消却によって、自己株式が20億55百万円減少しましたが、

一方で利益剰余金が20億２百万円、資本剰余金が53百万円減少しており、純資産合計には影響はありません。

 

②　キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末の残高である284

億５百万円に比べ９億75百万円増加し、293億81百万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況についての前連結会計年度との比較は次のとおりです。

営業活動によるキャッシュ・フローは89億29百万円となり、前連結会計年度に比べ得られた資金が２億51百万

円減少しました。主な要因は、税金等調整前当期純利益が17億53百万円増加したことにより収入が増加した一方

で、売上債権及び契約資産の増減額が25億82百万円増加したことなどによるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローは92百万円となり、前連結会計年度に比べ使用した資金が24億15百万円減

少しました。主な要因は、投資有価証券の取得による支出が11億97百万円減少したこと、定期預金の払戻による

収入が11億67百万円増加したことなどによるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは△80億89百万円となり、前連結会計年度に比べ使用した資金が79億97百

万円減少しました。主な要因は、自己株式の取得による支出が85億12百万円減少したことなどによるものです。
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③　生産、受注及び販売の実績

 

イ．生産実績

当連結会計年度における生産実績は、以下のとおりです。

セグメントの名称 生産高(百万円)
対前年同期増減率

(％)

業務＆ソリューション 52,810 △0.7

テクノロジー＆ソリューション 45,998 7.3

プラットフォーム＆サービス 36,405 22.1

合計 135,213 7.4
 

(注)　セグメント間の取引は、相殺消去しています。

 

ロ．受注実績

当連結会計年度における受注実績は、以下のとおりです。

セグメントの名称
受注高
(百万円)

対前年同期
増減率(％)

受注残高
(百万円)

対前年同期
増減率(％)

業務＆ソリューション 52,817 △5.3 15,566 △1.9

テクノロジー＆ソリューション 46,229 3.0 12,926 0.8

プラットフォーム＆サービス 35,102 10.4 9,314 △12.5

合計 134,149 1.3 37,807 △3.9
 

(注)　セグメント間の取引は、相殺消去しています。

 

ハ．販売実績

当連結会計年度における販売実績は、以下のとおりです。

セグメントの名称 販売高(百万円)
対前年同期増減率

(％)

業務＆ソリューション 52,810 △0.7

テクノロジー＆ソリューション 45,998 7.3

プラットフォーム＆サービス 36,405 22.1

合計 135,213 7.4
 

(注)　セグメント間の取引は、相殺消去しています。
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(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社および連結子会社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりで

す。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものです。

 
①　当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

当期の売上高は、1,352億13百万円(前年同期比7.4％増)、営業利益は16期連続増益、12期連続過去最高の164億

34百万円(前年同期比13.4％増)、ならびにEBITDAは177億90百万円(前年同期比13.9％増)となりました。

 
②　経営成績に重要な影響を与える要因に関するリスク軽減策

イ．事業環境の変動について

当社グループの事業においては、業務知識と情報技術に基づいた品質をベースに幅広い業種・業態の顧客

ニーズに応えるITサービスを提供しているため、特定産業における投資動向の影響を受けにくい構造となって

いますが、今後も事業環境の変動を注視していきます。

 
ロ．価格競争について

当社においては、プロジェクトの採算管理を徹底し、生産性の向上を図り、高度プロフェッショナル人材の

育成に取り組むとともに、新技術や顧客業務への知見を活用した高付加価値なサービスを提供することによ

り、単なるコストダウンのみの価格競争の影響を最小限にとどめるように努めています。

 
ハ．海外事業について

当社グループにおいては、海外取引における輸出管理法などの内国法および現地法・商慣習の知識・調査不

足や相違によるトラブル、海外現地法人の設立、株式取得や運営における現地の法律・会計処理・労務管理・

契約・プロジェクト管理などに適切に対応できないなど、さまざまなリスクが想定されます。当社グループで

はこれらのリスクを認識するとともに、海外グループ会社の管理体制およびグループ管理業務・管理体制の整

備・強化を進めています。

 
ニ．ビジネスモデル、技術革新について

当社グループは、IT市場や技術、ESG等の環境変化を捉え、既存SIビジネスモデルの進化に加えてデジタル、

ソリューションおよびサービスビジネスや、それらを実現する人材などへの積極的な投資により、新たな成長

モデルを構築し、社会的価値・経済的価値の創出という両輪でさらなる企業価値の向上を目指すため、

Vision2030を2022年に策定しました。

中期経営計画（2025-2027）では、「フォーカスビジネスの進化と堅守ビジネスの深化」、「戦略的アライア

ンスの実行」、「グループ経営基盤の強化」の3つを柱に据え、事業の成長・拡大、安定性・信頼性の強化を推

進していきます。

新たな成長モデルを構築する「フォーカスビジネスの進化と堅守ビジネスの深化」では、フォーカスビジネ

スの中に「集中投資領域」と「先行投資領域」を新たに設定し、堅守ビジネス・グローバル（海外）を含め、

事業拡大・利益創出を目指していきます。

 
ホ．М＆Ａの投資について

М＆Ａの投資の意思決定時は、投資対効果の評価や第三者によるDCF法やマルチプル法を使った価値算定結果

を判断要素としています。

また、ファイナンシャルアドバイザーや公認会計士、弁護士等の外部有識者によるデューデリジェンスの実

施を必須とし、発見された各リスクの検証、対応策等も勘案して経営会議において審議を行い、最終的に取締

役会において決議・承認をしています。さらに、М＆Ａ実施後の統合プロセス（PMI）計画を作成し、М＆Ａ効

果の最大化に向けた統合プロセスを早期から実施することにより、リスクの低減に努めています。
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ヘ．人材等について

当社グループにおいては、人材の育成・確保に向けて人的資本への投資を推進するとともに、社員エンゲー

ジメントの向上を図っています。育成面では、成長が期待される領域の育成プログラムの整備・運用、高度プ

ロフェッショナル人材の育成強化を進めています。人材確保面では、キャリアパスの多様化・公募制度見直し

による社内の人材流動性向上を図りながら、中長期的視点での新卒採用や、優れた専門性を有したキャリア人

材の採用の実施を進めています。また、社員還元として基本給アップや業績に応じた特別賞与の支給、譲渡制

限付株式交付等を実施しています。

ビジネスパートナーに対しては、イベントやパートナー表彰等を実施するとともに、保有技術や人材に関す

る定期的な情報交換および今後の方向性の議論を通じて、関係性強化と顧客への価値提供力強化に努めていま

す。

 
ト．ソフトウェア開発のプロジェクト管理について

当社においては、独自の開発標準の浸透に努めています。また、受注金額が一定以上または必要と認めたプ

ロジェクトの受注可否を審議することやプロジェクトの進捗状況を定期的にモニタリングすることを目的とし

たプロジェクト推進会議を設置することにより、プロジェクトの状況を把握することで不採算案件の抑止に取

り組んでおり、現時点では当社グループに大きな影響を与えるおそれのある不採算案件はありません。

 
チ．労働関連法について

当社グループでは、役員・社員およびパートナー企業社員へのコンプライアンス研修を実施し、労働状況の

モニタリングと注意喚起を行い、さらに経営会議にて報告を行うことで法令等の遵守の徹底に努めています。

 
リ．サイバーセキュリティについて

当社グループにおいては、サイバーセキュリティや情報セキュリティを包含したリスク管理体制を構築して

おり、代表取締役社長および関連部門の責任者で構成される「リスクマネジメント委員会」を設置していま

す。

また、当社においては情報セキュリティ委員会を、当社グループにおいてはセキュリティ連絡会を設置し、

セキュリティ全般の対策の拡充を検討・推進しています。情報セキュリティ事案などが発生した場合は、情報

セキュリティ委員会にて恒久的な対応を検討した上で、社内対策を推進し、セキュリティ連絡会にてグループ

各社への情報展開を進めます。

 
ヌ．事業継続について

当社では、災害対策（平常時）マニュアルや事業継続計画対応行動マニュアルを策定し、事業が継続できる

体制を整えています。

 
ル．訴訟等について

当社グループは、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を経営上の重要課題として認識し、コンプライア

ンス、情報セキュリティ、品質管理等の必要な体制を備えており、現時点において、財政状態および経営成績

等に影響を及ぼす可能性のある訴訟は提起されていません。

 
ヲ．内部不正・浪費・濫用について

当社の取締役会では役員へのモニタリングを実施しています。また、当社および当社のグループ会社に対し

て内部通報窓口の周知を行っています。さらに、コンプライアンス研修の実施を通じて、従業員の意識向上を

図っています。

 
ワ．内部統制の要件について

　当社グループは、関連法令や各種基準に基づき、内部統制の整備・運用および継続的な見直しを実施すると

ともに、内部統制に係る評価・モニタリング、内部監査等を通じて、課題の把握および改善対応を実施してい

ます。

 
カ．財務報告・開示について

　当社グループは、関連法令や会計基準等を踏まえた財務報告・開示体制の整備を行うとともに、内部統制の
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整備・運用、開示内容に対する確認・レビュー、財務報告・開示プロセスの評価および改善対応を実施してお

ります。

 

ヨ．データプライバシーについて

　当社グループは、職務権限に応じたシステムへのアクセス権限の設定を行うほか、役職任免・免除、組織異

動等に応じた適切なアクセス権限の設定および期変わり時のアクセス権見直しを実施しています。

 
タ．汚職について

　当社グループは、行動規範を定めたコンプライアンスガイドを制定するとともに、コンプライアンス研修を

実施し、さらに贈収賄防止ガイドラインを策定しています。
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③　資本の財源及び資金の流動性

当社グループの主たる財源は、好調な業績に基づく営業キャッシュ・フローであり、当期末において適切な事

業活動のための資金の流動性は十分に確保されています。

今後の事業拡大に向け、人材投資、研究開発投資、設備投資およびＭ＆Ａに資金を活用していく方針です。

 
④　重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成され

ています。この連結財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積りおよび当該見積りに用いた仮定のうち、重

要なものについては、「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　(1) 連結財務諸表　注記事項(重要な会計上の

見積り)」を参照ください。

 
⑤　経営方針・経営戦略、経営上の達成状況を判断するための客観的な指標等

Vision2030の２nd Stageとなる中期経営計画(2025-2027)では、以下の目標を定めています。

 
<財務目標と実績>

項目 2028年３月期目標 2026年３月期実績

事業収益

連結売上高 1,600億円 1,352億円

営業利益 187億円 164億円

EBITDA 200億円 177億円

EBITDAマージン 12.5％ 13.2％

フォーカスビジネス(※１)売上高比率 57.0％以上 62.9％

生産性(国内一人当たり営業利益) 3.2百万円 3.2百万円

経営効率 ROE 18％以上 19.2％

投資 投資枠(３年間累計) 325億円 57億円

株主還元

配当性向 50％以上 50.7％

総還元性向 70％以上 72.1％

手元資金 手元資金総資産比 33％以下 34.9％

非財務
(※２)

エンゲージメントスコア 55以上 52.6

女性管理職比率 8.5%以上 5.4％

女性取締役比率 20％以上 20.0％

独立社外取締役比率 過半数 過半数
 

(※１)　当社グループとして、今後注力していくビジネス領域。

(※２)　CO2排出量削減（2021年度比）60％（参考値）
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⑥　セグメントごとの経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

業務＆ソリューションセグメント

自治体向け消防システム更改案件、通信事業者向け基幹システム開発案件、金融犯罪対策ソリューション

AMLion導入等は拡大したものの、前年のメガバンク特需案件等の影響により、売上高は528億10百万円(前年同期

比0.7％減、業績予想比5.5％減)となりました。

 

テクノロジー＆ソリューションセグメント

証券会社向けのクラウド基盤更改・サイバーセキュリティ対策案件、製造業向け生産管理システムのmcframe導

入案件、ならびにServiceNow、intra-mart、住宅関連等の案件拡大により堅調に推移し、売上高は459億98百万円

(前年同期比7.3％増、業績予想比1.1％減)となりました。

 

プラットフォーム＆サービスセグメント

データセンター向け生成AIインフラ構築や量子コンピュータシミュレーション向けのHPC導入案件、ライフサイ

クルマネジメントサービス案件の拡大により、売上高は364億５百万円(前年同期比22.1％増、業績予想比11.7％

増)となりました。

 
５ 【重要な契約等】

　該当事項はありません。

 
６ 【研究開発活動】

当連結会計年度における研究開発費の総額は428百万円です。セグメントごとの研究開発費は、業務＆ソリューショ

ンセグメントが30百万円、テクノロジー＆ソリューションセグメントが247百万円、プラットフォーム＆サービスセグ

メントが20百万円、その他に全セグメントに横断的に関連する活動で特定のセグメントに関連付けられない研究開発

費は129百万円です。セグメント別の主な研究開発活動につきましては、次のとおりです。

 
(1) 業務＆ソリューションセグメント

生成AIを活用した開発プロセス高度化の研究

顧客の業務システム開発において、生成AIを活用した開発生産性の向上および品質確保に対する期待が高まってい

ます。

当連結会計年度においては、実際の案件を対象として生成AIの適用可能性を検証するとともに、システム開発工程

で利用可能なAIエージェントの研究を実施しました。加えて、生成AIを用いた開発手法の検証を通じて、開発工程へ

の適用に向けた知見の蓄積および実装準備を進めました。

 
(2) テクノロジー＆ソリューションセグメント

①RAMScope（制御ソフトウェア検証ツール）の次世代モデルに向けた研究開発

近年、自動車業界においてSDV（注）化が加速する中、EV（電気自動車）やAD/ADAS（自動運転/高度運転支援システ

ム）といった制御システムの高度化・複雑化が進んでいます。これに伴うソフトウェア開発課題の増加や、エンジニ

ア不足に起因する開発効率の追求など、ECU（電子制御ユニット）の開発支援ツールに求められる機能・性能は市場動

向に合わせて多様化しています。

当連結会計年度においては、市場の要求に応えるべくハードウェア・ソフトウェアの刷新に向けた研究開発を進め

るとともに、部材価格の高騰等の外部環境の変化に応じた収益構造の最適化や新たなビジネスモデルの構築を図り、

RAMScopeビジネスの売上・利益率向上を目的とした取り組みを実施しました。
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②外観検査向け仮想シミュレータの研究開発

製造業における外観検査工程では、照明やカメラ等の光学条件の調整に多くの工数を要しており、製造ライン構築

前に検査精度を検証できる仕組みが求められています。

当連結会計年度においては、製造業の外観検査業務を対象に、光学調整作業の効率化を目的とした仮想シミュレー

タの研究開発を実施しました。本シミュレータの基本機能として、シミュレーション機能や各種設定機能を備えたア

プリケーションを開発するとともに、商品化に向けた機能検証を進めました。

 
（注）SDV

Software Defined Vehicle（ソフトウェア定義車両）。ソフトウェアが車両の機能や性能、価値を決定する自動車

のあり方のこと。

 
(3) プラットフォーム＆サービスセグメント

オブザーバビリティプラットフォーム導入によるシステム運用の高度化（AI活用）

複雑化する顧客のシステム課題を背景に、従来型監視ではシステム全体を効率的に管理することが難しくなりつつ

あり、オブザーバビリティへの関心と市場展開への期待が高まっています。

当連結会計年度においては、生成AIを活用したオブザーバビリティソリューションの提供に向け、システム運用の

高度化および新たな収益の柱となる事業基盤の構築を目的とした研究開発を実施しました。

 
(4) その他

OpenAIサービス（ChatGPT、Codex、API）を主とした生成AI関連の調査・研究およびサービス検討

生成AIの急速な普及に伴い、AIを前提とした開発プロセスや業務設計ができる人材の育成が急務となっています。

また、生成AI技術の実用化に向けては、顧客ニーズの的確な把握や最新技術動向の継続的な調査、産学連携による先

進的な知見の獲得が不可欠となっています。

 
当連結会計年度においては、AIネイティブな開発手法を実践できる人材の育成プログラムを推進するとともに、生

成AIプラットフォームに対する社内外のニーズ調査・検証を実施しました。加えて、大規模言語モデル等の生成AI関

連技術の調査・評価を行い、大学・研究機関との産学連携を通じて先進技術の研究開発に取り組みました。
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第３ 【設備の状況】

 

１ 【設備投資等の概要】

当連結会計年度に実施した設備投資の総額は、840百万円です。

その主なものは、事務機器およびネットワーク機器などの器具及び備品の取得が307百万円、社内利用目的のソフト

ウェアの開発および取得が91百万円、市場販売目的のソフトウェアの開発が232百万円です。

なお、セグメント別に記載することは困難であるため記載を省略しています。

また、当連結会計年度における重要な設備の除却、売却はありません。

 
２ 【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

     2026年３月31日現在

事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の内容

帳簿価額(百万円)
従業員数
(名)

建物
土地
(面積㎡)

その他 合計

本社
(東京都中央区)

業務＆ソリューション
テクノロジー＆ソリューショ
ン
プラットフォーム＆サービス

本社および
生産設備

57 - 74 131 911

開発センタ等
(東京都中央区
等)

業務＆ソリューション
テクノロジー＆ソリューショ
ン
プラットフォーム＆サービス

生産設備 376 - 125 502 2,288

社員寮
(東京都世田谷
区等)

業務＆ソリューション
テクノロジー＆ソリューショ
ン
プラットフォーム＆サービス

福利厚生施
設

646
1,965
(3,205)

5 2,617 -

 

(注) １　帳簿価額のうち「その他」は、「工具、器具及び備品」の金額です。

２　上記のほか、ソフトウエア604百万円を所有しています。

３　上記のほか、主な賃借設備は次のとおりです。

 
事業所名
(所在地)

セグメントの名称 設備の内容
賃借床面積
(㎡)

年間賃借料
(百万円)

本社
(東京都中央区)

業務＆ソリューション
テクノロジー＆ソリューション
プラットフォーム＆サービス

本社建物 4,279 431
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(2) 国内子会社

      2026年３月31日現在

会社名
事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の
内容

帳簿価額(百万円)
従業員数
(名)建物及び

構築物
土地
(面積㎡)

その他 合計

株式会社
九州ＤＴＳ

本社
(福岡市博多区)

業 務 ＆ ソ
リューショ
ン

本社および
生産設備

37 - 61 99 174

日本ＳＥ
株式会社

本社等
(東京都新宿区
等)

業 務 ＆ ソ
リューショ
ン

本社、生産
設備および
福利厚生施
設

11
79

(2,593)
20 111 440

株式会社
ＤＴＳ　ＷＥＳ
Ｔ

本社等
(大阪市中央区
等)

業 務 ＆ ソ
リューショ
ン

本社、生産
設備および
福利厚生施
設

78
0
(16)

88 167 285

株式会社
ＭＩＲＵＣＡ

本社
(東京都港区)

業 務 ＆ ソ
リューショ
ン

本社および
研修設備

1 - 5 6 11

デジタルテクノ
ロジー株式会社

本社等
(東京都荒川区
等)

プ ラ ッ ト
フォーム＆
サービス

本社および
販売業務設
備

65
0
(1)

51 117 160

株式会社
ＤＴＳインサイ
ト

本社等
(東京都渋谷区
等)

テ ク ノ ロ
ジ ー ＆ ソ
リューショ
ン

本社および
生産設備

82 - 91 174 357

安心計画株式会
社

本社等
(福岡市博多区
等)

テ ク ノ ロ
ジ ー ＆ ソ
リューショ
ン

本社および
販売業務設
備

30 - 12 42 54

株式会社アヴァ
ンザ

本社等
(東京都渋谷区
等)

業 務 ＆ ソ
リューショ
ン

本社および
生産設備

3 - 9 12 219

株式会社東北シ
ステムズ・サ
ポート

本社等
(仙台市青葉区
等)

業 務 ＆ ソ
リューショ
ン

本社および
生産設備

207
209

(10,348)
9 425 230

 

(注) １　帳簿価額のうち「その他」は、「工具、器具及び備品」の金額です。

２　土地および建物の一部は賃借しています。

３　上記のほか、ソフトウエア208百万円を所有しています。
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(3) 在外子会社

      2026年３月31日現在

会社名
事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の内容

帳簿価額(百万円)
従業員数
(名)建物及び

構築物
土地
(面積㎡)

その他 合計

逓天斯(上海)軟
件技術有限公司

本社
(中国上海市)

業 務 ＆ ソ
リューショ
ン

本社および
生産設備

- - 7 7 9

DTS America
Corporation

本社等
( 米 国 ニ ュ ー
ヨーク州等)

テ ク ノ ロ
ジ ー ＆ ソ
リューショ
ン

本社および
生産設備

- - 24 24 13

Nelito Systems
Private
Limited

本社等
(インド
ナビムンバイ)

業 務 ＆ ソ
リューショ
ン

本社および
生産設備

- - 30 30 513

DTS SOFTWARE
VIETNAM
CO.,LTD.

本社
(ベトナム
ハノイ)

テ ク ノ ロ
ジ ー ＆ ソ
リューショ
ン

本社および
生産設備

- - 9 9 227

Partners
Information
Technology,
Inc.

本社等
(米国カリフォ
ルニア州)

テ ク ノ ロ
ジ ー ＆ ソ
リューショ
ン

本社および
生産設備

- - 161 161 244

 

(注) １　帳簿価額のうち「その他」は、「工具、器具及び備品」および使用権資産の金額です。

２　土地および建物の一部は賃借しています。

３　上記のほか、ソフトウエア69百万円を所有しています。

 
３ 【設備の新設、除却等の計画】

特記事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 400,000,000

計 400,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(2026年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2026年６月17日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 163,954,928 163,954,928
東京証券取引所
プライム市場

単元株式数
100株

計 163,954,928 163,954,928 ― ―
 

 
(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2022年３月31日(注)１ △1,371,900 49,072,632 ― 6,113 ― 6,190

2022年10月17日(注)１ △1,481,800 47,590,832 ― 6,113 ― 6,190

2023年11月10日(注)１ △479,700 47,111,132 ― 6,113 ― 6,190

2024年３月27日(注)１ △257,000 46,854,132 ― 6,113 ― 6,190

2024年５月15日(注)１ △2,700,000 44,154,132 ― 6,113 ― 6,190

2024年12月18日(注)１ △1,471,900 42,682,232 ― 6,113 ― 6,190

2025年３月31日(注)１ △1,184,200 41,498,032 ― 6,113 ― 6,190

2025年８月13日(注)１ △509,300 40,988,732 ― 6,113 ― 6,190

2025年10月１日(注)２ 122,966,196 163,954,928 ― 6,113 ― 6,190
 

(注) １．自己株式の消却による減少です。

２．2025年10月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を実施したことによる増加です。資本金の額

に変更はありません。

 
(5) 【所有者別状況】

 2026年３月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数
(人)

― 23 24 40 218 18 5,392 5,715 ―

所有株式数
(単元)

― 410,322 28,652 114,839 621,165 201 463,927 1,639,106 44,328

所有株式数
の割合(％)

― 25.03 1.75 7.00 37.90 0.01 28.30 100.00 ―
 

(注) １　自己株式4,614,875株は「個人その他」に46,148単元、「単元未満株式の状況」に75株含んでいます。

２　「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,072単元含まれています。
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(6) 【大株主の状況】

2026年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

日本マスタートラスト信託銀行株
式会社(信託口)

東京都港区赤坂１丁目８番１号
赤坂インターシティＡＩＲ

23,753 14.91

ＤＴＳグループ社員持株会
東京都中央区八丁堀二丁目23番１号
エンパイヤビル

11,855 7.44

ステート　ストリート　バンク　
アンド　トラスト　クライアン
ト　オムニバス　アカウント　
オーエムゼロツー　５０５００２
(常任代理人　株式会社みずほ銀行
決済営業部)

ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON,
MASSACHUSETTS 
(東京都港区港南二丁目15番１号　品川イ
ンターシティＡ棟)

9,160 5.75

株式会社日本カストディ銀行(信託
口)

東京都中央区晴海一丁目８番12号 7,024 4.41

株式会社ＮＴＣ
東京都豊島区東池袋三丁目１番１号
サンシャイン60－28階

4,684 2.94

ステート　ストリート　バンク　
アンド　トラスト　カンパニー　
５０５００１
(常任代理人　株式会社みずほ銀行
決済営業部)

ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON,
MASSACHUSETTS
(東京都港区港南二丁目15番１号　品川イ
ンターシティＡ棟)

4,520 2.84

ザ　バンク　オブ　ニューヨー
ク　メロン　１４００４４
(常任代理人　株式会社みずほ銀行
決済営業部)

240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NY
10286, U.S.A.
(東京都港区港南二丁目15番１号　品川イ
ンターシティＡ棟)

4,142 2.60

小崎　智富 千葉県浦安市 3,213 2.02

株式会社ＮＴＴデータ 東京都江東区豊洲三丁目３番３号 3,084 1.94

ザ　チェース　マンハッタン　バ
ンク　エヌエイ　ロンドン　エス
エル　オムニバスアカウント
(常任代理人　株式会社みずほ銀行
決済営業部)

WOOLGATE HOUSE,COLEMAN STREET LONDON
EC2P 2HD, ENGLAND
(東京都港区港南二丁目15番１号　品川イ
ンターシティＡ棟)

2,870 1.80

計 ― 74,306 46.63
 

(注) １　2020年12月22日付けで公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、株式会社みずほ銀

行およびその共同保有者が2020年12月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されていますが、当社

として2026年３月31日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めてい

ません。

なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりです。
 

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

株券等保有割合
(％)

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目５番５号 621 1.23

アセットマネジメントOne株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 1,298 2.57
 

EDINET提出書類

株式会社ＤＴＳ(E04861)

有価証券報告書

 32/136



 

２　2021年８月５日付けで公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、アカディアン・ア

セット・マネジメント・エルエルシーが2021年７月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されてい

ますが、当社として2026年３月31日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況

には含めていません。

なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりです。
 

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

株券等保有割合
(％)

アカディアン・アセット・マネジ
メント・エルエルシー

アメリカ合衆国、マサチューセッツ州、ボ
ストン、20階、フランクリン・ストリート
260

1,749 3.47

 

 

３　2025年９月19日付けで公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三井住友信託銀行株式会社およ

びその共同保有者が2025年９月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されていますが、当社として

2026年３月31日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めていませ

ん。

なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりです。
 

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

株券等保有割合
(％)

三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 531 1.30

三井住友トラスト・アセットマネ
ジメント株式会社

東京都港区芝公園一丁目１番１号 861 2.10

アモーヴァ・アセットマネジメン
ト株式会社

東京都港区赤坂九丁目７番１号 491 1.20
 

 

４　2026年1月20日付けで公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、アセット・バ

リュー・インベスターズ・リミテッドが2026年1月13日現在で以下の株式を所有している旨が記載されてい

ますが、当社として2026年３月31日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況

には含めていません。

なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりです。

 

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

株券等保有割合
(％)

アセット・バリュー・インベス
ターズ・リミテッド

英国ロンドン市、キャベンディッシュ　ス
クエア２

10,292 6.28
 

 
５　当社は、2025年10月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っております。なお、上記１～

３の大量保有報告書（変更報告書）に記載された所有株式数は当該株式分割前の値であり、上記４の大量保

有報告書（変更報告書）に記載された所有株式数は当該株式分割後の値です。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   2026年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 4,614,800

 

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

1,592,958 ―
159,295,800

単元未満株式
普通株式

― １単元(100株)未満の株式
44,328

発行済株式総数 163,954,928 ― ―

総株主の議決権 ― 1,592,958 ―
 

(注)　「完全議決権株式(その他)」の株式数の欄に107,200株、議決権の数の欄に1,072個、それぞれ証券保管振替機

構名義の株式および議決権が含まれています。

 
② 【自己株式等】

    2026年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社ＤＴＳ
東京都中央区八丁堀
二丁目23番１号

4,614,800 ― 4,614,800 2.81

計 ― 4,614,800 ― 4,614,800 2.81
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２ 【自己株式の取得等の状況】
 

【株式の種類等】 会社法第155条第３号に該当する普通株式の取得、会社法第155条第７号に該当する

普通株式の取得および会社法第155条第13号に該当する普通株式の取得
 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

 

区分 株式数(株) 価額の総額(百万円)

取締役会(2025年５月１日)での決議状況
(取得期間2025年５月２日～2025年７月31日)

750,000 2,500

当事業年度前における取得自己株式 ― ―

当事業年度における取得自己株式 509,300 2,500

残存決議株式の総数及び価額の総額 240,700 0

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) 32.1 0.0

当期間における取得自己株式 ― ―

提出日現在の未行使割合(％) 32.1 0.0
 

 
(注)　2025年10月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っておりますが、上記取得期間の取締役会

決議による自己株式の取得は、当該株式分割前に実施しているため、株式分割前の株式数を記載しておりま

す。

 

区分 株式数(株) 価額の総額(百万円)

取締役会(2026年５月１日)での決議状況
(取得期間2026年５月２日～2026年９月18日)

5,050,000 5,000

当事業年度前における取得自己株式 ― ―

当事業年度における取得自己株式 ― ―

残存決議株式の総数及び価額の総額 ― ―

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) ― ―

当期間における取得自己株式 1,359,600 1,379

提出日現在の未行使割合(％) 73.1 72.4
 

 
(注)　当期間における取得自己株式には、2026年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの自己株式取得による

株式数は含めていません。

 
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 

区分 株式数(株) 価額の総額(百万円)

当事業年度における取得自己株式 15,947 0

当期間における取得自己株式 2,924 0
 

 
(注)　１．2025年10月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っております。当事業年度における取

得自己株式15,947株は、当該株式分割による調整後の株式数であります。

 
　　　２．当期間における取得自己株式には、2026年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の

買取による株式は含まれていません。
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(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額
(百万円)

株式数(株)
処分価額の総額
(百万円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 △2,037,200 △2,056 ― ―

合併、株式交換、株式交付、
会社分割に係る移転を行った
取得自己株式

― ― ― ―

その他(譲渡制限付株式報酬による
自己株式の処分)

△41,164 △42 ― ―

その他(社員持株会向け譲渡制限付
株式交付による自己株式の処分)

△167,928 △169 ― ―

保有自己株式数 4,614,875 ― 5,837,599 ―
 

(注)　１．2025年10月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っております。当事業年度における消

却の処分を行った取得自己株式2,037,200株、その他(譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分)41,164株、そ

の他(社員持株会向け譲渡制限付株式交付による自己株式の処分)167,928株は、当該株式分割による調整後の株

式数であります。

 
　　　２．当期間における保有自己株式数には、2026年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの取締役会決議

による取得及び単元未満株式の買取による株式は含まれていません。
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３ 【配当政策】

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重要課題の一つと認識しており、中長期的な企業価値の増大が利益還

元の最大の源泉となると考えています。今後も事業拡大に必要な保有資金を考慮し、業績動向や財務状況などを総合

的に勘案したうえで、株主の皆様への中長期的な利益還元を目指して、安定した配当の継続や、自己株式取得など機

動的な資本政策などに取り組んでいます。

なお、中期経営計画の期間中においては、配当性向を50％以上、総還元性向を70％以上とする株主還元を実行して

いきます。

保有資金の使途については、新しい情報技術への開発投資、業務拡大や新規事業開拓のための資本提携、人材育成

投資ならびに経営管理機能の強化のための投資など、中長期的な企業価値の増大を図るための先行投資としての活用

を考えています。

当期の期末配当については、営業利益で過去最高を更新し、当初の業績予想を上回りましたので、配当予想から２

円増配し、１株当たり22円とする予定です。これにより、１株当たりの年間配当金は、既に実施済みの中間配当金15

円と合わせて、１株当たり37円となります。

当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うこととしており、これらの剰余金の配当の決定機関

は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会です。

なお、当社では、取締役会の決議によって、毎年９月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に

定めています。

 

当事業年度に係る剰余金の配当は、以下のとおりです。

 

決議年月日
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

2025年11月５日
取締役会決議

2,390 15

2026年６月23日
定時株主総会決議（予定）

3,505 22
 

　(注) 当社は、2025年10月１日を効力発生日として普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っております。上

記の１株当たり配当額は、当該株式分割を考慮した額を記載しております。なお、当該株式分割を考慮しない

場合の2025年11月５日取締役会決議の配当は60円、2026年６月23日定時株主総会決議予定の配当は88円、年間

配当金は148円となります。
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４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社グループはコーポレート・ガバナンスを経営上の最重要課題のひとつとして認識しています。公正かつ効

率的な株主重視の経営を図るとともに、透明性の高い経営を確立し、継続的な企業価値の向上およびステークホ

ルダーとの信頼関係を構築するため、コーポレート・ガバナンスおよび内部統制システムの整備に積極的に取り

組んでいます。

 
②　企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由

当社は、意思決定の迅速化を図り、取締役会における議論をより充実させるとともに、取締役の職務執行の監

査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガ

バナンスの一層の充実を図るため、監査等委員会設置会社を採用しています。

 
＜取締役会＞

当社の取締役会は、取締役10名のうち、過半数の６名を社外取締役として選任しており、このうち２名は女性

取締役です。取締役会の構成員の氏名は、「４　コーポレート・ガバナンスの状況等　(2) 役員の状況　①　役

員一覧」に記載のとおりで、代表取締役社長が議長を務めています。

社外取締役は、それぞれの専門分野における知識や経験を背景とした経営機能の強化や取締役の業務執行に対

する監督機能の強化などにおいて重要な役割を担うとともに、指名・報酬委員会の委員である社外取締役は、役

員等の報酬の決定や取締役候補者の指名にあたり、指名・報酬委員会の委員として取締役会に対して答申を行う

など、適切に関与いただいています。

社外取締役を含む取締役については、当社の属する業界や事業内容、および会社機能などを熟知し、また経営

に関する知見、経験、能力などを相当程度有している者を選任することとしています。現在の各取締役は主要な

経営課題への対応が期待できるバックグラウンドを有したうえ、迅速果断な意思決定を行っており、また当社の

規模や業態などの観点からバランスの取れた構成であると考えています。

選任に関する方針は、それぞれの知見、的確な意思決定と監督、中長期的な企業価値向上に対する期待度など

の観点から総合的に検討し選任することとしています。

取締役会は、社内規程に基づき、当社の経営に関する基本方針、経営および業務執行に関する重要事項、株主

総会の決議により授権された事項のほか、法令および定款に定められた事項等を決議し、また、法令に定められ

た事項および重要な業務執行の状況等につき報告を受けます。

 

＜監査等委員会＞

監査等委員会は社外取締役３名を含む４名で構成され、このうち１名は女性取締役です。監査等委員会の構成

員の氏名は、「４　コーポレート・ガバナンスの状況等　(2) 役員の状況　①　役員一覧」に記載のとおりで、

社外取締役が委員長を務めています。

社外取締役は、客観的で公正な監査体制の確立などにおいて、それぞれ重要な役割を担っています。社外取締

役を選任することにより、経営者による説明責任の強化および経営の透明性の向上も図られるなど、当社が株

主・投資者の皆様などからの信認を確保していくうえで、適切な体制であると考えています。

監査等委員会は、監査方針、監査計画に基づき、代表取締役との定期的な意見交換、取締役会や各種委員会等

の重要会議への出席、会計監査人および監査室との連携、業務・財産の状況等の調査を通じ、取締役の職務執行

の監査を行います。
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＜指名・報酬委員会＞

指名・報酬委員会は、代表取締役社長、および社外取締役３名の合計４名で構成され、社外取締役が委員長を

務めています。

指名・報酬委員会では、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬の決定や取締役候補者の指名にあた

り、取締役会からの諮問を受けて社外取締役を中心に適切に審議を行い、取締役会に答申することとしていま

す。

取締役会は、当該答申内容を最大限尊重して取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬や取締役候補者の

指名に係る決定を行っています。

 

＜執行役員制度および経営会議＞

執行役員は15名(うち２名が取締役兼任)です。この体制は、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務

執行機能を区分し、迅速かつ適確に業務執行が行える経営体制の確立を主眼としています。また、代表取締役社

長が業務執行を行うための方針および計画、その他重要事項を協議する機関として、代表取締役社長を議長と

し、取締役および執行役員を中心に構成される「経営会議」を設置しています。

 

＜リスクマネジメント委員会＞

さまざまなリスクを適切に管理するため、代表取締役社長を委員長とし、取締役および執行役員を中心に構成

される「リスクマネジメント委員会」を設置しており、定期的にリスク評価および問題点の把握を行い、対応計

画を策定し推進するとともに、リスクの発生の有無についての監視を行っています。

 

＜サステナビリティ委員会＞

サステナビリティ委員会は、取締役会による監督のもと、代表取締役社長を委員長とし、取締役および執行役

員を中心に構成されています。サステナビリティ委員会では、環境や人材といった社会課題への取り組みについ

て、方針や目標、活動計画の策定、目標に対する推進管理や評価、個別施策の審議を行い、定期的に取締役会に

報告や提言を行っています。
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③　企業統治に関するその他の事項

・　内部統制システムの整備の状況

当社は、内部統制システムの構築にあたり、法令および定款を遵守し、業務の適正を確保するとともに財務報

告の信頼性を確保するため、以下の考え方のもと内部統制システム構築に関する体制を整備し、適切に運用する

とともに、環境の変化に応じその継続的改善に努めています。

イ．取締役会は、内部統制システムの整備方針・計画について決定するとともに、定期的に状況報告を受け

る。

ロ．社外取締役を継続して選任することにより、取締役の職務執行に対する監督機能の維持および一層の向上

を図る。

ハ．代表取締役社長は、業務執行の最高責任者として内部統制システムの構築、運用および改善を行う。

ニ．内部統制推進部門を設置し、内部統制システムの構築、運用および改善を行う。

ホ．事業活動から独立した立場で内部監査を行う部門として監査室を設置し、監査室は、内部統制システム構

築に関する体制整備の実行状況を監視するとともに、改善が必要な場合には指摘を行う。

ヘ．金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の信頼性確保への適切な取り組みを行う。
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・内部統制システムに関する個別体制

当社の内部統制システムに関する個別体制の概要は以下のとおりです。

イ．当社の取締役および社員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

(イ)コンプライアンスについての企画および運営管理を実施する部門を設置し、コンプライアンスに関する

体制を整備する。

(ロ)「ＤＴＳコンプライアンス・ガイド」を定め、役員および社員がそれぞれの立場でコンプライアンスを

自らの問題としてとらえ業務運営に当たるよう、研修等を通じて指導する。

(ハ)「ＤＴＳグループ行動規範」に基づき、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との結びつ

きを、断固として排除する。

(ニ)法令上疑義のある行為等について当社の社員等が相談および通報を行う手段として「ヘルプライン」を

設ける。

(ホ)監査室は、年間の監査計画を作成するとともに、事業活動から独立した立場で内部監査を行う。

(ヘ)財務報告の信頼性を確保するために必要な規程および体制を整備する。

 

ロ．当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

(イ)取締役の職務の執行にかかる文書(電磁的記録を含む。以下同じ。)その他の重要な情報の取り扱いは

「情報資産管理規程」に定め、同規程に従い検索性の高い状態で保存し、必要な関係者が閲覧できる体

制を整備する。

(ロ)役員および社員の職務執行に必要な情報の保存、管理および有効活用のため、社内情報システムを整備

する。

(ハ)情報の管理に関しては、情報セキュリティについての企画および運営管理を実施する部門を設置し、情

報セキュリティに関する体制を整備する。なお、個人情報保護に関しては基本方針およびガイドライン

を定め対応する。

 

ハ．当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(イ)取締役会は「リスク管理規程」「危機管理規程」を定め、同規程に基づき代表取締役社長その他業務執

行を担当する取締役に業務の執行を行わせる。

(ロ)経営会議で協議のうえ、代表取締役社長が指名するサステナビリティに関する取り組みを統括する責任

者を委員長とする「サステナビリティ委員会」を設置し、サステナビリティ課題に関するリスク、機会

を特定し、取り組みの計画および評価を行う。

(ハ)経営会議で協議のうえ、代表取締役社長が指名するリスク管理を統括する責任者を委員長とする「リス

クマネジメント委員会」を設置し、全社的なリスクマネジメント体制およびオペレーショナルリスクの

管理を行う。また、リスクの発生の有無について継続的に監視を行う。

(ニ)大規模災害等の発生に対しては、緊急時の対応を定めるとともに、事業の継続を確保するための規程お

よび体制を整備する。

(ホ)経営会議で協議のうえ、代表取締役社長が指名するプロジェクト開発を統括する責任者を議長とする

「プロジェクト推進会議」を設置し、所定の基準に該当するプロジェクトについては、受注可否の審議

やサービス開始判定等を行うことにより効率化を阻害する要因を排除・低減し目標達成の確度を高め

る。

(へ)代表取締役社長を委員長とする「情報セキュリティ委員会」を設置し、サイバーセキュリティを主とし

た対策方針の審議や対応状況の報告、個人情報保護や災害対策等を含む情報セキュリティ全般に関する

審議や報告を行う。
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ニ．当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(イ)取締役会は「職務権限規程」を定め、同規程に基づき代表取締役社長その他業務執行を担当する取締役

に業務の執行を行わせる。

(ロ)全社的な事業推進においては、実施すべき具体的な施策および効率的な業務を、社内規則に基づく職務

権限や意思決定ルールにより行う。

(ハ)役員および社員が共有する全社的な目標を定め、浸透を図るとともに、この目標に基づく３事業年度を

期間とする中期経営計画を策定する。この中期経営計画に基づき、短期計画として事業年度ごとに各事

業部門の事業目標と予算を設定する。

(ニ)業務執行の方針および計画、その他重要事項を協議する機関として「経営会議」を設置する。また業績

目標に対する実績管理を行うため、「経営会議」において月次業績を報告する。

 

ホ．当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(イ)企業集団における業務の適正を確保するため子会社所管部門を設置し、子会社が適切な内部統制システ

ムの整備を行うよう指導および助言を行う。

(ロ)子会社の非常勤役員として配置された者は、当社の子会社所管部門と連携のうえ、子会社における法令

の遵守および業務の適正を確保するため、指導および助言を行う。

(ハ)グループ横断的な会議を開催することにより、グループ間の情報共有化を図り、業務の適正を確保す

る。

 

ヘ．子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

(イ)子会社に対し「関係会社管理規程」を設け、特定の事項について取締役会決議前に当社に承認を求め、

または提出もしくは報告することを義務付けるとともに、所定の基準に該当するものについては当社取

締役会付議事項とする。

 

ト．子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(イ)当社のリスクマネジメント委員会は、子会社の問題点とこれに対する対応計画を把握し、当計画の進捗

状況について定期的に報告を受ける。また同委員会は子会社でのリスク発生について継続的に監視を行

う。

(ロ)所定の基準に該当する子会社のプロジェクトについては、当社のプロジェクト推進会議において、受注

可否の審議やサービス開始判定等を行い、効率化を阻害する要因を排除・低減し目標達成の確度を高め

る。

 

チ．子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(イ)子会社の事業推進においては、各社の社内規則に基づく職務権限や意思決定ルールにより行う。ただし

特定の事項については、当社の「関係会社管理規程」の定めに従うものとする。

(ロ)当社は、当社および子会社で共有する目標を定め浸透を図る。子会社はこの目標に基づく３事業年度を

期間とする中期経営計画を策定し、この中期経営計画に基づき、短期事業計画と予算を設定し、当社へ

定期的に報告する。

 

リ．子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

(イ)当社は「ＤＴＳコンプライアンス・ガイド」を子会社に展開し指導および助言を行う。

(ロ)法令上疑義のある行為等について子会社の社員等が相談および通報を行う手段として「グループ・ヘル

プライン」を設ける。

 

ヌ．当社の監査等委員会の職務を補助すべき社員に関する事項

(イ)監査等委員会は、その職務を補助する社員に対し、監査の実施に必要な事項を指揮命令することができ

る。
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ル．前号の社員の監査等委員でない取締役からの独立性に関する事項

(イ)監査等委員会の職務を補助すべき社員の人事異動、人事考課等については監査等委員会の意見を尊重す

る。

 

ヲ．監査等委員会を補助する社員に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項

(イ)監査等委員会より、監査の実施に当たり指揮命令を受けた社員は、その業務の遂行中は監査等委員でな

い取締役等の指揮命令を受けない。

 

ワ．監査等委員でない取締役および社員が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報

告に関する体制

(イ)監査等委員会が選定する監査等委員(以下「選定監査等委員」という。)は、重要な意思決定の過程およ

び業務の執行状況を把握するため、取締役会の他、経営会議、リスクマネジメント委員会等の重要な会

議に出席することができる。

(ロ)選定監査等委員は、重要な稟議書その他文書を閲覧し、必要に応じ監査等委員でない取締役および社員

の説明を求めることができる。

(ハ)監査等委員でない取締役は、以下に定める事項について、発見次第速やかに監査等委員会に報告する。

ａ．会社に著しい損害もしくは著しい信用の低下を及ぼす事項、または、そのおそれのある事項

ｂ．重大な法令・定款・社内規程違反、または、そのおそれのある事項

ｃ．コンプライアンス上重要な事項

ｄ．その他上記ａからｃに準じる事項

(ニ)社員は前項ａからｄに関する重大な事実を発見した際は、監査等委員会に直接報告することができる。

 

カ．子会社の取締役および社員等またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするた

めの体制

(イ)当社の選定監査等委員は、子会社に対する事業計画ヒアリング等に出席することができる。

(ロ)当社の選定監査等委員は、子会社の文書を閲覧し、必要に応じ子会社の取締役等に説明を求めることが

できる。

(ハ)以下に定める事項を発見した子会社の取締役および社員等またはこれらの者から報告を受けた者は、当

社監査等委員会に直接報告することができる。

ａ．会社に著しい損害もしくは著しい信用の低下を及ぼす事項、または、そのおそれのある事項

ｂ．重大な法令・定款・社内規程違反、または、そのおそれのある事項

ｃ．コンプライアンス上重要な事項

ｄ．その他上記ａからｃに準じる事項

 

ヨ．監査等委員会に報告をした者が、当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保する

ための体制

(イ)通報者の保護および守秘義務を明示した、「内部通報制度運用規程」を定める。なお社員等が閲覧でき

る環境を整備する。

 

タ．監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る)について生ずる費用の前払いま

たは償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

(イ)監査等委員会が定める監査計画において見込まれる費用については予め予算化し、突発的に発生した事

象に対応するために必要な費用については、前払いまたは償還できることとする。

 

レ．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(イ)監査等委員会は、代表取締役、会計監査人のそれぞれと随時意見交換会を開催することができる。

(ロ)監査等委員会は、適切な職務執行のため、子会社取締役・子会社監査役との意思疎通、情報交換を行う

ことができる。

(ハ)監査等委員会は、必要に応じ自らの判断で、弁護士および公認会計士等の外部専門家より、監査業務に

関する助言を受けることができる。
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・業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当事業年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりです。

 
イ．法令および定款に適合するための体制

当社およびグループ各社は、役員、社員、パートナー企業社員を対象としたコンプライアンス教育・研修

を実施し、コンプライアンスに対する意識向上に向けた取り組みを行うとともに、グループ共通の内部通報

窓口を設置し、適切に運用しています。

役員および社員の職務執行に必要な情報の管理に関しては情報セキュリティ、個人情報保護に関する体制

を整備し「情報資産管理規程」に基づき適切に運用を行っています。

 

ロ．リスク管理体制

当社は、企業価値を維持・増大していくことを目的として、事業に関連する内外の様々なリスクを適切に

管理し全社のリスク管理方針を策定するため「リスクマネジメント委員会」を設置し、全社的なリスクマネ

ジメントの体制や全社で対応するリスク管理についての審議、各部門、各部署からのリスクマネジメント報

告の承認などを行っています。また、グループのリスクマネジメントの対応状況の報告を受け、必要に応じ

グループ会社に対策を指導しています。

リスクマネジメント委員会の下にリスク統括部署、リスク所管部署を設け、リスクの性質により分割した

区分ごとに、リスクに対する内部統制の体制・運用のモニタリングや、必要な支援・助言・監督などを行っ

ています。

 

ハ．取締役の職務執行

当社は、2025年度において取締役会を15回開催し、法令等に定められた事項や経営に関する重要事項を決

定したほか、法令・定款への適合性や業務の適正性の観点から業務執行状況の監督を行いました。グループ

会社に関する事項については「関係会社管理規程」を定め、適切に対応しています。また、当社では役付執

行役員制度を導入しており、取締役会による意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を区分し、迅速

かつ適確に業務執行が行える経営体制を確保しています。さらに取締役会の定める経営方針に基づいて代表

取締役社長が業務を執行するにあたり、「経営会議」を27回開催し、業務執行の方針および計画、その他重

要事項を協議しています。

 

ニ．監査等委員会の職務執行

社外取締役を含む監査等委員は、監査等委員会において定めた監査計画に基づき監査を実施するととも

に、取締役会等の重要な会議および各種委員会等に出席し取締役の意思決定の過程および業務執行の把握に

努めています。2025年度において監査等委員会は11回開催しています。

また、代表取締役社長と２回の会合を実施し、監査上の重要課題等につき意見交換を行いました。加え

て、グループ会社の監査役等とも定期的に意見交換を行い、連携してグループ各社の監査を実施していま

す。

 
④　責任限定契約の内容の概要

当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第

423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、100万円

または同法第425条第１項に定める額のいずれか高い額を責任の限度としています。

 
⑤　役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、当社および当社子会社におけるすべての取締役、監査役および執行役員を被保険者とした、会社法第

430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、これにより、取締役等が

業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害賠償金および訴訟費用等を補塡することとしています。

当該保険の契約期間は１年間であり、当該期間の満了前に取締役会において決議のうえ、これを更新する予定で

す。なお、当該保険の保険料は、全額当社が負担しています。また、職務執行の適切性が損なわれないようにす

るための措置として、保険契約上で定められた一定の免責事由に該当するものについては補塡の対象としないこ

ととしています。
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⑥　取締役の定数

当社は、監査等委員でない取締役の定数を17名以内、監査等委員である取締役の定数を５名以内とする旨を定

款に定めています。

 

⑦　取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株

主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、その決議は、累積投票によらないものとする旨を定款

に定めています。

 
⑧　剰余金の配当の決定機関

当社は、株主の皆様への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年９月30日を基準日とし

て中間配当を行うことができる旨を定款に定めています。

 
⑨　自己株式の取得の決定機関

当社は、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第２項の規定により、取締

役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めています。

 
⑩　株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主

の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めていま

す。これは、株主総会の特別決議を機動的に行うことを目的とするものです。

 
⑪　種類株式に関する事項

該当事項はありません。

 
⑫　利益相反取引に関する事項

該当事項はありません。

 
⑬　取締役会の活動状況

当社は、2025年度において取締役会を15回開催し、法令等に定められた事項や経営に関する重要事項を決定し

たほか、法令・定款への適合性や業務の適正性の観点から業務執行状況の監督を行いました。

また、当社では、取締役会議案として「決議事項」、「報告事項」のほかに、中長期的な課題の議論を目的と

した「論議事項」を設けており、人事戦略や事業投資に関する事案について議論を行いました。
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⑭　指名・報酬委員会の活動状況

当社は、2025年度において指名・報酬委員会を８回開催し、役員の指名、報酬に関して、取締役会に対して答

申を行いました。指名・報酬委員会の主な活動内容は以下のとおりです。

 

開催月 主な活動内容

2025年５月
2025年3月期　役員報酬の業績評価に関する審議
取締役の報酬額改定に関する審議

2026年２月 取締役の個人別の報酬等の決定方針に関する諮問

2026年３月
2026年度（2026年６月定時株主総会以降）の取締役に関する審議
2026年度（2026年６月定時株主総会以降）指名・報酬委員会の体制に関する審議

 

なお、その他に、指名・報酬委員会の運営やコーポレート・ガバナンスの課題について検討しています。

 
2026年３月期　取締役会の構成および出席状況、在任年数、指名・報酬委員会の構成

◎委員長、○委員

役職名 氏名
取締役会
出席状況
(出席率)

指名・報酬委員会
出席状況
(出席率)

在任
年数

代表取締役社長   北村　友朗
15回／15回
（100％）

○
８回／８回
（100％）

5年

取締役専務執行役員   浅見　伊佐夫
15回／15回
（100％）

－ － 6年

取締役常務執行役員   谷中　一勝
　 12回／12回 *1
（100％）

－ － －

取締役 独立 社外 山田　伸一
15回／15回
（100％）

○
８回／８回
（100％）

5年

取締役 独立 社外 増田　由美子
14回／15回
（93％）

◎
８回／８回
（100％）

3年

取締役 独立 社外 木﨑　重雄
　 12回／12回 *2
（100％）

○
　 ７回／７回 *2
（100％）

－

取締役　常勤監査等委員   中村　裕
　 12回／12回 *3
（100％）

－ － －

取締役　監査等委員 独立 社外 石井　妙子
15回／15回
（100％）

－ － 3年

取締役　監査等委員 独立 社外 飯室　進康
15回／15回
（100％）

－ － 2年

取締役　監査等委員 独立 社外 大野　宏
15回／15回
（100％）

－ － 1年
 

*1　谷中一勝氏は2025年６月24日付けで取締役に就任したため、就任後の開催（取締役会12回）に対しての

出席回数および出席率を記載しています。

*2　木﨑重雄氏は2025年６月24日付けで取締役および指名・報酬委員に就任したため、就任後の開催（取締

役会12回、指名・報酬委員会７回）に対しての出席回数および出席率を記載しています。

*3　中村裕氏は2025年６月24日付けで取締役に就任したため、就任後の開催（取締役会12回）に対しての出

席回数および出席率を記載しています。
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(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

　2026年６月17日現在の当社の役員の状況は以下のとおりです。2026年６月23日開催予定の定時株主総会の議案

（決議事項）として、「監査等委員でない取締役６名選任の件」および「監査等委員である取締役２名選任の件」

を上程しており、当該議案が承認可決されますと当社の役員の状況およびその任期は以下のとおりとなる予定で

す。

　なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職

等）を含めて記載しています。

 

男性　8名　女性　2名　(役員のうち女性の比率20.0％)

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(千株)

代表取締役

社長
北村　友朗 1964年９月24日生

2003年７月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

ビジネス開発事業本部部長

2009年７月 同社 ビジネスソリューション事業本

部データセンタビジネスユニット長

2012年７月 同社 基盤システム事業本部データセ

ンタビジネスユニット長

2015年６月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ東

海 代表取締役社長

2018年６月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

執行役員ビジネスソリューション事業

本部長

2018年６月 株式会社ＮＴＴデータ・ビジネス・シ

ステムズ 取締役

2020年６月 当社 取締役副社長執行役員

2021年４月 当社 デジタルソリューション事業本

部長

2021年４月 当社 代表取締役社長(現任)

(注)１ 42

取締役

専務執行役員
浅見　伊佐夫 1964年10月20日生

1987年４月 当社 入社

2010年４月 当社 企画部長

2012年４月 当社 執行役員

2013年４月 当社 ｉＣＴ事業本部エンベデッドシ

ステム事業部長

2017年４月 株式会社ＤＴＳインサイト 代表取締

役社長

2019年６月 当社 取締役執行役員

2020年４月 当社 取締役上席執行役員

2022年４月 当社 取締役常務執行役員

2024年３月 当社 経理部長

2025年４月 当社 取締役専務執行役員(現任)

2025年４月 当社 事業統括責任者(現任)

(注)１ 85

取締役

常務執行役員
谷中　一勝 1970年1月21日生

2015年７月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データビ

ジネスソリューション事業本部 企画

部長

2018年４月 同社 ビジネスソリューション事業本

部 AI＆IoT事業部長

2022年７月 同社 テクノロジーコンサルティング

事業本部長

2024年７月 当社 入社

2024年７月 当社 上席執行役員

2024年11月 当社 新規事業グループ長 兼 共通グ

ループ長

2024年12月 Partners Information Technology,

Inc. Chairman of the Board of

Directors(現任)

2025年４月 当社 常務執行役員

2025年４月 当社 コーポレート統括責任者(現任)

2025年６月 当社 取締役常務執行役員(現任)

2026年４月 当社 広報部長(現任)

(注)１ 9
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(千株)

取締役 山田　伸一 1952年2月25日生

2003年６月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

取締役ビジネス開発本部副事業本部長

2004年５月 同社 取締役ビジネス開発事業本部長

2005年６月 同社 執行役員基盤システム事業本部

長

2007年６月 エヌ・ティ・ティ・データ先端技術株

式会社 代表取締役社長(2011年６月退

任)

2007年６月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

常務執行役員基盤システム事業本部長

兼技術開発本部長

2009年６月 同社 代表取締役常務執行役員基盤シ

ステム事業本部長兼技術開発本部長

2009年７月 同社 代表取締役常務執行役員S&Tカン

パニー長兼SIコンピテンシー本部長兼

技術開発本部長(2011年６月退任)

2011年６月 ＮＴＴソフトウェア株式会社 代表取

締役社長(2017年３月退任)

2017年４月 ＮＴＴテクノクロス株式会社 取締役

(2017年６月退任)

2017年６月 同社 特別顧問(2018年６月退任)

2020年６月 当社 取締役(現任)

(注)１ ―

取締役 増田　由美子 1955年10月20日生

1990年５月 株式会社ベルシステム２４ バンキン

ググループマネージャー(1996年６月

退社)

1996年９月 日本アイ・ビー・エム株式会社 ソ

リューション営業

2003年１月 同社 ＧＳコンサルティング部門金融

戦略コンサルティング・クラスター

パートナー(2006年６月退社)

2006年７月 ＳＡＰジャパン株式会社 フィールド

サービス統括本部ストラテジックイン

ダストリー営業本部ダイレクター

(2009年５月退社)

2009年６月 株式会社消費者の声研究所 代表取締

役(現任)

2018年６月 株式会社ピーシーデポコーポレーショ

ン 社外取締役(2024年６月退任)

2022年６月 当社 取締役(現任)

2024年６月 株式会社ＮＩＴＴＡＮ 社外取締役(現

任)

2025年３月 Ｋ＆Ｏエナジーグループ株式会社 社

外取締役(現任)

(注)１ ―

取締役 木﨑　重雄 1963年６月28日生

2003年１月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン

株式会社 ヴァイス・プレジデント

（2010年３月退職）

2010年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社 パー

トナー

2012年１月 同社 理事(2013年３月退任)

2013年４月 ブレイン・アンド・キャピタル・ホー

ルディングス株式会社 代表取締役社

長

2014年１月 同社 取締役副会長(2017年３月退任)

2015年４月 オリオン電機株式会社 代表取締役社

長

2016年11月 同社 取締役会長(2017年３月退任)

2017年11月 フューチャー株式会社執行役員(2019

年２月退任)

2019年３月 キザキ・エンタープライズ株式会社

代表取締役(現任)

2019年３月 ビリングシステム株式会社 社外取締

役(現任)

2025年６月 当社 取締役(現任)

(注)１ ―
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(千株)

取締役

(常勤監査等委員)
中村　裕 1961年９月28日生

2010年４月 株式会社みずほ銀行 九条支店長

2013年９月 当社 入社

2015年４月 当社 執行役員

2015年４月 当社 第一金融事業本部 第一金融企画

部長 兼 第二金融事業本部 第二金融

企画営業部長

2016年４月 当社 営業本部長

2019年４月 当社 経営企画部長

2020年６月 株式会社ＤＴＳインサイト 取締役

2023年４月 当社 事業開発部長

2024年４月 株式会社アヴァンザ 代表取締役会長

2025年６月 当社 取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)２ 22

取締役

(監査等委員)
石井　妙子 1956年５月７日生

1986年４月 弁護士登録(第一東京弁護士会所属)

1992年３月 太田・石井法律事務所 副所長(現任)

1998年４月 東京地方裁判所 民事調停委員(現任)

2003年４月 総務省人事・恩給局公務員関係判例研

究会(現：内閣官房内閣人事局公務員

関係判例研究会)会員(現任)

2004年４月 株式会社ふるさとサービス 社外監査

役(現任)

2007年11月 国土交通省中央建設工事紛争審査会

特別委員(現任)

2018年６月 当社 監査役

2018年６月 日本電気株式会社 社外監査役(2022年

６月退任)

2018年６月 住友金属鉱山株式会社 社外取締役(現

任)

2021年６月 大日本印刷株式会社 社外監査役(現

任)

2022年６月 当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)３ ―

取締役

(監査等委員)
飯室　進康 1962年４月21日生

1991年９月 青山監査法人 入所

1995年８月 公認会計士登録

2000年４月 中央青山監査法人 監査部門(2006年８

月退所)

2006年９月 あらた監査法人(2012年７月退所)

2012年７月 金融庁 公認会計士監査審査会主任検

査官(2014年６月退庁)

2014年７月 あらた監査法人 監査部門ディレク

ター

2017年７月 ＰｗＣあらた有限責任監査法人 監査

部門パートナー(2022年６月退所)

2022年７月 飯室公認会計士事務所 所長(現任)

2023年６月 当社 取締役(監査等委員)(現任)

2023年11月 学校法人明治薬科大学 監事(現任)

(注)２ ―
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)
大野　宏 1961年４月26日生

2007年５月 中央三井信託銀行株式会社 大分支店

長

2008年10月 同社 本店金融法人部長

2010年６月 同社 渋谷支店長

2012年１月 同社 本店営業第五部長

2012年４月 三井住友信託銀行株式会社 執行役員

本店営業第五部長

2014年４月 同社 上席理事(2014年６月退任）

2014年７月 株式会社安藤・間 建築事業本部 顧問

2014年10月 同社 執行役員

2023年４月 同社 顧問 営業本部担当(2024年３月

退社）

2024年４月 株式会社デベロッパー三信 顧問(2024

年６月退任)

2024年６月 当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)３ ―

計 157
 

(注) １　2026年６月23日開催の第54回定時株主総会の終結の時から１年間です。

２　2025年６月24日開催の第53回定時株主総会の終結の時から２年間です。

３　2026年６月23日開催の第54回定時株主総会の終結の時から２年間です。

４　山田伸一、増田由美子、木﨑重雄、石井妙子、飯室進康および大野宏の各氏は、社外取締役です。

５　当社では、意思決定の迅速化と経営責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しており、上記取締役兼務

執行役員に次の13名を加えた15名で構成されています。
常務執行役員 近藤　誠 業務＆ソリューションセグメント長 兼 公共社会基盤事業本部長

逓天斯（上海）軟件技術有限公司董事長
DTS SOFTWARE VIETNAM CO.,LTD. 会長

上席執行役員 則包　浩行 テクノロジー＆ソリューションセグメント長 兼 デジタルソリュー
ション事業本部長

上席執行役員 谷　博 プラットフォーム＆サービスセグメント長 兼 ITプラットフォーム
サービス事業本部
デジタルテクノロジー株式会社 取締役

上席執行役員 阿部　展久 CISO 兼 事業開発部長
Nelito Systems Private Limited Director（Board of Directors)
・Member（Audit Committee）
スパイスファクトリー株式会社 取締役

執行役員 馬淵　廣之 DTS America Corporation Director, President & Chief
Executive Officer
Partners Information Technology, Inc. Executive
Vice President and Director

執行役員 田村　正徳 金融事業本部長
Nelito Systems Private Limited Director（Board of Directors)

執行役員 高田　政和 日本ＳＥ株式会社 代表取締役社長 
安心計画株式会社 代表取締役社長

執行役員 水無瀬　尚樹 業務＆ソリューションセグメント副セグメント長
Nelito Systems Private Limited Chairman and Director (Board of
Directors)・Chairman（Audit Committee)

執行役員 中島　宏 AI-CoE部長
執行役員 熊谷　文乃 人事部長

株式会社MIRUCA 代表取締役社長
執行役員 木村　真幸 法人ソリューション事業本部長
執行役員 樫村　滋善 財務企画グループ長 兼 サステナビリティ推進部長
執行役員 小野田　浩子 経営企画部長

Nelito Systems Private Limited Director（Board of Directors)
・Member（Audit Committee）
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②　社外役員の状況

当社の監査等委員でない社外取締役は３名、監査等委員である社外取締役は３名です。

 

山田伸一氏は、IT業界における業界動向や企業経営に関する豊富な経験と高い見識を当社の経営判断にいかし

ていただくとともに、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い視点からの助言が期待されるため、社外取

締役に選任しています。同氏は、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、かつ、当社と同氏との

人的関係、資本関係、取引関係などを総合的に勘案し、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断し

たことから、同氏の独立性が確保されていると判断しています。同氏は、過去に当社の取引先である株式会社エ

ヌ・ティ・ティ・データ（現：株式会社ＮＴＴデータ）の業務執行者を務めていましたが、退任してから既に15

年が経過しており、退任後は同社の業務執行に携わっていないことから独立性に影響がないと判断しています。

同社と当社グループとの間には、年間109億円未満・対売上高比率（売上のみならず仕入れ等も含めた取引額の総

売上高に対する割合。以下同じ。）８％未満（2026年３月期実績（連結））の取引があります。また、同氏は、

過去に当社の取引先であるＮＴＴテクノクロス株式会社（ＮＴＴソフトウェア株式会社とＮＴＴアイティ株式会

社が合併し、ＮＴＴテクノクロス株式会社発足）の業務執行者を務めていましたが、退任してから既に９年が経

過しており、退任後は同社の業務執行に携わっていないことから独立性に影響がないと判断しています。同社と

当社グループとの間には、年間１億円未満・対売上高比率0.1％未満（2026年３月期実績（連結））の取引があり

ます。

増田由美子氏は、複数の大手外資系IT企業におけるマネジメントの経験があり、消費者・顧客志向経営、顧客

対応の専門知識およびダイバーシティ＆インクルージョンの豊富な経験と高い見識を当社の経営判断にいかして

いただくとともに、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い視点からの助言が期待されるため、社外取締

役に選任しています。同氏は、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、かつ、当社と同氏との人

的関係、資本関係、取引関係などを総合的に勘案し、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断した

ことから、同氏の独立性が確保されていると判断しています。同氏は、株式会社消費者の声研究所の業務執行者

を務めていますが、同社と当社グループとの間には、取引関係はありません。

木﨑重雄氏は、コンサルティング事業および企業経営に関する豊富な経験と高い見識を当社の経営判断にいか

していただくとともに、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い視点からの助言が期待されるため、社外

取締役に選任しています。同氏は、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、かつ、当社と同氏と

の人的関係、資本関係、取引関係などを総合的に勘案し、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断

したことから、同氏の独立性が確保されていると判断しています。過去に当社の取引先であったキザキ・エン

タープライズ株式会社の代表取締役を務めております。当社は、2023年５月から９月の間、同社との間で経営支

援アドバイザリー契約を締結し、同社から経営アドバイザリー業務の提供を受けており、報酬額は440万円（2024

年３月期実績）でした。なお、2023年10月以降、同社と当社グループとの間に取引関係はないことから、独立性

に影響がないと判断しております。

石井妙子氏は、弁護士の資格を有しており、法務および労務に関する豊富な経験と専門知識を当社の監査体制

にいかしていただくとともに、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い視点からの助言が期待されるた

め、監査等委員である社外取締役に選任しています。同氏は、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たして

おり、かつ、当社と同氏との人的関係、資本関係、取引関係などを総合的に勘案し、一般株主と利益相反が生ず

るおそれがないものと判断したことから、同氏の独立性が確保されていると判断しています。同氏は、太田・石

井法律事務所の業務執行者を務めていますが、同事務所と当社グループとの間には、取引関係はありません。

飯室進康氏は、公認会計士の資格を有しており、その財務および会計に関する豊富な経験と専門知識を当社の

監査体制にいかしていただくとともに、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い視点からの助言が期待さ

れるため、監査等委員である社外取締役に選任しています。同氏は、東京証券取引所が定める独立性の要件を満

たしており、かつ、当社と同氏との人的関係、資本関係、取引関係などを総合的に勘案し、一般株主と利益相反

が生ずるおそれがないものと判断したことから、同氏の独立性が確保されていると判断しています。同氏は、飯

室公認会計士事務所の業務執行者を務めていますが、同事務所と当社グループとの間には、取引関係はありませ

ん。

大野宏氏は、信託銀行および建築業の企業の経営陣としての豊富な経験と高い見識を当社の監査体制にいかし

ていただくとともに、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い視点からの助言が期待されるため、監査等

委員である社外取締役に選任しています。同氏は、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、か

つ、当社と同氏との人的関係、資本関係、取引関係などを総合的に勘案し、一般株主と利益相反が生ずるおそれ

がないものと判断したことから、同氏の独立性が確保されていると判断しています。
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③　監査等委員でない社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会

監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員でない社外取締役は、監査等委員会ならびに監査室より監査計画、監査結果についての報告を受け

るとともに、必要に応じて発言を行うこと等により、監査等委員会および監査室と相互に連携をし、事業運営を

監督しています。

監査等委員である社外取締役は、「(3) (監査の状況) ①　監査等委員会監査の状況」に記載のとおり、相互連

携を図っています。
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(3) 【監査の状況】

①　監査等委員会監査の状況

当社は、社外監査等委員３名を含む監査等委員４名で監査等委員会を構成しています。社外監査等委員の３名

は、それぞれ財務および会計、法務、企業経営の専門家・経験者であり、それぞれの分野に関する相当程度の知

見を有しています。

監査等委員は取締役会その他の重要な会議に出席するほか、監査等委員会監査方針および監査実施計画におけ

る業務の分担等を踏まえて、内部監査およびコンプライアンスの状況把握や業務執行状況の確認等を行っていま

す。個別の業務執行の状況に関しては、必要に応じて担当取締役および部門責任者から報告を求め内容等の調

査・確認を行っており、こうした活動を通じて、取締役の職務執行について適切に監査を行っています。会計監

査人とはその職務の執行状況と監査の内容等について報告・説明を受け、必要に応じて意見・情報交換を行いま

した。

当該事業年度において、当社は監査等委員会を11回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は以下のとお

りです。

(監査等委員会出席者および出席状況)

役職名 氏名 出席状況(出席率)

常勤監査等委員 坂本　孝雄 ３回／３回(100％)

常勤監査等委員 中村　裕 ８回／８回(100％)

監査等委員 石井　妙子 11回／11回(100％)

監査等委員 飯室　進康 11回／11回(100％)

監査等委員 大野　宏 11回／11回(100％)
 

（注）坂本孝雄氏は2025年６月24日開催の第53回定時株主総会終結の時をもって監査等委員を退任しているた

め、退任までの開催（監査等委員会３回）に対しての出席回数および出席率を記載しています。中村裕

氏は2025年６月24日開催の第53回定時株主総会終結の時をもって監査等委員に就任したため、就任後の

開催（監査等委員会８回）に対しての出席回数および出席率を記載しています。

 
監査等委員会においては、監査報告の作成、常勤監査等委員の選定および解職、監査の方針・業務および財産

の状況の調査の方法その他監査等委員の職務の執行に関する事項の決定を主な検討事項としています。また、会

計監査人の選解任または不再任に関する事項や会計監査人の報酬に対する同意等、監査等委員会の決議による事

項について検討を行っています。なお、経営企画部・経理部や会計監査人からは当社グループ会社の連結決算お

よび会計監査の状況について、各四半期を含め年間を通じて詳細な説明を受けています。

常勤監査等委員は、取締役会や経営会議、リスクマネジメント委員会、サステナビリティ委員会等重要な会議

に出席するとともに重要な決裁書類や諸会議議事録等の閲覧のほか、当社および当社グループ会社の業務執行状

況の確認・実地調査等を行っています。また、定期的に代表取締役や取締役と経営課題全般について意見交換・

議論を行うことで、取締役の職務の執行状況を把握するとともに意見を表明しています。特定の経営課題・テー

マについては必要に応じて取締役および使用人等からその職務の執行状況について説明を受け、意見を表明して

います。グループ会社については、文書の閲覧を行い、必要に応じてグループ会社の取締役等に説明を求めると

ともに、定期的にグループ会社の監査役と情報交換しています。内部監査については、監査室と緊密に連携し、

内部監査方針や計画、内部監査結果等についての情報・意見交換と被監査部門責任者ヒアリングへの陪席等によ

り認識の共有を図っています。また、内部統制システムの構築・運用状況やコンプライアンス・リスク管理事項

に関しても、取締役および使用人等から報告・説明を受け、必要に応じて意見を表明しています。
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②　内部監査の状況

内部監査については、代表取締役社長直轄の「監査室」が、内部統制の適切性や有効性などに関し、年間監査

計画に基づき定期的に当社および当社グループ会社を対象として監査を行うとともに、必要に応じて臨時に監査

を行う体制をとっています。監査室は、監査結果を代表取締役社長に報告するとともに年１回取締役会に当年度

の監査計画を報告しています。また、必要に応じて監査等委員会および会計監査人との間で情報交換等を行い、

監査等委員会監査・会計監査人による監査の円滑な実施および実効性・効率性の向上を図っています。なお、内

部監査に係る構成は次のとおりです。

・内部監査に係る構成　　　監査室８名

 

③　会計監査の状況

イ．監査法人の名称

EY新日本有限責任監査法人

 

ロ．継続監査期間

2021年３月期以降

 

ハ．業務を執行した公認会計士

三辻　雅樹

中田　里織

 

ニ．監査業務に係る補助者の構成

公認会計士５名、会計士試験合格者等16名、その他18名

 

ホ．監査法人の選定方針と理由

会計監査人の選定については、監査等委員会は、会計監査人の適格性・監査体制・監査水準等を勘案したう

え、再任・不再任の決定を行っています。

なお、解任・不再任については、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該

当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任します。この

場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任

した旨と解任の理由を報告します。

また上記の場合の他、監査等委員会は、会計監査人の独立性、職務執行状況等を勘案し、その必要があると

判断した場合は、その決議により、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は

当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。

 

ヘ．監査等委員会による監査法人の評価

当社監査等委員会は、会計監査人の評価にあたり、監査品質に関する報告書、監査および期中レビュー計画

ならびに会社計算規則第131条に基づく報告の内容を確認するとともに、会計監査人からの報告および意見交換

を通じて総合的に検討を行いました。その結果、会計監査人については、独立性、監査体制、監査の実施状況

および監査等委員会等との連携状況はいずれも適切であると認められることから、適正に職務を遂行している

ものと評価しています。
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④　監査報酬の内容等

イ．監査公認会計士等に対する報酬

 

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社 61 ― 64 ―

連結子会社 ― ― ― ―

計 61 ― 64 ―
 

（注）１　前連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬について、上記以外に、前々連結会計年度に係る追加報酬52百

万円を支払っています。

２　当連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬について、上記以外に、前連結会計年度に係る追加報酬９百万

円を支払っています。

 
ロ．監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ．を除く)

該当事項はありません。

 

ハ．その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

 
ニ．監査報酬の決定方針

該当事項はありませんが、当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、規模・特性・監査日数等を勘案し

たうえ、決定しています。

 
ホ．監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査

項目別監査時間および監査報酬の推移ならびに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当連結会計年度の監

査時間および報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬につき、会社法第399条第１項および

第３項に基づき同意を行っています。
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(4) 【役員の報酬等】

①当連結会計年度に係る取締役の報酬等

イ.　役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項

ａ.　個人別の報酬等の内容にかかる決定方針

当社は、2023年６月22日開催の取締役会において、監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容につ

いての決定に関する方針(以下「決定方針」といいます。)を決議しています。

当社の監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の報酬等の額またはその算定方法は、過去の支給実績

および会社の業績を総合的に勘案したうえで決定することとし、固定報酬と業績連動報酬、非金銭報酬によ

り構成されています。また、社外取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は固定報酬のみとしていま

す。

業績連動報酬については賞与として支給するものとし、その算定は、基準とする連結経常利益の額を定

め、賞与支給年度の連結経常利益を比較し、当該成長率を業績連動分基準額に乗算した結果に対し、さら

に、業績予想に対する業績達成度、中期経営計画の達成度(財務、非財務KPI)を加味して算定しています。た

だし、業績が著しく悪化した場合、支給を行わないことがあります。

非金銭報酬については、株式報酬として譲渡制限付株式を支給するものとし、その算定は、当社の企業価

値の持続的な向上を図るインセンティブとして適切に機能するよう、役位に応じてあらかじめ基準額を定め

ています。また、役位毎の基準額は、企業価値(対TOPIX相対TSR)や業績予想の達成度、中期経営計画の達成

度を評価して、毎年改めることとします。

固定報酬、業績連動報酬および非金銭報酬の支給割合の決定においては、役位が上がるにつれて、基本報

酬(固定報酬)の割合を減らし、賞与(業績連動報酬)、株式報酬(非金銭報酬)の割合を増やすものとしていま

す。標準業績の場合の監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の報酬構成比は概ね基本報酬58～68％、

賞与：26～20％、株式報酬：16～12％となります。

監査等委員でない取締役の報酬等を与える時期は、基本報酬は毎月、賞与と株式報酬(社外取締役を除く)

は年１回としています。

 
［賞与の業績指標］

業績連動報酬に係る指標は、当社グループが一体となって中長期的に健全な収益体制を確保するための指標

として連結経常利益、および短期的な事業成長と企業価値向上に関連する指標として、対外公表した業績予想

値(連結売上高、親会社株主に帰属する当期純利益、EBITDA、ROE)を採用しています。また、中期的な企業価値

向上に関連する財務指標として、中期経営計画の目標値(連結売上高、EBITDA、成長投資額、ROE)を、サステナ

ビリティ指標として非財務指標(社員エンゲージメントスコア、女性管理職比率)を採用しています。なお、業

績連動報酬の具体的な額は、これを定めたルールを社内に整備しています。

 

ベースとなる賞与額算出のための業績指標

(賞与支給年度の連結経常利益を基準額と比較し、当該成長率を業績連動賞与基礎額に乗算したものをベース

となる賞与額とする)

 

財務・非財務区分 業績評価指標 基準額 実績

財務指標 連結経常利益 100億円 169.4億円
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短期的な企業価値向上に関連する指標

(毎年度評価し賞与額に反映)

 

財務・非財務区分 業績評価指標 評価ウエイト 目標値 実績

財務指標

連結売上高 40％ 1,350億円 1,352.1億円

親会社株主に
帰属する当期純利益

15％ 109億円 116.4億円

EBITDA 15％ 167億円 177.9億円

ROE（注） 30％ 18.3％ 19.1％
 

　　　　　（注）役員報酬の業績評価指標のROEは、小数点第２位以下を切り捨てて算出しています。

 
また、当社は非金銭報酬として、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、

株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の監査等委員でない取締役(社外取締役を除

く)に対して、譲渡制限付株式報酬制度を導入しており、その概要は以下のとおりです。

［付与対象者］　監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)

［譲渡制限期間］　払込期日から30年(退職時に譲渡制限解除)

［金銭報酬債権の総額］　年額45百万円以内

［発行または処分する普通株式の総数の上限］　年26,000株以内

算定の基準額は役位に応じてあらかじめ定めていますが、企業価値(株価)や中期計画の達成度合いを評価し

て、毎年改めることとしています。

なお、当社執行役員に対しても譲渡制限付株式報酬制度を導入しています。

 

中期的な企業価値向上に関連する業績指標

(中期経営計画最終年度に評価し株式報酬に反映)

 

財務・非財務区分 業績評価指標 評価ウエイト 目標値

財務指標

連結売上高 20％ 1,600億円

EBITDA 20％ 200億円

成長投資額
(３年間累計)

15％ 325億円

ROE 15％ 18％以上

非財務指標

社員エンゲージメントスコア 15％ 55以上

女性管理職比率 15％ 8.5％以上
 

 

長期的な企業価値向上に関連する指標

(毎年度評価して株式報酬に反映)

 

業績評価指標

実績(2025年度) 評価係数
(当社TSRと配当込みTOPIX成

長率の対比)当社TSR 配当込みTOPIX成長率

当社TSR
(TOPIX成長率比較)

106.5％ 134.7％ 79.1％
 

(注)　業績評価に使用する当社TSRおよび配当込みTOPIX成長率は前年度末を起点とする1年間のTSRおよび成長率を使

用しています。
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決定方針は、取締役会が、指名・報酬委員会(構成員の過半数を社外取締役が占める)に諮問し、その答申

を受けて決定しています。

また、監査等委員でない取締役の個人別の報酬額の決定に当たっては、指名・報酬委員会(構成員の過半数

を社外取締役が占める)が決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っており、取締役会から委任を受け

た代表取締役社長は、指名・報酬委員会(構成員の過半数を社外取締役が占める)の答申結果に則って算定し

ているため、監査等委員でない取締役の個人別の報酬額は決定方針に沿うものであると判断しています。

なお、監査等委員である各取締役の固定報酬(基本報酬)は監査等委員である取締役間の協議により決定

し、業績連動報酬(賞与)、非金銭報酬(株式報酬)は支給していません。

 
ｂ.　当事業年度にかかる役員区分ごとの報酬等の総額

当社の監査等委員でない取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2022年６月23日であり、決議の

内容は監査等委員でない取締役の報酬額を年額300百万円以内(うち、社外取締役分は年額40百万円以内)とす

るもので、当該定めに係る監査等委員でない取締役の員数は９名(うち社外取締役４名)です。なお、監査等

委員でない取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分部分の給与は含んでいません。

当社の監査等委員である取締役の報酬に関する株主総会の決議年月日は2022年６月23日であり、決議の内

容は監査等委員である取締役の報酬額を年額60百万円以内とするもので、当該定めに係る監査等委員である

取締役の員数は４名です。

 

また、譲渡制限付株式割当てのための報酬の支給に関する株主総会の決議年月日は2022年６月23日であ

り、決議の内容は当社の監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)に対して、年額300百万円以内の監査等

委員でない取締役の報酬額とは別枠で、譲渡制限付株式割当てのための金銭報酬債権を支給し、その総額を

年額45百万円以内、発行又は処分する普通株式の総数の上限を年26千株以内とするもので、当該定めに係る

監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の員数は５名です。譲渡制限付株式の割当ては、当社執行役員

に対しても実施しています。

 
当社は、監査等委員でない取締役の報酬額の決定に際して、定時株主総会後の取締役会にて、代表取締役

社長北村友朗に対し、当期の各取締役に対する報酬、賞与および株式報酬の決定を、株主総会で承認いただ

いた報酬限度額の年額の範囲内で決定することを一任しています。

これらの権限を代表取締役社長に委任した理由は、当社を取り巻く環境、当社の経営状況等を当社におい

て最も熟知しており、総合的な視点から取締役の報酬額を決定できるとともに、機動的な報酬額の決定に資

すると判断したためです。

また、代表取締役社長は、指名・報酬委員会（構成員の過半数を社外取締役が占める）の答申結果に則っ

て、個人別の報酬を算定していることから、恣意的な決定がなされず権限が適切に行使されるための措置が

講じられています。
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ロ.　当事業年度における取締役の報酬等に関する指名・報酬委員会および取締役会の活動

ａ.　指名・報酬委員会の活動

 

開催日 活動内容

2025年５月１日
 2025年３月期役員報酬の業績評価に関する諮問
 取締役の報酬額改定に関する諮問

2026年２月６日  取締役の個人別の報酬等の決定方針に関する諮問

2026年３月26日
 2026年度（2026年６月定時株主総会以降）の取締役に関する諮問
 2026年度（2026年６月定時株主総会以降）指名・報酬委員会の体制に関する諮問

 

 
ｂ.　取締役会の活動

 

開催日 活動内容

2025年６月24日
 取締役の報酬および賞与の決定 
 譲渡制限付株式報酬の付与の決定

2026年３月26日  取締役の個人別の報酬等の決定方針の決定
 

 
ハ.　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

 

役員区分
報酬等の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)
対象となる
役員の員数
(人)固定報酬 業績連動報酬

非金銭報酬
(譲渡制限付株式

報酬)

取締役
(監査等委員及び
社外取締役を除く)

150 87 42 20 4

監査等委員
(社外取締役を除く)

18 18 - - 2

社外役員 43 43 - - 7
 

（注）1. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれていません。

2. 上記の非金銭報酬等の額は、取締役（社外取締役を除く）４名に対する当事業年度における譲渡制限付

  株式報酬の費用計上額です。

3. 上記には、2025年６月24日開催の第53回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役２名および

　　取締役（監査等委員）１名を含んでいます。
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②2027年３月期からの取締役の報酬等

当社は、2026年３月26日開催の取締役会において、「取締役の個人別の報酬等の決定方針」の改定を決議いたし

ました。監査等委員でない取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は次のとおりです。なお、当

該方針は2027年３月期に係る役員報酬より適用します。

 
イ.　役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項

　ａ.　個人別の報酬等の内容にかかる決定方針

当社は、2026年３月26日開催の取締役会において、指名・報酬委員会の諮問結果を踏まえ、監査等委員でな

い取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針(以下「決定方針」といいます。)を決議してお

ります。

当社の監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の報酬等は、固定報酬および会社・個人の業績を総合的

に勘案したうえで決定する業績連動報酬、非金銭報酬により構成されています。また、社外取締役(監査等委員

である取締役を除く)の報酬は固定報酬のみとしています。

 
報酬の額またはその算定方法は以下の通りです。

（イ）固定報酬については、役位毎の職責に基づき定めます。

（ロ）業績連動報酬については賞与として支給するものとし、その算定にあたっては、役位に応じてあらか

じめ定めた基準額に係数を乗じて決定します。係数の算定にあたっては、会社業績および個人業績（所掌す

る組織業績を含む）について業績評価配分比率を定めます。取締役社長は会社業績のみ、取締役専務・常務

は会社業績70%、個人業績30%を反映します。会社業績の指標には、収益性、成長性の観点から財務指標を設

定しています。ただし、業績が著しく悪化した場合、支給を行わないことがあります。

（ハ）非金銭報酬については、株式報酬として譲渡制限付株式を支給するものとし、その算定にあたって

は、役位に応じてあらかじめ定めた基準額に係数を乗じて決定します。係数は、役員の中期経営計画の達成

を意識した経営・事業遂行へのコミットメントを引き出すために、中期経営計画の期間における株価を反映

した指標の達成率、および中期経営計画の目標達成率に応じて算出します。

 

固定報酬、業績連動報酬および非金銭報酬の支給割合の決定においては、役位が上がるにつれて、基本報酬

（固定報酬）の割合を減らし、賞与(業績連動報酬)、株式報酬(非金銭報酬)の割合を増やすものとしていま

す。標準業績の場合の監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の報酬構成比は、取締役社長は概ね固定報

酬：50％、賞与：35％、株式報酬：15％、取締役専務・常務は概ね固定報酬：55％、賞与：31.5％、株式報

酬：13.5％となります。

監査等委員でない取締役の報酬等を与える時期は、基本報酬は毎月、賞与と株式報酬(社外取締役を除く)は

年１回としています。
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［賞与の業績指標］

業績連動報酬に係る指標は、当社グループが一体となって健全な収益体制を確保し、短期的な事業成長と企

業価値向上に関連する指標として、対外公表した業績予想値(親会社株主に帰属する当期純利益、EBITDA、連結

売上高)を採用しています。なお、業績連動報酬の具体的な額は、これを定めたルールを社内に整備していま

す。

 

賞与額算出のための業績指標

(毎年度評価して賞与に反映)

 

財務・非財務区分 業績評価指標 評価ウエイト 目標値

財務指標

親会社株主に帰属する
当期純利益

25％ 117億円

EBITDA 25％ 183億円

連結売上高 50％ 1,420億円
 

 

また、当社は非金銭報酬として、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、

株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の監査等委員でない取締役(社外取締役を除

く)に対して、譲渡制限付株式報酬制度を導入しており、その概要は以下のとおりです。

［付与対象者］　監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)

［譲渡制限期間］　払込期日から30年(退職時に譲渡制限解除)

［金銭報酬債権の総額］　年額45百万円以内

［発行または処分する普通株式の総数の上限］　年104,000株以内

　※2025年10月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っており、上記株式数について

は、　　　当該株式分割後の株式数を記載しています。

 
算定の基準額は役位に応じてあらかじめ定めていますが、企業価値(株価)や中期計画の達成度合いを評価し

て、毎年改めることとしています。

なお、当社執行役員に対しても譲渡制限付株式報酬制度を導入しています。

 
中長期的な企業価値向上に関連する業績指標

(中期経営計画最終年度に評価して株式報酬に反映)

 

財務・非財務区分 業績評価指標 評価ウエイト 目標値

財務指標

EBITDAマージン 20％ 12.5%

連結売上高 20％ 1,600億円

ROE 20％ 18％以上

生産性
(国内一人当たり営業利益)

20％ 3.2百万円

非財務指標

女性管理職比率 10％ 8.5％以上

女性取締役比率 10％ 20％以上

合計
100%

(80%に換算)
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(毎年度評価して株式報酬に反映)

 

業績評価指標 算出式 評価ウェイト

当社TSR
(TOPIX成長率比較)

※相対TSR:評価期間の当社株主総利回り（TSR：
Total Shareholder Return）を同期間の東証株価指
数（配当込みTOPIX）の成長率で除した数値

20％

 

(注)　業績評価に使用する当社TSRおよび配当込みTOPIX成長率は前年度末を起点とする1年間のTSRおよび成長率を使

用しています。

 
決定方針は、取締役会が、指名・報酬委員会(構成員の過半数を社外取締役が占める)に諮問し、その答申を

受けて決定しています。

また、監査等委員でない取締役の個人別の報酬額の決定に当たっては、指名・報酬委員会(構成員の過半数を

社外取締役が占める)が決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っており、取締役会から委任を受けた代

表取締役社長は、指名・報酬委員会(構成員の過半数を社外取締役が占める)の答申結果に則って算定している

ため、監査等委員でない取締役の個人別の報酬額は決定方針に沿うものであると判断しています。

なお、監査等委員である各取締役の固定報酬(基本報酬)は監査等委員である取締役間の協議により決定し、

業績連動報酬(賞与)、非金銭報酬(株式報酬)は支給していません。

 
ｂ.　当事業年度にかかる役員区分ごとの報酬等の総額

当社の監査等委員でない取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2022年６月23日であり、決議の内

容は監査等委員でない取締役の報酬額を年額300百万円以内(うち、社外取締役分は年額40百万円以内)とするも

ので、当該定めに係る監査等委員でない取締役の員数は９名(うち社外取締役４名)です。なお、監査等委員で

ない取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分部分の給与は含んでいません。

当社の監査等委員である取締役の報酬に関する株主総会の決議年月日は2022年６月23日であり、決議の内容

は監査等委員である取締役の報酬額を年額60百万円以内とするもので、当該定めに係る監査等委員である取締

役の員数は４名です。

 

また、譲渡制限付株式割当てのための報酬の支給に関する株主総会の決議年月日は2022年６月23日であり、

決議の内容は当社の監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)に対して、年額300百万円以内の監査等委員で

ない取締役の報酬額とは別枠で、譲渡制限付株式割当てのための金銭報酬債権を支給し、その総額を年額45百

万円以内、発行又は処分する普通株式の総数の上限を年104千株（株式分割後）以内とするもので、当該定めに

係る監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の員数は５名です。譲渡制限付株式の割当ては、当社執行役

員に対しても実施しています。

 
当社は、監査等委員でない取締役の報酬額の決定に際して、定時株主総会後の取締役会にて、代表取締役社

長北村友朗に対し、当期の各取締役に対する報酬、賞与および株式報酬の決定を、株主総会で承認いただいた

報酬限度額の年額の範囲内で決定することを一任しています。

これらの権限を代表取締役社長に委任した理由は、当社を取り巻く環境、当社の経営状況等を当社において

最も熟知しており、総合的な視点から取締役の報酬額を決定できるとともに、機動的な報酬額の決定に資する

と判断したためです。

また、代表取締役社長は、指名・報酬委員会（構成員の過半数を社外取締役が占める）の答申結果に則っ

て、個人別の報酬を算定していることから、恣意的な決定がなされず権限が適切に行使されるための措置が講

じられています。
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(5) 【株式の保有状況】

①　投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、取引先との関係の維持・強化など事業戦略上の目的から保有する株式を政策保有目的と区分し、それ

以外の資産運用を目的として保有する株式を純投資目的と区分しています。

 
②　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

イ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の

内容

＜保有方針＞

当社は、お客様や取引先の株式を保有することで中長期的な取引関係の維持や発展が可能なもの、または、

将来の事業提携を見据えた情報収集などの目的により、株式を保有することとしています。

＜保有効果の検証方法＞

当社は、政策保有株式の保有の適否の検証にあたり、毎年、政策保有株式の総保有額の純資産に占める割

合、保有株式ごとに保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っていること、および保有目的が合致してい

ることを総合的に検証し、取締役会で審議の上、当社が保有するすべての政策保有株式について保有の妥当性

があることを確認しています。

なお、今後の状況変化等に応じて、保有の適切性が認められないと考える場合には縮減するなどの見直しを

行っていきます。

 

ロ．銘柄数及び貸借対照表計上額

 

 
銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(百万円)

非上場株式 2 155

非上場株式以外の株式 6 5,544
 

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 

 
銘柄数
(銘柄)

株式数の増加に係る取得
価額の合計額(百万円)

株式数の増加の理由

非上場株式 ― ― ―

非上場株式以外の株式 ― ― ―
 

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 

 
銘柄数
(銘柄)

株式数の減少に係る売却
価額の合計額(百万円)

非上場株式 ― ―

非上場株式以外の株式 1 100
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ハ．特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

 

銘柄

当事業年度 前事業年度

保有目的、業務提携等の概要、
定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の株式
の

保有の有無

株式数(株) 株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

エクシオグルー
プ株式会社

1,008,000 1,008,000
将来のビジネスに向けて関係を構築するた
めに保有しています。
リソースの相互補完等について、検討して
おります。

有
2,689 1,693

日比谷総合設備
株式会社

284,000 284,000
将来のビジネスに向けて関係を構築するた
めに保有しています。
新規ソリューションについて、ビジネス協
業を検討しています。

有
1,533 887

三井住友トラス
トグループ株式
会社

111,000 111,000 顧客との関係維持および取引拡大のために
保有しています。

有
544 412

株式会社エヌ・
ティ・ティ・
データ・イント
ラマート

127,000 127,000 当社ビジネスに必要なソリューションを保
有する企業と良好な関係を構築するため保
有しています。

無
366 333

株式会社三菱Ｕ
ＦＪフィナン
シャル・グルー
プ

104,000 104,000
顧客との取引関係維持および拡大のために
保有しております。

無
270 209

株式会社みずほ
フィナンシャル
グループ

23,009 23,009 顧客との取引関係維持および拡大のために
保有しております。

有
140 93

株 式 会 社 NTT
データグループ

― 25,000
― 有

― 67
 

(注)　定量的な保有効果の記載が困難なため、2026年５月19日の取締役会において、保有の適否を検証しました。

 

③　保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

 
④　当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

 
⑤　当事業年度の前４事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変

更したもの

該当事項はありません。
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５ 【従業員の状況等】

(1) 【人材戦略に関する基本方針等】

 

　当社グループでは、「Vision2030」で掲げる「期待を超える価値を提供するためにチャレンジし続ける企業

へ」の実現に向け、社員一人ひとりが常に変化を楽しみながら、さまざまなことに挑戦していくことを目指して

います。

　人材は当社グループにおける最重要資本であり、社員の成長が企業価値の源泉であるとの認識のもと、４つの

人材戦略に取り組んでいます。

① 人材獲得・育成

② 働き方改革・健康経営

③ 社員エンゲージメント

④ 従業員給与・報酬の額や内容の決定に関する方針

 

 

① 人材獲得・育成

・新卒採用

新卒採用では、事業の拡大による当社グループの安定成長に貢献する人材の確保を目的に、全国各地から多

様なバックグラウンドをもつ採用希望者を広く募り、DX人材の獲得を強化しています。

採用活動においては、当社の魅力を伝えるため、若手社員から管理職に至るまで、人事部だけでなく現場社

員を含めた全社員が一丸となって選考や面談、イベント等に力を入れています。

また、多様なバックグラウンドを持つ留学生や留学経験者に対しては、グローバル人材としての採用も推進

しています。

 
・キャリア採用

「Vision2030」で目指す事業成長の加速に向け、採用広報（人材紹介、求人媒体、ダイレクトスカウト）、

社員紹介、元社員の再雇用など、採用経路の多様化を図り、各事業領域において必要な人材として、現場を支

える技術者や高度プロフェッショナル人材の獲得を推進しています。

 
・人材開発

社員の継続的な成長と技術者としてのレベルアップのため、グループ会社の株式会社ＭＩＲＵＣＡを通じ

て、グループ横断で豊富なラインナップの研修を実施しています。当社グループ社員共通の研修、新入社員、

中堅社員、幹部社員等の各階層向けの研修、社員一人ひとりのキャリアパスに応じた専門性に関する研修な

ど、研修体系を整備したうえで社員に公開し、社員の成長を支えています。

また、デジタル技術などの最新の技術情報に触れられる、いつでもどこでも受講が可能なオンデマンド型の

動画研修等も取り入れ、社員がタイムリーかつ自律的に能力を高めることが可能な環境も提供しています。

さらに、自己研鑽により資格試験に合格した社員には、社内表彰による副賞金を支給するなど、社員のチャ

レンジを促進しています。

 
・プロフェッショナル認定制度

社員が自分のキャリアプランに従い、自律的に得意分野の伸長・専門性の向上に取り組み、挑戦し、高い成

果をあげ、その実績を会社が認めて処遇し、次の成長・活躍ステージを提供するプロフェッショナル認定制度

を導入しています。事業環境に合わせた多様な職種を定義し、社員の自らの意思・挑戦に基づくキャリア形成

を促進しています。

 
・チャレンジする多様な人材づくり

既存SIのビジネスモデルをトータルSIに進化させ、新規ソリューションやサービスを創出し、事業領域を拡

大していくには、果敢にリスクテイクし、新しいことにチャレンジできる人材が必要不可欠であり、「常に変

化を楽しむ」ことができる人材が活躍する文化・風土づくりが重要な課題です。

失敗を恐れず将来の成長に向けた新たな技術やソリューションの創出に挑戦する人材が活躍できる環境を整

え、難易度や新規性が高い業務へのチャレンジを重視する評価制度を導入しています。また、従来の労働集約

型ビジネスモデルを前提とした仕組みから知識集約型ビジネスモデルへの高度化を進めています。
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これらの施策を通じて、社員一人ひとりの行動変容や積極的なチャレンジを促す企業風土への変革を目指し

ていきます。

 
・女性活躍推進

当社は、女性活躍推進に関する優良な取り組み実績が認められ、厚生労働省が推進する「えるぼし」の２段

階目の認定を2019年10月に取得しました。当社は、えるぼし認定の５つの評価項目のうち、「１.採用」「２.

継続就業」「３.労働時間等の働き方」「５.多様なキャリアコース」の４つが評価されました。

中期経営計画において、女性取締役比率および女性管理職比率の達成目標を掲げるとともに、女性活躍推進

法に基づく行動計画においては、そのマイルストーンとして、女性社員比率の向上、女性管理職候補および女

性管理職の育成を目標に女性活躍を推進しています。なお、女性取締役比率については2026年３月31日時点で

20％と2028年３月期目標である20.0％以上を既に達成しています。女性管理職比率については2028年３月31日

までに8.5％以上とする目標に対し、2026年３月31日時点では5.4%でした。

 
② 働き方改革・健康経営

・出産・育児・介護・治療等と仕事の両立支援

当社は、育児と仕事の両立に関する「育児関連制度のより利用しやすい制度・仕組みへの改善」、「早期

復職および子育て中のキャリアアップに関する支援」等の優良な取り組み実績が認められ、厚生労働省が推

進する「くるみん認定」を2022年11月に取得しました。

男性社員の育児休業の利用促進に向けては、男女の育児休業取得社員の座談会を開催し、その内容を社内

ポータルサイトを通じて発信するなど、男女の育児休業取得率の格差解消に向け育児と仕事の両立を支援し

ています。

また、育児・介護と仕事の両立のために、社内研修にて休業や短時間勤務などの取得のための社内手続き

についての周知・教育や、対象者への個別案内を行っています。

治療が必要な社員には、業務によって疾病を悪化させないよう、適切な配慮を行うため、関係者との調

整、事業場における環境整備、社員への個別支援、社内相談窓口の設置を行い、一人ひとりに寄り添って柔

軟に対応しています。休職者に対しては、産業医等の助言を基に復職支援プログラムを策定し、職場復帰を

支援しています。

 
・健康経営の推進

当社グループは、行動規範の１つである「人権の尊重・働き甲斐のある職場づくり」に基づき、すべての

社員が心身ともに健康で活き活きと働き、その能力を発揮することにより、個人も会社も成長し続けること

を目指しています。

当社は、2018年11月に社会に対して「健康企業宣言」を行い、健康増進活動の促進に取り組み始めまし

た。この結果、2020年９月に健康優良企業認定（金の認定）を取得、その後も更新を続けています。また、

2026年３月には「健康経営優良法人（ホワイト500）2026」を５年連続で認定取得しました。

 
③ 社員エンゲージメント

・働きがいのある職場づくり

社員一人ひとりの意欲を高め、組織としての力につなげていくことを目指し、社員エンゲージメントサー

ベイを実施しています。この結果は経営戦略・人材戦略を推進するための重要な経営データとして活用し、

取締役会への報告や社内ポータルサイトの掲載を通じた情報開示、人事施策の企画・立案、各職場における

改善活動等の取り組みに活用しています。
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④ 従業員給与・報酬の額や内容の決定に関する方針

当社にとって、人材は貴重な財産であり、長期展望「Vision2030」および中期経営計画においても、人材

投資を成長投資の１つとして掲げています。処遇改善等の社員還元も人材投資の一部と位置づけています。

当社の報酬は、役割等級制度を基礎とし、個人業績、組織貢献および行動評価等を総合的に勘案して決定

しています。特にフォーカスビジネスにおける高度プロフェッショナル人材の確保は重要課題と認識してお

り、専門性やデジタル関連スキル等を適切に評価して処遇に反映しています。また、ＤＸ／デジタル／ＡＩ

等の市場価値の高い人材については、通常の給与テーブルの枠を超えた給与体系によるジョブ型（ジョブ・

ディスクリプションベース）の人事制度により、キャリア採用の強化を図っています。

さらに、会社との一体感とともに、自らの会社であるとのオーナーシップ意識を醸成することを目的に、

社員に対する長期インセンティブの１つとして、2024年３月期から社員向け譲渡制限付株式交付制度を導入

し、2026年３月期も交付を実施しています。

今後も継続的な賃金の引き上げを通じて会社収益の適正な社員還元に取り組んでいきます。
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(2) 【従業員の状況】

① 連結会社の状況

2026年３月31日現在

セグメントの名称 従業員数(名)

業務＆ソリューション 3,124

テクノロジー＆ソリューション 2,001

プラットフォーム＆サービス 1,010

合計 6,135
 

(注)　従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向

者を含む就業人員数です。

 

② 提出会社の状況

2026年３月31日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)
平均年間給与の対前
事業年度増減率(％)

3,199 39.7 15.1 6,587 2.3
 

 
セグメントの名称 従業員数(名)

業務＆ソリューション 1,243

テクノロジー＆ソリューション 1,106

プラットフォーム＆サービス 850

合計 3,199
 

(注) １　従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数です。

２　平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでいます。なお、年間平均給与は休業・休職者等を除く正社

員のものを記載しています。

 

③ 労働組合の状況

労使関係については、特に記載すべき事項はありません。

 

④ 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

イ　提出会社

 

当事業年度

管理職に占める
女性労働者の
割合(％)
(注)１．

男性労働者の
育児休業
取得率(％)
(注)２．

労働者の男女の賃金の差異(％)
(注)１．

全労働者
うち正規雇用
労働者

うちパート・
有期労働者

5.4 69.0 81.3 80.7 -
 

(注) １．「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したもので

す。

２．「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成３年法律第76号)の規定

に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成３

年労働省令第25号)第71条の６第２号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したもので

す。
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ロ　主要な連結子会社

 

当事業年度

名称

管理職に
占める

女性労働者の
割合(％)
(注)１．

男性労働者の
育児休業
取得率(％)
(注)２．

労働者の男女の賃金の差異(％)
(注)１．

全労働者
うち正規雇用
労働者

うちパート・
有期労働者

株式会社九州ＤＴＳ 5.6 100.0 89.8 89.6 -

日本ＳＥ株式会社 14.7 100.0 88.4 87.2 85.8

株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ 4.3 66.7 84.6 83.9 -

デジタルテクノロジー株式会社 13.3 83.3 90.9 85.4 171.6

株式会社ＤＴＳインサイト 2.0 100.0 78.4 77.6 98.1

株式会社アヴァンザ 4.8 100.0 81.7 81.3 -

株式会社東北システムズ・サポー
ト

23.5 100.0 89.0 92.4 88.5
 

(注) １．「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したもので

す。

２．「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成３年法律第76号)の規定

に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成３

年労働省令第25号)第71条の６第２号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したもので

す。
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第５ 【経理の状況】

 

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に

基づいて作成しています。

 
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。)に基づいて作成しています。

また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成していま

す。

 
２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度(2025年４月１日から2026年３月31日ま

で)の連結財務諸表および事業年度(2025年４月１日から2026年３月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任

監査法人による監査を受けています。

 
３　連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っています。具体的には、会計基準等の内容を

適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構

へ加入しているほか、専門的知識を有する団体等が主催するセミナーへの参加および会計専門誌の定期購読等を行っ

ています。
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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 29,922 29,775

  受取手形、売掛金及び契約資産 ※１  23,847 ※１  27,729

  有価証券 596 791

  商品及び製品 1,130 1,033

  仕掛品 368 169

  原材料及び貯蔵品 86 76

  その他 1,869 1,864

  貸倒引当金 △22 △18

  流動資産合計 57,798 61,422

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 ※４  3,403 ※４  3,719

    減価償却累計額 △1,985 △2,120

    建物及び構築物（純額） 1,417 1,599

   土地 ※４  2,285 ※４  2,254

   その他 2,745 2,793

    減価償却累計額 △2,112 △2,005

    その他（純額） 633 788

   有形固定資産合計 4,335 4,642

  無形固定資産   

   のれん 4,988 4,578

   ソフトウエア 900 882

   その他 10 21

   無形固定資産合計 5,900 5,482

  投資その他の資産   

   投資有価証券 ※２  7,447 ※２  8,707

   退職給付に係る資産 792 1,502

   繰延税金資産 1,528 713

   その他 2,591 2,784

   貸倒引当金 △6 △7

   投資その他の資産合計 12,353 13,700

  固定資産合計 22,588 23,826

 資産合計 80,387 85,248
 

 

EDINET提出書類

株式会社ＤＴＳ(E04861)

有価証券報告書

 71/136



 

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 7,566 6,804

  未払金 2,071 1,770

  未払法人税等 3,160 3,087

  賞与引当金 3,754 3,224

  役員賞与引当金 72 91

  受注損失引当金 27 561

  その他 ※３,※４  3,792 ※３,※４  4,094

  流動負債合計 20,445 19,634

 固定負債   

  退職給付に係る負債 254 239

  その他 ※４  341 ※４  683

  固定負債合計 596 922

 負債合計 21,042 20,556

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 6,113 6,113

  資本剰余金 4,992 4,992

  利益剰余金 48,562 52,674

  自己株式 △4,412 △4,645

  株主資本合計 55,255 59,133

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 1,726 3,004

  為替換算調整勘定 263 243

  退職給付に係る調整累計額 816 1,130

  その他の包括利益累計額合計 2,805 4,379

 非支配株主持分 1,283 1,178

 純資産合計 59,344 64,691

負債純資産合計 80,387 85,248
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② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

           (単位：百万円)

          前連結会計年度
(自　2024年４月１日
　至　2025年３月31日)

当連結会計年度
(自　2025年４月１日
　至　2026年３月31日)

売上高 ※１  125,908 ※１  135,213

売上原価 ※２  97,538 ※２  105,537

売上総利益 28,370 29,676

販売費及び一般管理費   

 給料及び手当 4,258 4,497

 賞与引当金繰入額 987 474

 のれん償却額 430 410

 支払手数料 2,700 2,134

 その他 ※３  5,502 ※３  5,725

 販売費及び一般管理費合計 13,880 13,241

営業利益 14,489 16,434

営業外収益   

 受取利息 111 125

 受取配当金 112 127

 為替差益 － 106

 投資事業組合運用益 570 －

 その他 244 298

 営業外収益合計 1,039 658

営業外費用   

 支払利息 6 5

 投資事業組合運用損 － 139

 自己株式取得費用 16 3

 為替差損 35 －

 その他 13 3

 営業外費用合計 71 152

経常利益 15,457 16,940

特別利益   

 固定資産売却益 ※４  6 ※４  13

 投資有価証券売却益 － 67

 特別利益合計 6 80

特別損失   

 固定資産売却損 － ※５  0

 減損損失 ※６  249 －

 固定資産除却損 ※７  24 ※７  5

 投資有価証券評価損 47 －

 関係会社株式売却損 － 129

 事務所移転費用 11 －

 特別損失合計 332 135

税金等調整前当期純利益 15,131 16,885

法人税、住民税及び事業税 4,551 5,076

法人税等調整額 △89 96

法人税等合計 4,462 5,172

当期純利益 10,669 11,712

非支配株主に帰属する当期純利益 34 67

親会社株主に帰属する当期純利益 10,635 11,644
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【連結包括利益計算書】

           (単位：百万円)

          前連結会計年度
(自　2024年４月１日
　至　2025年３月31日)

当連結会計年度
(自　2025年４月１日
　至　2026年３月31日)

当期純利益 10,669 11,712

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 162 1,278

 為替換算調整勘定 309 △28

 退職給付に係る調整額 153 314

 その他の包括利益合計 ※  626 ※  1,564

包括利益 11,295 13,277

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益 11,144 13,218

 非支配株主に係る包括利益 151 58
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③ 【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

 (単位：百万円)

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 6,113 4,992 57,396 △8,527 59,973

当期変動額      

剰余金の配当   △4,593  △4,593

親会社株主に帰属する

当期純利益
  10,635  10,635

自己株式の取得    △10,999 △10,999

自己株式の処分  89  149 239

自己株式の消却  △14,965  14,965 －

利益剰余金から

資本剰余金への振替
 14,875 △14,875  －

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）
     

当期変動額合計 － － △8,833 4,115 △4,717

当期末残高 6,113 4,992 48,562 △4,412 55,255
 

 

 
その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金

為替換算

調整勘定

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 1,563 70 662 2,296 1,132 63,402

当期変動額       

剰余金の配当      △4,593

親会社株主に帰属する

当期純利益
     10,635

自己株式の取得      △10,999

自己株式の処分      239

自己株式の消却      －

利益剰余金から

資本剰余金への振替
     －

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）
162 192 153 509 151 660

当期変動額合計 162 192 153 509 151 △4,057

当期末残高 1,726 263 816 2,805 1,283 59,344
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当連結会計年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

 (単位：百万円)

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 6,113 4,992 48,562 △4,412 55,255

当期変動額      

剰余金の配当   △5,493  △5,493

親会社株主に帰属する

当期純利益
  11,644  11,644

自己株式の取得    △2,500 △2,500

自己株式の処分  53  210 264

自己株式の消却  △2,055  2,055 －

連結範囲の変動   △38  △38

利益剰余金から

資本剰余金への振替
 2,002 △2,002  －

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）
     

当期変動額合計 － － 4,111 △233 3,877

当期末残高 6,113 4,992 52,674 △4,645 59,133
 

 

 
その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金

為替換算

調整勘定

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 1,726 263 816 2,805 1,283 59,344

当期変動額       

剰余金の配当      △5,493

親会社株主に帰属する

当期純利益
     11,644

自己株式の取得      △2,500

自己株式の処分      264

自己株式の消却      －

連結範囲の変動      △38

利益剰余金から

資本剰余金への振替
     －

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）
1,278 △19 314 1,573 △104 1,468

当期変動額合計 1,278 △19 314 1,573 △104 5,346

当期末残高 3,004 243 1,130 4,379 1,178 64,691
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：百万円)

          前連結会計年度
(自　2024年４月１日
　至　2025年３月31日)

当連結会計年度
(自　2025年４月１日
　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前当期純利益 15,131 16,885

 減価償却費 703 843

 減損損失 249 －

 のれん償却額 430 410

 賞与引当金の増減額（△は減少） 97 △525

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） △26 18

 受注損失引当金の増減額（△は減少） △56 533

 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △396 △224

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 187 △32

 投資有価証券評価損益（△は益） 47 －

 投資事業組合運用損益（△は益） △570 139

 関係会社株式売却損益（△は益） － 129

 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） △1,413 △3,996

 棚卸資産の増減額（△は増加） △693 301

 仕入債務の増減額（△は減少） 850 △691

 未払金の増減額（△は減少） 81 3

 その他 △1,382 120

 小計 13,241 13,916

 利息及び配当金の受取額 174 308

 利息の支払額 △6 △3

 法人税等の支払額 △4,228 △5,291

 営業活動によるキャッシュ・フロー 9,181 8,929

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有価証券の取得による支出 △351 △5,199

 有価証券の売却及び償還による収入 810 5,459

 有形固定資産の取得による支出 △531 △467

 無形固定資産の取得による支出 △498 △326

 投資有価証券の取得による支出 △1,197 △0

 投資有価証券の売却及び償還による収入 － 115

 定期預金の預入による支出 △296 △284

 定期預金の払戻による収入 177 1,344

 関係会社株式の取得による支出 △704 △30

 投資事業組合からの分配による収入 487 33

 長期前払費用の取得による支出 △231 －

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る支出

－ △325

 子会社株式の条件付取得対価の支払額 － △296

 その他 11 70

 投資活動によるキャッシュ・フロー △2,322 92

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 長期借入金の返済による支出 △362 △32

 自己株式の取得による支出 △11,016 △2,503

 配当金の支払額 △4,584 △5,483

 その他 △123 △69

 財務活動によるキャッシュ・フロー △16,087 △8,089

現金及び現金同等物に係る換算差額 76 42

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △9,152 975

現金及び現金同等物の期首残高 37,557 28,405

現金及び現金同等物の期末残高 ※  28,405 ※  29,381
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【注記事項】

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１　連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 14社

主要な連結子会社の名称

デジタルテクノロジー株式会社

株式会社ＤＴＳインサイト

日本ＳＥ株式会社

Partners Information Technology, Inc.

株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ

株式会社東北システムズ・サポート

株式会社アヴァンザ

株式会社九州ＤＴＳ

前連結会計年度において連結子会社でありました大連思派電子有限公司および株式会社思派電子ジャパンは、

出資持分の一部を譲渡したことにより、連結の範囲から除外しています。なお、連結財務諸表の作成にあたり、

みなし譲渡日を2025年６月30日として、みなし譲渡日までの損益計算書を連結しています。

(2) 主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社の名称

株式会社ＤＴＳパレット

株式会社東北アドバイザー

(連結の範囲から除いた理由)

非連結子会社は、小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)および利益剰余金(持分

に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためです。

 
２　持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した非連結子会社および関連会社

　　該当事項はありません。

(2) 持分法を適用しない非連結子会社および関連会社

　　持分法を適用しない非連結子会社

　　　株式会社ＤＴＳパレット、株式会社東北アドバイザー

　　持分法を適用しない関連会社

　　　スパイスファクトリー株式会社

持分法を適用しない非連結子会社および関連会社は、当期純損益(持分に見合う額)および利益剰余金(持分に見

合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重

要性がないため、持分法の適用範囲から除外しています。

 
３　連結子会社の事業年度等に関する事項

(1) 連結子会社の決算日は次のとおりです。

12月31日　　６社

１月31日　　１社

３月31日　　７社

(2) 連結財務諸表作成にあたっては、12月31日および１月31日を決算日とする連結子会社については、同決算日現在

の財務諸表を使用しています。ただし、連結決算日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整

を行っています。
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４　会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券

イ．市場価格のない株式等以外のもの

時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しています。

なお、「取得原価」と「債券金額」との差額の性格が金利の調整と認められるものについては、償却原価法

により算定しています。

ロ．市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しています。

②　棚卸資産

イ．商品及び製品

主として移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を

採用しています。

ロ．仕掛品

個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用していま

す。

ハ．原材料

移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用して

います。

ニ．貯蔵品

最終仕入原価法を採用しています。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産(リース資産および使用権資産を除く)

定額法を採用しています。

主な耐用年数は以下のとおりです。

建物及び構築物　　　　３年～47年

工具、器具及び備品　　２年～20年

なお、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、主として３年間で均等償却する方法を採用してい

ます。

②　無形固定資産(リース資産および使用権資産を除く)

定額法を採用しています。

ただし、市場販売目的のソフトウェアについては、販売開始後、主として３年以内の見込販売数量および見込

販売収益に基づいて償却しており、その償却額が残存有効期間に基づく均等配分額に満たない場合には、その均

等配分額を償却しています。

また、自社利用のソフトウェアについては、サービス提供目的のソフトウェア(特定顧客との契約に基づく使用

許諾サービス用ソフトウェア)について、当該契約に基づく料金支払期間(10年)にわたって均等償却しており、そ

の他の費用削減効果のあるソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(５年以内)に基づく定額法

を採用しています。

③　使用権資産

資産の耐用年数またはリース期間のうちいずれか短い期間に基づく定額法を採用しています。
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(3) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。

②　賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しています。

③　役員賞与引当金

役員賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しています。

④　受注損失引当金

受注契約に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末における受注契約に係る損失見込額を計上してい

ます。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

①　退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、

給付算定式基準によっています。

②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処

理しています。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年～12

年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしています。

(5) 重要な収益及び費用の計上基準

当社および連結子会社の主要な事業における主な履行義務の内容および収益を認識する通常の時点は以下のとお

りです。

①　システム開発

システム開発は、プロジェクトの進捗によって履行義務が充足されると判断しており、原価比例法で収益を認

識しています。

②　SEサービス

SEサービスは、提供された役務に応じて履行義務が充足されると判断しており、契約および提供された役務の

実績に従い収益を認識しています。

③　保守その他のサービス

保守その他のサービスは、時間の経過に応じて履行義務が充足されると判断しており、役務を提供する期間に

わたり、顧客との契約において約束された金額を按分して収益を認識しています。

④　製品および商品

製品および商品は、引渡時点において顧客が製品および商品に対する支配を獲得することで、履行義務が充足

されると判断しており、当該時点で収益を認識しています。ただし、国内の販売のうち一部については、出荷時

から当該製品および商品の支配が顧客に移転される時点までの期間が通常の期間であるため、収益認識適用指針

第98項の代替的な取扱いを適用し、出荷基準で収益を認識しています。

(6) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理していま

す。なお、在外子会社等の資産および負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益および費用は

期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しています。

(7) のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、のれんの発生原因に基づき、その効果の及ぶ期間(７～20年)にわたり定額法により償

却を行っています。

(8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、要求払預金および容易に換金

可能であり、かつ、価格の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する短期

的な投資からなっています。
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（重要な会計上の見積り）

１　一定の期間にわたり履行義務が充足されるものとして認識する収益

(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

  (単位：百万円)

 前連結会計年度 当連結会計年度

売上高 125,908 135,213

(うち、一定の期間にわたり履行義務が充足され
るものとして認識した収益)

16,129 22,492
 

 

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

①　算出方法

当社グループは、受注制作ソフトウェア開発等の成果物引き渡し義務を負う一定の請負契約について、一定の

期間にわたり履行義務が充足されるものとして当連結会計年度末までの履行義務の充足に係る進捗度を合理的に

見積り、その進捗度に応じて収益を認識する方法を適用しています。当該進捗度は、プロジェクトの原価総額に

対する連結会計年度末までの発生原価の割合に基づき算定しています。

②　主要な仮定

原価総額は、原則として契約ごとの作業内容および工数を要員別の単価に乗じることで合理的に見積もってい

ます。

当社は、収益総額が一定以上または必要と認めたプロジェクトの受注可否を審議することやプロジェクトの進

捗状況を定期的にモニタリングすることを目的としたプロジェクト推進会議を設置しており、所定の基準に該当

するプロジェクトの原価について計画に対する実績の発生状況をモニタリングすることにより、原価総額を見直

しています。

③　翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響

当社グループは、発生原価と見積原価との比較や、その時点でのプロジェクトの進捗状況等を踏まえた最新の

情報に基づいて見直した契約の原価総額を妥当なものと考えていますが、将来の状況の変化によって実績と見積

りが乖離した場合は、当社グループが認識する収益の金額に影響を与える可能性があります。

 
２　請負契約に係る受注損失引当金の見積り

(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

  (単位：百万円)

 前連結会計年度 当連結会計年度

受注損失引当金 27 561
 

 

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

①　算出方法

当社グループは、受注契約に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末における受注契約に係る損失見

込額を計上しています。

個別受注契約のプロジェクトにおいて、原価総額が収益総額を超える可能性が高く、かつ予想される損失額を

合理的に見積ることができる場合に、将来の損失見込額を受注損失引当金として算出しています。

②　主要な仮定

原価総額は、原則として契約ごとの作業内容および工数を要員別の単価に乗じることで合理的に見積もってい

ます。

当社は、収益総額が一定以上または必要と認めたプロジェクトの受注可否を審議することやプロジェクトの進

捗状況を定期的にモニタリングすることを目的としたプロジェクト推進会議を設置しており、所定の基準に該当

するプロジェクトの原価について計画に対する実績の発生状況をモニタリングすることにより、原価総額を見直

しています。
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③　翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響

当社グループは、発生原価と見積原価との比較や、その時点でのプロジェクトの進捗状況等を踏まえた最新の

情報に基づいて見積もった将来の損失見込額を妥当なものと考えていますが、将来の状況の変化によって実績と

見積りが乖離した場合は、当社グループの損益に影響を与える可能性があります。

 
３　のれんの評価

(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

  (単位：百万円)

 前連結会計年度 当連結会計年度

のれん 4,988 4,578
 

 
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

①　算出方法

当社グループののれんは、取得時に期待した将来の超過収益力です。当該取得時の将来事業計画どおりに業績

が進捗せず、営業活動から生ずる損益またはキャッシュ・フローが継続してマイナスとなっている場合や、経営

環境が著しく悪化していると判断した場合には、のれんを含む資産グループに減損の兆候があると判断し、将来

キャッシュ・フローを見積り、減損損失の認識要否を判定しています。その結果、減損損失を認識すべきと判定

した場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しています。

なお、「第５ 経理の状況　１ 連結財務諸表等　(1) 連結財務諸表　注記事項(連結損益計算書関係)　※６ 減

損損失」に記載のとおり、前連結会計年度においては、のれんについて減損損失138百万円を計上しています。当

連結会計年度においては、のれんについて減損の兆候は識別されていません。

②　主要な仮定

将来キャッシュ・フローの見積りは、将来の事業計画を基礎としており、その主要な仮定は、受注見込みに基

づく売上高および売上高成長率です。

③　翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響

主要な仮定は見積りの不確実性を伴うため、将来の企業環境の変化等により重要な変更が生じた場合には、減

損損失の計上が必要となり、翌連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
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（未適用の会計基準等）

（リースに関する会計基準等）

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号　2024年９月13日）

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号　2024年９月13日）

ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告および移管指針の改正

 
(1）概要

　　国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。

 
(2）適用予定日

　　2028年３月期の期首から適用予定です。

 
(3）当該会計基準等の適用による影響

　　「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中です。

 
（後発事象に関する会計基準等）

 ・「後発事象に関する会計基準」（企業会計基準第41号　2026年１月９日　企業会計基準委員会）

・「後発事象に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第35号　2026年１月９日　企業会計基準委員

会）

(1) 概要

「後発事象に関する会計基準」等は、後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準を設

定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会　監査・保証基準委員会　監査基準報告書560実務指針第１

号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会計基準委

員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務

諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示について定めたもので

す。

(2) 適用予定日

2028年３月期の期首から適用予定です。
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（表示方法の変更）

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度において、独立掲記していた「営業外収益」の「保険解約返戻金」は、金額的重要性が乏しく

なったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しています。この表示方法の変更を反映させる

ため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「保険解約返戻金」に表示していた

98百万円、「その他」に表示していた145百万円は、「その他」244百万円としてそれぞれ組み替えています。

 
（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度において、独立掲記していた「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「短期貸付金の純増減

額（△は増加）」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示していま

す。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フ

ロー」に表示していた「短期貸付金の純増減額（△は増加）」１百万円、「その他」10百万円は、「その他」11

百万円として組み替えています。

 
（連結貸借対照表関係）

※１　受取手形、売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権の金額は、それぞれ以下のとおりです。

 

 
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

受取手形 167百万円 169百万円

売掛金 20,413 〃 25,129 〃
 

なお、契約資産の金額は、「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　(1) 連結財務諸表　注記事項(収益認識関

係)　３　顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会

計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関

する情報」を参照ください。

 
※２ 非連結子会社および関連会社に対するものは、次のとおりです。

 

 
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

投資その他の資産     
投資有価証券(株式) 769百万円 769百万円

 

 

※３　契約負債については、「流動負債」の「その他」に含めて表示しています。契約負債の金額は、「第５　経理の

状況　１　連結財務諸表等　(1) 連結財務諸表　注記事項(収益認識関係)　３　顧客との契約に基づく履行義務の

充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約か

ら翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額および時期に関する情報」を参照ください。
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※４　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりです。

 

 
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

建物及び構築物 23百万円 21百万円

土地 77 〃 77 〃

計 101百万円 98百万円
 

 

 
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

その他（流動負債） 12百万円 12百万円

その他（固定負債） 30 〃 18 〃

計 42百万円 30百万円
 

 

５　偶発債務

当社の特定の海外子会社において、過年度にて公務員とみなされる個人等に対し不適切な支払いがなされ、それ

らが現地の汚職防止法等の法令違反となり得ることが認識されたことから、将来現地当局による調査や起訴に至る

可能性はあるものの、現時点では不確実な状況です。また、現時点で当局から課される罰金や課徴金の見積りにあ

たっても不確定要素が多く、具体的な将来の損失額を合理的に見積もることが困難です。

 

（連結損益計算書関係）

※１ 顧客との契約から生じる収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益およびそれ以外の収益を区分して記載していません。顧客との

契約から生じる収益の金額は、「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　(1) 連結財務諸表　注記事項(収益認識

関係)　１　顧客との契約から生じる収益を分解した情報」を参照ください。

 
※２ 売上原価に含まれる受注損失引当金繰入額は、次のとおりです。

 

 
前連結会計年度

(自　2024年４月１日
至　2025年３月31日)

当連結会計年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

売上原価に含まれる受注損失
引当金繰入額

27百万円 561百万円
 

 

※３ 一般管理費に含まれる研究開発費は、次のとおりです。

 

 
前連結会計年度

(自　2024年４月１日
至　2025年３月31日)

当連結会計年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

一般管理費に含まれる研究開発費 168百万円 428百万円
 

 

※４ 固定資産売却益の内容は、次のとおりです。

 

 
前連結会計年度

(自　2024年４月１日
至　2025年３月31日)

当連結会計年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

有形固定資産     

建物及び構築物 －百万円 ３百万円

土地 － 〃 ７　〃

その他(車両運搬具) ６　〃 ２　〃

その他(工具、器具及び備品) －　〃 ０　〃

計 ６ 〃 13 〃
 

 

※５ 固定資産売却損の内容は、次のとおりです。
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前連結会計年度

(自　2024年４月１日
至　2025年３月31日)

当連結会計年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

有形固定資産     

建物及び構築物 －百万円 ０百万円
 

 
※６　減損損失

前連結会計年度　(自　2024年４月１日 至　2025年３月31日)

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類 減損損失（百万円）

本社
（東京都中央区）

事業用資産および共用資
産

ソフトウエア 110

Partners Information
Technology, Inc.
（米国・カリフォルニア
州）

－ のれん 138

 

　当社グループは、原則として、会社を基本単位として資産のグルーピングを行っています。また、事業撤退等

の意思決定を行っている資産、遊休資産等については、個別にグルーピングを行っております。

　当社の事業撤退の方針が決定したソフトウエアについて、帳簿価額を回収可能価額まで減額することとしまし

た。なお、回収可能価額は使用価値により測定しております。

　当社の連結子会社であるPartners Information Technology, Inc.の株式取得時に超過収益力を前提にのれんを

計上しておりましたが、業績が当初予定していた事業計画を下回ったことから、事業計画を保守的に見直した結

果、のれんの未償却残高の全額を一括費用処理することといたしました。当該事象によるのれんの減少額は138百

万円であり、当連結会計年度に減損損失として特別損失に計上しています。

 
当連結会計年度　(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

　該当事項はありません。

 
※７ 固定資産除却損の内容は、次のとおりです。

 

 
前連結会計年度

(自　2024年４月１日
至　2025年３月31日)

当連結会計年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

有形固定資産     

建物及び構築物 19百万円 １百万円

その他(工具、器具及び備品他) ４ 〃 １ 〃

無形固定資産     

その他(ソフトウエア他) ０ 〃 ２ 〃

計 24 〃 ５ 〃
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（連結包括利益計算書関係）

※　その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額

     

 
前連結会計年度

(自　2024年４月１日
至　2025年３月31日)

当連結会計年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

その他有価証券評価差額金：     

当期発生額 266百万円 1,934百万円

組替調整額 － 〃 △67 〃

法人税等及び税効果調整前 266 〃 1,867 〃

法人税等及び税効果額 △104 〃 △588 〃

その他有価証券評価差額金 162 〃 1,278 〃

     

為替換算調整勘定：     

当期発生額 309 〃 3 〃

組替調整額 － 〃 △32 〃

法人税等及び税効果調整前 309 〃 △28 〃

法人税等及び税効果額 － 〃 － 〃

為替換算調整勘定 309 〃 △28 〃

     

退職給付に係る調整額：     

当期発生額 327 〃 606 〃

組替調整額 △106 〃 △137 〃

法人税等及び税効果調整前 220 〃 469 〃

法人税等及び税効果額 △66 〃 △154 〃

退職給付に係る調整額 153 〃 314 〃

     

その他の包括利益合計 626 〃 1,564 〃
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

１　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度
期首株式数(株)

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

発行済株式     

普通株式 (注)１. 46,854,132 － 5,356,100 41,498,032

合計 46,854,132 － 5,356,100 41,498,032

自己株式     

普通株式 (注)２.３. 3,956,824 2,658,448 5,413,267 1,202,005

合計 3,956,824 2,658,448 5,413,267 1,202,005
 

(注) １．普通株式の発行済株式の株式数の減少5,356,100株は、自己株式の消却による減少です。

２．普通株式の自己株式の株式数の増加2,658,448株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加

2,656,100株、譲渡制限付株式報酬対象者の退職に伴う無償取得による増加93株、社員持株会向け譲渡制限

付株式交付としての無償取得による増加2,209株および単元未満株式の買取による増加46株です。

３．普通株式の自己株式の株式数の減少5,413,267株は、自己株式の消却による減少5,356,100株、譲渡制限付株

式報酬としての自己株式の処分による減少7,179株および社員持株会向け譲渡制限付株式交付としての自己

株式の処分による減少49,988株です。

 

２　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2024年６月25日
定時株主総会

普通株式 2,488 58 2024年３月31日 2024年６月26日

2024年10月29日
取締役会

普通株式 2,105 50 2024年９月30日 2024年11月21日
 

 
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2025年６月24日
定時株主総会

普通株式 3,102 利益剰余金 77 2025年３月31日 2025年６月25日
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当連結会計年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

１　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度
期首株式数(株)

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

発行済株式     

普通株式 (注)１.２.３. 41,498,032 122,966,196 509,300 163,954,928

合計 41,498,032 122,966,196 509,300 163,954,928

自己株式     

普通株式 (注)１.４.５. 1,202,005 3,974,443 561,573 4,614,875

合計 1,202,005 3,974,443 561,573 4,614,875
 

(注) １．当社は、2025年10月１日付けで普通株式１株につき普通株式４株の割合で株式分割を行っています。

２．普通株式の発行済株式の株式数の増加122,966,196株は、株式分割による増加です。

３．普通株式の発行済株式の株式数の減少509,300株は、自己株式の消却による減少です。

４．普通株式の自己株式の株式数の増加3,974,443株は、株式分割による増加3,454,542株、取締役会決議による

自己株式の取得による増加509,300株、譲渡制限付株式報酬対象者の退職に伴う無償取得による増加160株、

社員持株会向け譲渡制限付株式交付としての無償取得による増加10,244株および単元未満株式の買取による

増加197株です。

５．普通株式の自己株式の株式数の減少561,573株は、自己株式の消却による減少509,300株、譲渡制限付株式報

酬としての自己株式の処分による減少10,291株および社員持株会向け譲渡制限付株式交付としての自己株式

の処分による減少41,982株です。

 

２　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2025年６月24日
定時株主総会

普通株式 3,102 77 2025年３月31日 2025年６月25日

2025年11月５日
取締役会

普通株式 2,390 60 2025年９月30日 2025年11月21日
 

（注）当社は、2025年10月１日付けで普通株式１株につき普通株式４株の割合で株式分割を行っていますが、

１株当たり配当額につきましては、株式分割前の株式数を基準とした金額を記載しています。

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

次の剰余金配当に関する事項は、2026年６月23日開催予定の定時株主総会の決議事項となっています。

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2026年６月23日
定時株主総会

普通株式 3,505 利益剰余金 22 2026年３月31日 2026年６月24日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 

 
前連結会計年度

(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

現金及び預金 29,922百万円 29,775百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △1,516 〃 △394 〃

現金及び現金同等物 28,405 〃 29,381 〃
 

 

（リース取引関係）

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

(単位：百万円)

 
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

１年内 465 617

１年超 409 2,391

合計 875 3,009
 

 

（金融商品関係）

１　金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については安全性の高い金融資産で運用することを原則とし、資金の調達が必要な場

合には、主に銀行からの借入を行っています。

 
(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形および売掛金は、顧客の信用リスクを内包しています。

有価証券および投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式および余資運用目的の社債であり、市場

価格の変動リスクを内包しています。

営業債務である買掛金は、ほとんどが１年以内の支払期日です。

 
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①　信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

営業債権については、与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理および残高管理を行うとともに、信用調査

等による財務状況等の把握を通じて信用リスクの低減を図っています。

 
②　市場リスク(市場価格等の変動リスク)の管理

有価証券および投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、取引先企業との関係

を勘案して保有状況を継続的に見直しています。

 
③　資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

適時に資金繰計画を作成・更新し、事業運営に必要な手許流動性を持続的に確保するための管理を行っていま

す。

 
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

該当事項はありません。
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２　金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりです。

 
前連結会計年度(2025年３月31日)

 

 
連結貸借対照表計上額

(百万円)
時価
(百万円)

差額
(百万円)

有価証券および投資有価証券
(注)２

6,944 6,944 －

資産計 6,944 6,944 －
 

(注) １　「現金及び預金」「受取手形、売掛金及び契約資産」「買掛金」「未払金」「未払法人税等」については、

現金であること、または短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、「長期借

入金(１年内返済予定の長期借入金を含む)」は重要性が乏しいことから記載を省略しています。

２　市場価格のない株式等は、「有価証券および投資有価証券」には含まれていません。当該金融商品の連結貸

借対照表計上額は以下のとおりです。

区分 連結貸借対照表計上額(百万円)

非上場株式等 775
 

連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体への出資については記載を省

略しています。当該出資の連結貸借対照表計上額は324百万円です。

 
当連結会計年度(2026年３月31日)

 

 
連結貸借対照表計上額

(百万円)
時価
(百万円)

差額
(百万円)

有価証券および投資有価証券
(注)２

8,569 8,569 －

資産計 8,569 8,569 －
 

(注) １　「現金及び預金」「受取手形、売掛金及び契約資産」「買掛金」「未払金」「未払法人税等」については、

現金であること、または短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、「長期借

入金(１年内返済予定の長期借入金を含む)」は重要性が乏しいことから記載を省略しています。

２　市場価格のない株式等は、「有価証券および投資有価証券」には含まれていません。当該金融商品の連結貸

借対照表計上額は以下のとおりです。

区分 連結貸借対照表計上額(百万円)

非上場株式等 779
 

連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体への出資については記載を省

略しています。当該出資の連結貸借対照表計上額は155百万円です。
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３　金銭債権および満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

 
前連結会計年度(2025年３月31日)

 

 
１年以内
(百万円)

１年超
５年以内
(百万円)

５年超
10年以内
(百万円)

10年超
(百万円)

現金及び預金 29,915 － － －

受取手形 167 － － －

売掛金 20,386 27 － －

有価証券および投資有価証券     

その他有価証券のうち満期があるもの     

債券(社債) 500 2,700 － －

合計 50,969 2,727 － －
 

 
当連結会計年度(2026年３月31日)

 

 
１年以内
(百万円)

１年超
５年以内
(百万円)

５年超
10年以内
(百万円)

10年超
(百万円)

現金及び預金 29,771 － － －

受取手形 169 － － －

売掛金 24,878 251 － －

有価証券および投資有価証券     

その他有価証券のうち満期があるもの     

債券(社債) 400 2,300 － －

合計 55,219 2,551 － －
 

 
４　社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

 
前連結会計年度(2025年３月31日)

 

 
１年以内
(百万円)

１年超
２年以内
(百万円)

２年超
３年以内
(百万円)

３年超
４年以内
(百万円)

４年超
５年以内
(百万円)

長期借入金 32 32 24 8 －

リース債務 72 23 8 － －

合計 104 55 32 8 －
 

 

当連結会計年度(2026年３月31日)

 

 
１年以内
(百万円)

１年超
２年以内
(百万円)

２年超
３年以内
(百万円)

３年超
４年以内
(百万円)

４年超
５年以内
(百万円)

長期借入金 32 24 8 － －

リース債務 36 42 41 54 34

合計 68 66 49 54 34
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５　金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性および重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類

しています。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定

の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係る

インプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属する

レベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しています。

 

(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

前連結会計年度(2025年３月31日)

 

区分
時価(百万円)

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券および投資有価証券     

その他有価証券     

上場株式 3,697 － － 3,697

社債 － 3,148 － 3,148

投資信託 － 98 － 98

資産計 3,697 3,247 － 6,944
 

 

当連結会計年度(2026年３月31日)

 

区分
時価(百万円)

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券および投資有価証券     

その他有価証券     

上場株式 5,544 － － 5,544

社債 － 2,632 － 2,632

投資信託 － 392 － 392

資産計 5,544 3,025 － 8,569
 

 

(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

該当事項はありません。

 
(注)　時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券および投資有価証券

　上場株式および社債は相場価格を用いて評価しています。上場株式は活発な市場で取引されているため、

その時価をレベル１の時価に分類しています。一方で、当社が保有している社債は、市場での取引頻度が低

く、活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２の時価に分類しています。

　投資信託は市場における取引価格はないものの、解約または買戻し請求に関して市場参加者からリスクの

対価を求められるほどの重要な制限がないため、基準価額を時価とし、レベル２の時価に分類しています。
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（有価証券関係）

１　その他有価証券

前連結会計年度(2025年３月31日)

 

 種類
連結貸借対照表
計上額(百万円)

取得原価(百万円) 差額(百万円)

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

(1) 株式 3,696 1,164 2,531

(2) 債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3) その他 98 96 2

小計 3,795 1,261 2,534

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

(1) 株式 0 0 △0

(2) 債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 3,148 3,197 △48

③　その他 － － －

(3) その他 － － －

小計 3,148 3,197 △48

合計 6,944 4,459 2,485
 

(注)　非上場株式等(連結貸借対照表計上額　５百万円)及び投資事業有限責任組合(連結貸借対照表計上額　324百万

円)については、市場価格のない株式等に該当するため、上記の表には含めていません。
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当連結会計年度(2026年３月31日)

 

 種類
連結貸借対照表
計上額(百万円)

取得原価(百万円) 差額(百万円)

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

(1) 株式 5,544 1,132 4,411

(2) 債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3) その他 392 386 6

小計 5,937 1,519 4,417

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

(1) 株式 0 0 △0

(2) 債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 2,632 2,697 △65

③　その他 － － －

(3) その他 － － －

小計 2,632 2,697 △65

合計 8,569 4,216 4,352
 

(注)　非上場株式等(連結貸借対照表計上額４百万円)及び投資事業有限責任組合等(連結貸借対照表計上額155百万円)

については、市場価格のない株式等に該当するため、上記の表には含めていません。

 

２　売却したその他有価証券

前連結会計年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

該当事項はありません。

 
当連結会計年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

種類
売却額
(百万円)

売却益の合計額
(百万円)

売却損の合計額
(百万円)

株式 100 67 －

合計 100 67 －
 

 

３　減損処理を行った有価証券

前連結会計年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

当連結会計年度において、投資有価証券について47百万円減損処理を行っています。

なお、減損処理にあたっては、市場価格のない株式等については、実質価額が取得原価の50％を下回り、回復可

能性が十分な証拠によって裏付けられないものについて、減損処理を行うこととしています。

 
当連結会計年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

該当事項はありません。
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（退職給付関係）

１　採用している退職給付制度の概要

当社および一部の連結子会社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度および企業年金基金制度を、確定

拠出型の制度として確定拠出年金制度および前払退職金制度を設けています。また、一部の連結子会社は、確定給付

型の制度として退職一時金制度を設けています。

なお、企業年金基金は、総合設立方式の複数事業主制度に該当し、一部の連結子会社の拠出に対応する年金資産の

額を合理的に計算することができないため、確定拠出制度と同様に会計処理しています。

このほか、一部の連結子会社は、簡便法により退職給付に係る負債および退職給付費用を計算しています。

 
２　確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

     

 
前連結会計年度

(自　2024年４月１日
至　2025年３月31日)

当連結会計年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

退職給付債務の期首残高 2,489百万円 2,307百万円

勤務費用 262 〃 227 〃

利息費用 53 〃 73 〃

数理計算上の差異の発生額 △356 〃 △482 〃

退職給付の支払額 △138 〃 △127 〃

過去勤務費用の発生額 － 〃 11 〃

為替換算差額 △1 〃 △1 〃

退職給付債務の期末残高 2,307 〃 2,008 〃
 

(注)　簡便法を適用した制度を含みます。

 
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

     

 
前連結会計年度

(自　2024年４月１日
至　2025年３月31日)

当連結会計年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

年金資産の期首残高 2,596百万円 2,844百万円

期待運用収益 68 〃 63 〃

数理計算上の差異の発生額 △43 〃 115 〃

事業主からの拠出額 295 〃 319 〃

退職給付の支払額 △71 〃 △70 〃

為替換算差額 △1 〃 △1 〃

年金資産の期末残高 2,844 〃 3,271 〃
 

(注)　簡便法を適用した制度を含みます。
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債および退職給付に係る

資産の調整表

     

 
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

積立型制度の退職給付債務 2,058百万円 1,775百万円

年金資産 △2,844 〃 △3,271 〃

 △786 〃 △1,496 〃

非積立型制度の退職給付債務 249 〃 232 〃

連結貸借対照表に計上された負債
と資産の純額

△537 〃 △1,263 〃

退職給付に係る負債 254 〃 239 〃

退職給付に係る資産 △792 〃 △1,502 〃

連結貸借対照表に計上された負債
と資産の純額

△537 〃 △1,263 〃
 

(注)　簡便法を適用した制度を含みます。

 
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

     

 
前連結会計年度

(自　2024年４月１日
至　2025年３月31日)

当連結会計年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

勤務費用 262百万円 227百万円

利息費用 53 〃 73 〃

期待運用収益 △68 〃 △63 〃

数理計算上の差異の費用処理額 △83 〃 △117 〃

過去勤務費用の費用処理額 △12 〃 △0 〃

その他 3 〃 △1 〃

確定給付制度に係る退職給付費用 154 〃 118 〃
 

(注)　１　「その他」には、出向者に係る出向先の退職金負担額等が含まれています。

２　簡便法を適用した制度を含みます。

 
(5) 退職給付に係る調整額

退職給付に係る調整額に計上した項目(法人税等及び税効果控除前)の内訳は次のとおりです。

     

 
前連結会計年度

(自　2024年４月１日
至　2025年３月31日)

当連結会計年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

過去勤務費用 △12百万円 △12百万円

数理計算上の差異 232 〃 481 〃

合計 220 〃 469 〃
 

 
(6) 退職給付に係る調整累計額

退職給付に係る調整累計額に計上した項目(法人税等及び税効果控除前)の内訳は次のとおりです。

     

 
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

未認識過去勤務費用 △15百万円 △3百万円

未認識数理計算上の差異 △1,175 〃 △1,657 〃

合計 △1,190 〃 △1,660 〃
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(7) 年金資産に関する事項

①　年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりです。

   

 
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

債券 55％ 56％

株式 20〃 23〃

オルタナティブ投資 19〃 16〃

現金及び預金 4〃 3〃

その他 2〃 2〃

合計 100〃 100〃
 

(注)　オルタナティブ投資は、主にヘッジファンドおよびＲＥＩＴへの投資です。

 
②　長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在および予想される年金資産の配分と、年金資産を構成す

る多様な資産からの現在および将来期待される長期の収益率を考慮しています。

 
(8) 数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表しています。)

   

 
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

割引率 1.4～3.1％ 2.2～4.5％

長期期待運用収益率 2.0〃 2.0〃

予想昇給率 1.0〃 1.0〃
 

(注)　在外連結子会社については、重要性が乏しいことから記載を省略しています。

 
３　確定拠出制度

当社および一部の連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度563百万円、当連結会計年度562百万

円です。

 
４　複数事業主制度

一部の連結子会社が、確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の企業年金基金制度への要拠出額は、

前連結会計年度24百万円、当連結会計年度22百万円です。

 
(1) 複数事業主制度の直近の積立状況

日本ITソフトウェア企業年金基金

     

 
前連結会計年度
(2024年３月31日)

当連結会計年度
(2025年３月31日)

年金資産の額 58,726百万円 58,861百万円

年金財政上の数理債務の額と
最低責任準備金の額との合計額

57,004 〃 54,324 〃

差引額 1,721 〃 4,536 〃
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(2) 複数事業主制度の掛金に占める当社グループの掛金拠出割合

前連結会計年度

日本ITソフトウェア企業年金基金　　1.06％(2024年３月31日現在)

 
当連結会計年度

日本ITソフトウェア企業年金基金　　0.99％(2025年３月31日現在)
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（税効果会計関係）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
 

 
前連結会計年度
(2025年３月31日)

 
当連結会計年度
(2026年３月31日)

繰延税金資産      

未払賞与・賞与引当金 1,192百万円  1,000百万円

未払事業税 210 〃  206 〃

株式取得関連費用 177 〃  177 〃

受注損失引当金 8 〃  176 〃

資産除去債務 117 〃  165 〃

未払費用(社会保険料) 189 〃  162 〃

譲渡制限付株式交付 90 〃  148 〃

その他 589 〃  614 〃

繰延税金資産小計 2,576 〃  2,652 〃

評価性引当額 △84 〃  △54 〃

繰延税金資産合計 2,492 〃  2,598 〃

繰延税金負債      

その他有価証券評価差額金 △735百万円  △1,305百万円

退職給付に係る資産 △139 〃  △484 〃

資産除去債務に対応する除去費用 △68 〃  △102 〃

その他 △20 〃  △20 〃

繰延税金負債合計 △963 〃  △1,912 〃

繰延税金資産の純額 1,528 〃  686 〃
 

 
（表示方法の変更）

前連結会計年度の注記において、繰延税金資産の「その他」に含めていた「受注損失引当金」、「資産除去債

務」および「譲渡制限付株式交付」は金額的重要性が増したため、独立掲記することとしました。この表示方法

の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替えを行っています。また、前連結会計年度において独立

掲記しておりました繰延税金資産の「退職給付に係る負債」は、重要性が乏しくなったため、「その他」に含め

て表示しています。これらの表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替えを行っておりま

す。

この結果、前連結会計年度の注記において、繰延税金資産の「退職給付に係る負債」△101百万円、「その他」

907百万円は、「受注損失引当金」8百万円、「資産除去債務」117百万円、「譲渡制限付株式交付」90百万円およ

び「その他」589百万円として組み替えています。

 
２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率の差異の原因となった主要な項目別の内訳

前連結会計年度および当連結会計年度において、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の

差異が法定実効税率の100分の５以下であるため、注記を省略しています。
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（収益認識関係）

１　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前連結会計年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

  (単位：百万円)

 

報告セグメント

合計
業務＆

ソリューション
テクノロジー＆
ソリューション

プラットフォーム
＆サービス

サービス 5,462 13,786 23,040 42,288

ＳＩ・開発 47,016 28,670 1,447 77,134

プロダクト 729 420 5,336 6,485

顧客との契約から生じる収益 53,207 42,877 29,823 125,908

外部顧客への売上高 53,207 42,877 29,823 125,908
 

 
当連結会計年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

  (単位：百万円)

 

報告セグメント

合計
業務＆

ソリューション
テクノロジー＆
ソリューション

プラットフォーム
＆サービス

サービス 7,683 15,262 20,437 43,383

ＳＩ・開発 44,182 30,169 5,022 79,374

プロダクト 944 565 10,945 12,455

顧客との契約から生じる収益 52,810 45,998 36,405 135,213

外部顧客への売上高 52,810 45,998 36,405 135,213
 

 
２　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

当社および連結子会社は、サービス、SI・開発、プロダクトの販売を行っており、それぞれ以下のとおり収益を認

識しています。

①　サービス

サービスの提供を収益の源泉とする取引には、ソフトウェアプロダクトの開発・販売、ITアウトソーシング、ク

ラウド関連サービス、その他の役務を提供する取引が含まれます。

上記取引のうち、提供された役務に応じて履行義務が充足されると判断しているものは、契約および提供された

役務の実績に従い収益を認識しています。時間の経過に応じて履行義務が充足されると判断しているものは、役務

を提供する期間にわたり、顧客との契約において約束された金額を按分して収益を認識しています。

②　SI・開発

SI・開発の提供を収益の源泉とする取引には、システム開発および自社開発ソリューションの導入、ソフトウェ

ア保守開発が含まれます。

上記取引は、主に、プロジェクトの進捗によって履行義務が充足されると判断しており、原価比例法で収益を認

識しています。
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③　プロダクト

プロダクトの提供を収益の源泉とする取引には、特定のハードやソフトウェアの使用権など、既定の財・サービ

スを販売・提供する取引が含まれます。

上記取引は、主に、引渡時点において顧客が製品および商品に対する支配を獲得することで、履行義務が充足さ

れると判断しており、当該時点で収益を認識しています。ただし、国内の販売のうち一部については、出荷時から

当該製品および商品の支配が顧客に移転される時点までの期間が通常の期間であるため、収益認識適用指針第98項

の代替的な取扱いを適用し、出荷基準で収益を認識しています。

 
３　顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末

において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額および時期に関する情報

(1) 契約資産および契約負債の残高等

前連結会計年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

  (単位：百万円)

 
当連結会計年度

期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権 20,132 20,581

契約資産 2,201 3,265

契約負債(前受金) 1,249 1,203
 

 

当連結会計年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

  (単位：百万円)

 
当連結会計年度

期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権 20,581 25,299

契約資産 3,265 2,429

契約負債(前受金) 1,203 1,266
 

契約資産は、主に、顧客との請負契約等について期末日時点で履行義務を充足しているが未請求の財またはサー

ビスに係る対価に対する当社および連結子会社の権利に関するものです。契約資産は、対価に対する当社および連

結子会社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。当該財またはサービス

に係る対価は、顧客との契約に基づき検収された時点で請求し、主として１ヶ月以内に受領しています。

契約負債は、主に、保守サービス契約に基づき顧客から受領した前受金で、翌連結会計年度以降に充足する履行

義務に対応するものです。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。

前連結会計年度および当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額

は、それぞれ895百万円および1,064百万円です。

 
(2) 残存履行義務に配分した取引価格

残存履行義務に配分した取引価格の総額および収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりです。

  (単位：百万円)

 前連結会計年度 当連結会計年度

１年以内 37,040 35,867

１年超 2,291 1,940

合計 39,331 37,807
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１　報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役

会が経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。

各セグメントの事業内容は以下のとおりです。

 
(1) 「業務＆ソリューション」

強みである「PM力」「業界知見」に「デジタル技術」をアドオンすることで、新たな付加価値を生み出し、以下

のサービスを提供します。

・システム導入のためのコンサルティング

・システムの設計、開発、運用、保守など(基盤およびネットワークなどの設計・構築を含む)

・業界特化型のソリューション創出など

 
(2) 「テクノロジー＆ソリューション」

顧客の多種多様なニーズに最新技術で対応するため、デジタル技術・ソリューションに特化し、業界・地域横断

で以下のサービスを提供します。

・システム導入のためのコンサルティング

・システムの設計、開発、運用、保守など(基盤およびネットワークなどの設計・構築、組込みを含む)

・ソリューション(自社・他社)の導入、運用、保守など

 
(3) 「プラットフォーム＆サービス」

顧客が安心して利用出来るIT環境をサポートするため、業界・地域横断で以下のサービスを提供します。

・先端IT機器の導入やITプラットフォームの構築

・クラウド系サービスや仮想化システムなども含めたトータルな情報システムの運用設計、保守

・常駐または遠隔によるシステムの運用、監視サービス

・ITインフラを中心としたシステムの運用診断や最適化サービス

・サブスクリプション、リカーリング等利用料型ビジネスなど

 
２　報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成のために採用している会計処理の方法と同

一です。報告セグメントの利益は営業利益ベースの数値であり、セグメント間の内部収益および振替高は独立第三者

間取引と同様の一般的な取引価格に基づいています。
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３　報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

  (単位：百万円)

 

報告セグメント
調整額
(注)１

連結損益
計算書計上額
(注)２業務＆ソ

リューション

テクノロ
ジー＆ソ
リューション

プラット
フォーム＆
サービス

計

売上高       

外部顧客への売上高 53,207 42,877 29,823 125,908 － 125,908

セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,433 113 581 2,128 △2,128 －

計 54,641 42,990 30,405 128,036 △2,128 125,908

セグメント利益 6,802 4,583 3,092 14,478 11 14,489

その他の項目       

減価償却費 206 404 89 700 △2 697

減損損失 － 249 － 249 － 249

のれんの償却額 216 185 27 430 － 430
 

(注) １　セグメント利益の調整額に重要なものはありません。

２　セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。

３　事業セグメントに資産を配分していません。

 
当連結会計年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

  (単位：百万円)

 

報告セグメント
調整額
(注)１

連結損益
計算書計上額
(注)２

業務＆ソ
リューション

テクノロ
ジー＆ソ
リューション

プラット
フォーム＆
サービス

計

売上高       

外部顧客への売上高 52,810 45,998 36,405 135,213 － 135,213

セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,263 76 421 1,761 △1,761 －

計 54,074 46,074 36,827 136,975 △1,761 135,213

セグメント利益 7,507 5,478 3,442 16,428 6 16,434

その他の項目       

減価償却費 255 481 101 839 △1 837

のれんの償却額 240 141 27 410 － 410
 

(注) １　セグメント利益の調整額に重要なものはありません。

２　セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。

３　事業セグメントに資産を配分していません。
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【関連情報】

前連結会計年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)

１　製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しています。

 
２　地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が、連結損益計算書の売上高の90％を超えているため、記載を省略しています。

 
(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えているため、記載

を省略しています。

 
３　主要な顧客ごとの情報

単一の外部顧客への売上高が連結売上高の10％未満であるため、主要な顧客に関する情報の記載を省略していま

す。

 

当連結会計年度(自 2025年４月１日 至 2026年３月31日)

１　製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しています。

 
２　地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が、連結損益計算書の売上高の90％を超えているため、記載を省略しています。

 
(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えているため、記載

を省略しています。

 
３　主要な顧客ごとの情報

単一の外部顧客への売上高が連結売上高の10％未満であるため、主要な顧客に関する情報の記載を省略していま

す。
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しています。

 
当連結会計年度(自 2025年４月１日 至 2026年３月31日)

該当事項はありません。

 
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)

   (単位：百万円)

 
業務＆

ソリューション
テクノロジー＆
ソリューション

プラットフォーム
＆サービス

合計

当期償却額 216 185 27 430

当期末残高 3,880 1,024 83 4,988
 

（注）「テクノロジー＆ソリューション」に帰属するのれんについて減損損失138百万円を計上しています。

 
当連結会計年度(自 2025年４月１日 至 2026年３月31日)

   (単位：百万円)

 
業務＆

ソリューション
テクノロジー＆
ソリューション

プラットフォーム
＆サービス

合計

当期償却額 240 141 27 410

当期末残高 3,639 883 55 4,578
 

 
（のれんの金額の重要な変動）

前連結会計年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)

「テクノロジー＆ソリューション」セグメントにおいて、のれんの減損損失を計上したことにより、のれんの金

額に重要な変動が生じています。当該事象によるのれんの減少額は、138百万円です。

 
当連結会計年度(自 2025年４月１日 至 2026年３月31日)

該当事項はありません。

 
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)

該当事項はありません。

 
当連結会計年度(自 2025年４月１日 至 2026年３月31日)

該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

前連結会計年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

該当事項はありません。

 
当連結会計年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

該当事項はありません。

 

（１株当たり情報）

 
前連結会計年度

(自　2024年４月１日
至　2025年３月31日)

当連結会計年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

１株当たり純資産額 360円22銭 398円60銭

１株当たり当期純利益 63円45銭 72円94銭
 

(注) １　潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。

２　当社は、2025年10月１日付けで普通株式１株につき普通株式４株の割合で株式分割を行っています。

前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「１株当たり純資産額」及び「１株当たり当

期純利益」を算定しています。

３　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

 

 
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 59,344 64,691

純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) 1,283 1,178

(うち非支配株主持分(百万円)) 1,283 1,178

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 58,061 63,512

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の
普通株式の数(株)

161,184,108 159,340,053
 

 
４　１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。

 

 
前連結会計年度

(自　2024年４月１日
至　2025年３月31日)

当連結会計年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 10,635 11,644

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益
(百万円)

10,635 11,644

普通株式の期中平均株式数(株) 167,612,275 159,653,673
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（重要な後発事象）

自己株式の取得および消却

　当社は、2026年５月１日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同

法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議するとともに、会社法第178条の規定に基づき、自己

株式を消却することを決議しました。

 
１　自己株式の取得および消却を行う理由

　成長投資の機会、資本の状況および市場環境などを総合的に勘案し、中期経営目標としてのキャッシュアロ

ケーションの実現、資本効率向上並びに株主の皆様への一層の利益還元を図るため、自己株式の取得および消

却を実施します。

 
２　自己株式取得に関する取締役会の決議内容

(1)　取得対象株式の種類

  　当社普通株式

(2) 取得し得る株式の総数

    5,050,000株（上限）

(3)　株式の取得価額の総額

　  5,000百万円（上限）

(4) 取得期間

    2026年５月２日から2026年９月18日まで

(5) 取得方法

    東京証券取引所における市場買付

   （証券会社による投資一任方式および自己株式立会外買付取引（ToSTNet-3））

 
３　自己株式消却に関する取締役会の決議内容

(1)　消却する株式の種類

　  当社普通株式

(2)　消却する株式の数

　  上記２で取得した自己株式の全株式数

(3)　消却予定日

　  2026年９月30日
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⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

 

区分
当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 － － － ―

１年以内に返済予定の長期借入金 32 32 0.7 ―

１年以内に返済予定のリース負債 72 36 5.3 ―

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。)

64 32 0.8 2028年～2029年

リース負債(１年以内に返済予定
のものを除く。)

31 172 5.0 2028年～2030年

合計 200 273 ― ―
 

(注) １．平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。

２．長期借入金およびリース負債(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年間の返済予定額は以

下のとおりです。
 

 
１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

長期借入金 24 8 － －

リース負債 42 41 54 34
 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首および当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首および当連

結会計年度末における負債および純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規

定により、記載を省略しています。
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(2) 【その他】

当連結会計年度における半期情報等

(累計期間) 中間連結会計期間 当連結会計年度

売上高(百万円) 66,926 135,213

税金等調整前
中間(当期)純利益(百万円)

8,175 16,885

親会社株主に帰属する
中間(当期)純利益(百万円)

5,466 11,644

１株当たり
中間(当期)純利益(円)

34.17 72.94
 

（注）当社は、2025年10月１日付けで普通株式１株につき普通株式４株の割合で株式分割を行っています。当連結会計

年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり中間（当期）純利益を算定しています。
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前事業年度

(2025年３月31日)
当事業年度

(2026年３月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 14,940 14,267

  受取手形、売掛金及び契約資産 ※  16,161 ※  19,988

  有価証券 497 398

  商品 568 65

  仕掛品 183 －

  貯蔵品 7 7

  前渡金 137 64

  前払費用 579 680

  その他 ※  262 ※  171

  貸倒引当金 △3 △3

  流動資産合計 33,334 35,640

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物 908 1,080

   工具、器具及び備品 210 208

   土地 1,965 1,965

   有形固定資産合計 3,085 3,255

  無形固定資産   

   ソフトウエア 850 669

   その他 1 1

   無形固定資産合計 851 671

  投資その他の資産   

   投資有価証券 6,672 7,933

   関係会社株式 15,768 15,768

   関係会社出資金 327 266

   関係会社長期貸付金 ※  184 ※  105

   破産更生債権等 1 1

   長期前払費用 724 641

   繰延税金資産 1,689 1,144

   その他 1,045 1,288

   貸倒引当金 △6 △6

   投資その他の資産合計 26,407 27,143

  固定資産合計 30,344 31,069

 資産合計 63,679 66,710
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           (単位：百万円)

          
前事業年度

(2025年３月31日)
当事業年度

(2026年３月31日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 ※  4,783 ※  4,530

  未払金 ※  1,292 ※  1,065

  未払費用 410 326

  未払法人税等 2,335 2,221

  契約負債 210 188

  預り金 115 116

  賞与引当金 2,593 2,026

  役員賞与引当金 39 53

  受注損失引当金 － 510

  その他 1,071 1,398

  流動負債合計 12,853 12,438

 固定負債   

  退職給付引当金 468 302

  資産除去債務 175 301

  固定負債合計 644 603

 負債合計 13,497 13,041

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 6,113 6,113

  資本剰余金   

   資本準備金 6,190 6,190

   資本剰余金合計 6,190 6,190

  利益剰余金   

   利益準備金 411 411

   その他利益剰余金   

    別途積立金 11,170 11,170

    オープンイノベーション促進積立金 62 62

    繰越利益剰余金 28,919 31,361

   利益剰余金合計 40,563 43,005

  自己株式 △4,412 △4,645

  株主資本合計 48,455 50,663

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 1,726 3,004

  評価・換算差額等合計 1,726 3,004

 純資産合計 50,181 53,668

負債純資産合計 63,679 66,710
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② 【損益計算書】

           (単位：百万円)

          前事業年度
(自　2024年４月１日
　至　2025年３月31日)

当事業年度
(自　2025年４月１日
　至　2026年３月31日)

売上高 ※１  86,263 ※１  88,235

売上原価 ※１  67,201 ※１  68,799

売上総利益 19,061 19,436

販売費及び一般管理費 ※１,※２  7,639 ※１,※２  6,852

営業利益 11,422 12,583

営業外収益   

 受取利息 ※１  11 ※１  15

 有価証券利息 17 22

 受取配当金 ※１  1,105 ※１  1,150

 投資事業組合運用益 570 －

 関係会社債務保証損失引当金戻入益 119 －

 関係会社事業損失引当金戻入益 236 －

 その他 ※１  81 ※１  54

 営業外収益合計 2,142 1,242

営業外費用   

 投資事業組合運用損 － 139

 自己株式取得費用 16 3

 その他 4 1

 営業外費用合計 20 144

経常利益 13,544 13,681

特別利益   

 固定資産売却益 － ※３  0

 投資有価証券売却益 － 67

 特別利益合計 － 67

特別損失   

 減損損失 110 －

 固定資産除却損 ※４  3 ※４  0

 関係会社出資金評価損 － 60

 特別損失合計 113 60

税引前当期純利益 13,430 13,689

法人税、住民税及び事業税 3,597 3,795

法人税等調整額 30 △43

法人税等合計 3,628 3,751

当期純利益 9,802 9,937
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【売上原価明細書】

 

  
前事業年度

(自　2024年４月１日
至　2025年３月31日)

当事業年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

      

Ⅰ　当期製造原価  65,291 97.2 65,364 95.0

Ⅱ　当期商品売上原価      

期首商品棚卸高  33  568  

当期商品仕入高  2,445  2,931  

計  2,478  3,500  

期末商品棚卸高  568  65  

当期商品売上原価  1,910 2.8 3,434 5.0

当期売上原価  67,201 100.0 68,799 100.0
 

 

（原価計算の方法）

原価計算の方法は、プロジェクト別に個別原価計算を実施しています。
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③ 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

 (単位：百万円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他資本

剰余金

資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金

合計別途積立金

オープンイ

ノベーショ

ン促進積立

金

繰越利益

剰余金

当期首残高 6,113 6,190 － 6,190 411 11,170 － 38,648 50,230

当期変動額          

剰余金の配当        △4,593 △4,593

当期純利益        9,802 9,802

自己株式の取得          

自己株式の処分   89 89      

自己株式の消却   △14,965 △14,965      

利益剰余金から

資本剰余金への振替
  14,875 14,875    △14,875 △14,875

オープンイノベーショ

ン促進積立金の積立
      62 △62 －

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）
         

当期変動額合計 － － － － － － 62 △9,729 △9,666

当期末残高 6,113 6,190 － 6,190 411 11,170 62 28,919 40,563
 

 

 

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式

株主資本

合計

その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △8,527 54,006 1,563 1,563 55,570

当期変動額      

剰余金の配当  △4,593   △4,593

当期純利益  9,802   9,802

自己株式の取得 △10,999 △10,999   △10,999

自己株式の処分 149 239   239

自己株式の消却 14,965 －   －

利益剰余金から

資本剰余金への振替
 －   －

オープンイノベーショ

ン促進積立金の積立
 －   －

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）
  162 162 162

当期変動額合計 4,115 △5,550 162 162 △5,388

当期末残高 △4,412 48,455 1,726 1,726 50,181
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当事業年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

 (単位：百万円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他資本

剰余金

資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金

合計別途積立金

オープンイ

ノベーショ

ン促進積立

金

繰越利益

剰余金

当期首残高 6,113 6,190 － 6,190 411 11,170 62 28,919 40,563

当期変動額          

剰余金の配当        △5,493 △5,493

当期純利益        9,937 9,937

自己株式の取得          

自己株式の処分   53 53      

自己株式の消却   △2,055 △2,055      

利益剰余金から

資本剰余金への振替
  2,002 2,002    △2,002 △2,002

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）
         

当期変動額合計 － － － － － － － 2,442 2,442

当期末残高 6,113 6,190 － 6,190 411 11,170 62 31,361 43,005
 

 

 

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式

株主資本

合計

その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △4,412 48,455 1,726 1,726 50,181

当期変動額      

剰余金の配当  △5,493   △5,493

当期純利益  9,937   9,937

自己株式の取得 △2,500 △2,500   △2,500

自己株式の処分 210 264   264

自己株式の消却 2,055 －   －

利益剰余金から

資本剰余金への振替
 －   －

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）
  1,278 1,278 1,278

当期変動額合計 △233 2,208 1,278 1,278 3,487

当期末残高 △4,645 50,663 3,004 3,004 53,668
 

 

EDINET提出書類

株式会社ＤＴＳ(E04861)

有価証券報告書

116/136



【注記事項】

（重要な会計方針）

１　有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式および関連会社株式…　移動平均法による原価法を採用しています。

(2) その他有価証券

①　市場価格のない株式等

以外のもの

………… 時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に

より算定)を採用しています。

なお、「取得原価」と「債券金額」との差額の性格が金利の調整と認められ

るものについては、償却原価法により算定しています。

②　市場価格のない株式等………… 移動平均法による原価法を採用しています。
 

 
２　棚卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 商品…………………　個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定)を採用しています。

(2) 仕掛品………………　個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定)を採用しています。

(3) 貯蔵品………………　最終仕入原価法を採用しています。

 
３　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しています。

主な耐用年数は以下のとおりです。

建物　　　　　　　　３年～47年

工具、器具及び備品　３年～15年

なお、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、３年間で均等償却する方法を採用しています。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しています。

ただし、市場販売目的のソフトウェアについては、販売開始後３年以内の見込販売数量および見込販売収益に基

づいて償却しており、その償却額が残存有効期間に基づく均等配分額に満たない場合には、その均等配分額を償却

しています。

また、自社利用のソフトウェアについては、サービス提供目的のソフトウェア(特定顧客との契約に基づく使用許

諾サービス用ソフトウェア)について、当該契約に基づく料金支払期間(10年)にわたって均等償却しており、その他

の費用削減効果のあるソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(５年以内)に基づく定額法を採用

しています。

(3) 長期前払費用

定額法を採用しています。
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４　引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金………………………　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しています。

(2) 賞与引当金………………………　従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しています。

(3) 役員賞与引当金…………………　役員賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しています。

(4) 受注損失引当金…………………　受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における受注契約に係

る損失見込額を計上しています。

(5) 退職給付引当金…………………　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年

金資産の見込額に基づき計上しています。なお、未認識数理計算上の差異の貸借

対照表における取扱いが連結貸借対照表と異なっています。

①　退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間

に帰属させる方法については、給付算定式基準によっています。

②　数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数(11年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生

の翌事業年度から費用処理することとしています。

 
５　収益及び費用の計上基準

当社の主要な事業における主な履行義務の内容および収益を認識する通常の時点は以下のとおりです。

(1) システム開発

システム開発は、プロジェクトの進捗によって履行義務が充足されると判断しており、原価比例法で収益を認識

しています。

(2) SEサービス

SEサービスは、提供された役務に応じて履行義務が充足されると判断しており、契約および提供された役務の実

績に従い収益を認識しています。

(3) 保守その他のサービス

保守その他のサービスは、時間の経過に応じて履行義務が充足されると判断しており、役務を提供する期間にわ

たり、顧客との契約において約束された金額を按分して収益を認識しています。

(4) 製品および商品

製品および商品は、引渡時点において顧客が製品および商品に対する支配を獲得することで、履行義務が充足さ

れると判断しており、当該時点で収益を認識しています。
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（重要な会計上の見積り）

１　一定の期間にわたり履行義務が充足されるものとして認識する収益

(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

  (単位：百万円)

 前事業年度 当事業年度

売上高 86,263 88,235

(うち、一定の期間にわたり履行義務が充足される
ものとして認識した収益)

14,147 20,182
 

 
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

(1)の金額の算出方法は、「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　(1)連結財務諸表　注記事項(重要な会計上

の見積り)　１．一定の期間にわたり履行義務が充足されるものとして認識する収益」の内容と同一です。

 
２　請負契約に係る受注損失引当金の見積り

(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

  (単位：百万円)

 前事業年度 当事業年度

受注損失引当金 － 510
 

 
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

(1)の金額の算出方法は、「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　(1)連結財務諸表　注記事項(重要な会計上

の見積り)　２．請負契約に係る受注損失引当金の見積り」の内容と同一です。

 
（貸借対照表関係）

※　関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

 

 
前事業年度

(2025年３月31日)
当事業年度

(2026年３月31日)

短期金銭債権 237百万円 128百万円

長期金銭債権 184　〃 105　〃

短期金銭債務 1,052　〃 1,256　〃
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（損益計算書関係）

※１　関係会社との取引高

 
前事業年度

(自　2024年４月１日
至　2025年３月31日)

当事業年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

営業取引による取引高     

売上高 239百万円 323百万円

外注費 3,904 〃 3,146 〃

その他の営業取引高 3,161 〃 2,259 〃

営業取引以外の取引による取引高 1,005 〃 1,022 〃
 

 
※２　販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度２％、当事業年度３％、一般管理費に属する費用のお

およその割合は前事業年度98％、当事業年度97％です。

販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は次のとおりです。

 
前事業年度

(自　2024年４月１日
至　2025年３月31日)

当事業年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

給料及び手当 2,094百万円 2,271百万円

賞与引当金繰入額 766 〃 264 〃

役員賞与引当金繰入額 36 〃 55 〃

減価償却費 79 〃 94 〃

支払手数料 2,267 〃 1,611 〃

貸倒引当金繰入額 2 〃 － 〃
 

 

※３ 固定資産売却益の内容は、次のとおりです。

 
前事業年度

(自　2024年４月１日
至　2025年３月31日)

当事業年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

有形固定資産     

工具、器具及び備品 －百万円 0百万円
 

※４ 固定資産除却損の内容は、次のとおりです。

 
前事業年度

(自　2024年４月１日
至　2025年３月31日)

当事業年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

有形固定資産     

建物 2百万円 0百万円

工具、器具及び備品 0 〃 0 〃

無形固定資産     

その他 － 〃 0 〃

計 3 〃 0 〃
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（有価証券関係）

子会社株式及び関連会社株式

前事業年度(2025年３月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

 

区分
前事業年度
(百万円)

子会社株式 15,033

関連会社株式 735

計 15,768
 

 

当事業年度(2026年３月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

 

区分
当事業年度
(百万円)

子会社株式 15,033

関連会社株式 735

計 15,768
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（税効果会計関係）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

 
前事業年度

(2025年３月31日)  
当事業年度

(2026年３月31日)

繰延税金資産      

関係会社株式 801百万円  801百万円

賞与引当金 794 〃  638 〃

受注損失引当金 － 〃  160 〃

未払事業税 154 〃  151 〃

譲渡制限付株式交付 90 〃  148 〃

資産除去債務 101 〃  146 〃

未払費用(社会保険料) 125 〃  102 〃

ソフトウエア 116 〃  99 〃

退職給付引当金 146 〃  95 〃

投資有価証券 49 〃  47 〃

譲渡制限付株式報酬 25 〃  39 〃

その他 86 〃  111 〃

繰延税金資産合計 2,492 〃  2,542 〃

繰延税金負債      

その他有価証券評価差額金 △735百万円  △1,305百万円

資産除去債務に対応する除去費用 △66 〃  △92 〃

その他 △0 〃  △0 〃

繰延税金負債合計 △802 〃  △1,397 〃

繰延税金資産の純額 1,689 〃  1,144 〃
 

 

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率の差異の原因となった主要な項目別の内訳

 

 
前事業年度

(2025年３月31日)  
当事業年度

(2026年３月31日)

法定実効税率 30.6％  30.6％

(調整)      

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.1〃  0.2〃

住民税均等割 0.1〃  0.1〃

税率変更による期末繰延税金資産の増額修
正

△0.3〃  △0.3〃

受取配当金等永久に益金に算入されない項
目

△2.3〃  △2.3〃

税額控除 △1.0〃  △0.9〃

その他 △0.2〃  △0.1〃

税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.0〃  27.4〃
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（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

当社は、サービス、SI・開発、プロダクトの販売を行っており、それぞれ以下のとおり収益を認識しています。

①　サービス

サービスの提供を収益の源泉とする取引には、ソフトウェアプロダクトの開発・販売、ITアウトソーシング、

クラウド関連サービス、その他の役務を提供する取引が含まれます。

上記取引のうち、提供された役務に応じて履行義務が充足されると判断しているものは、契約および提供され

た役務の実績に従い収益を認識しています。時間の経過に応じて履行義務が充足されると判断しているものは、

役務を提供する期間にわたり、顧客との契約において約束された金額を按分して収益を認識しています。

②　SI・開発

SI・開発の提供を収益の源泉とする取引には、システム開発および自社開発ソリューションの導入、ソフト

ウェア保守開発が含まれます。

上記取引は、主に、プロジェクトの進捗によって履行義務が充足されると判断しており、原価比例法で収益を

認識しています。

③　プロダクト

プロダクトの提供を収益の源泉とする取引には、特定のハードやソフトウェアの使用権など、既定の財・サー

ビスを販売・提供する取引が含まれます。

上記取引は、主に、引渡時点において顧客が製品および商品に対する支配を獲得することで、履行義務が充足

されると判断しており、当該時点で収益を認識しています。

 
（重要な後発事象）

　　自己株式の取得および消却

当社は、2026年５月１日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法

第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議するとともに、会社法第178条の規定に基づき、自己株式

を消却することを決議しました。

なお、詳細については、「第５ 経理の状況１ 連結財務諸表等(1) 連結財務諸表注記事項(重要な後発事象)」を

参照ください。
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④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位：百万円)

区分 資産の種類 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期償却額 当期末残高
減価償却
累計額

有形固定資産

建物 2,349 296 41 124 2,603 1,523

工具、器具及び備品 1,165 124 52 126 1,237 1,028

土地 1,965 － － － 1,965 －

計 5,480 420 94 251 5,806 2,551

無形固定資産

ソフトウエア 1,598 145 44 325 1,699 1,029

その他 5 0 0 0 5 4

計 1,604 145 44 325 1,705 1,034
 

(注) １　当期首残高および当期末残高については、取得価額により記載しています。

２　当期増加額のうち主なものは、次のとおりです。

建物 新規事務所に係る資産除去債務  122百万円
 社員寮に係る修繕工事および設備の取得  91百万円
 新規事務所に係る設備および什器の取得  80百万円
 既存事務所に係る設備の取得  1百万円
工具、器具及び備品 サーバおよびパソコン等の情報機器の取得  59百万円
 新規事務所に係る設備および什器の取得  51百万円
 既存事務所に係る設備および什器の取得  7百万円
 社員寮に係る設備の取得  6百万円
ソフトウエア 市場販売目的に係るソフトウエアの開発  118百万円
 自社利用目的に係るソフトウエアの取得  26百万円
 

３　当期減少額のうち主なものは、次のとおりです。
建物 事務所退去に伴う設備等の除却  41百万円
工具、器具及び備品 サーバおよびパソコン等の情報機器の除却  37百万円
 事務所退去に伴う設備および機器等の除却  15百万円
ソフトウエア 市場販売目的に係るソフトウエア等の除却  44百万円
 

 
【引当金明細表】

(単位：百万円)

科目 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

貸倒引当金 9 3 3 9

賞与引当金 2,593 2,026 2,593 2,026

役員賞与引当金 39 53 39 53

受注損失引当金 － 510 － 510
 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
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(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日
９月30日
３月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り  

取扱場所
(特別口座)
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号　三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人
(特別口座)
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号　三井住友信託銀行株式会社

取次所 ─────

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法
電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告
をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

株主に対する特典 該当事項はありません。
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第７ 【提出会社の参考情報】

 

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

 

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しています。

 
(1) 有価証券報告書及び

その添付書類並びに

確認書

 

事業年度(第53期) 自　2024年４月１日 至　2025年３月31日 2025年６月24日

関東財務局長に提出

(2) 内部統制報告書及び

その添付書類

 
   

2025年６月24日

関東財務局長に提出

(3) 半期報告書及び確認

書

 

(第54期中) 自　2025年４月１日 至　2025年９月30日 2025年11月11日

関東財務局長に提出

(4) 臨時報告書 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２(譲渡

制限付株式交付制度に伴う自己株式の処分)の規定に基づくもの

2025年６月24日

 
 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２(株主

総会における議決権行使の結果)の規定に基づくもの

 

2025年６月27日

関東財務局長に提出

(5) 臨時報告書の訂正報

告書

 

2025年６月24日に提出した臨時報告書に係る訂正報告 2025年７月29日

関東財務局長に提出

(6) 自己株券買付状況報

告書

報告期間 自　2025年６月２日 至　2025年６月30日 2025年７月15日

 自　2025年７月１日 至　2025年７月31日 2025年８月14日

 自　2026年５月２日 至　2026年５月31日 2026年６月12日

関東財務局長に提出
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

2026年６月17日

株式会社ＤＴＳ

取締役会　御中

 
EY新日本有限責任監査法人

 

東京事務所
 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 三　　辻　　雅　　樹  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 中　　田　　里　　織  

 

 

＜連結財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社ＤＴＳの2025年４月１日から2026年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対

照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務

諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株

式会社ＤＴＳ及び連結子会社の2026年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及

びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ

る職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び

連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明

の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重

要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見

の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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一定の期間にわたり履行義務を充足し認識する収益

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

 

注記事項(重要な会計上の見積り)１　一定の期間にわ
たり履行義務が充足されるものとして認識する収益に記
載のとおり、会社及び連結子会社は受注制作ソフトウェ
ア開発等の成果物の引き渡し義務を負う一定の請負契約
について、一定の期間にわたり履行義務が充足されるも
のとして当連結会計年度末までの履行義務の充足に係る
進捗度を合理的に見積り、その進捗度に応じて収益を認
識する方法を適用している。当連結会計年度に一定の期
間にわたり履行義務を充足し収益を認識する方法により
認識された収益は22,492百万円である。
履行義務の充足に係る進捗度はプロジェクトの工事原
価総額に対する連結会計年度末までの発生原価の割合に
基づき算定される。
会社は、プロジェクト推進会議を設置し、所定の基準
に該当するプロジェクトの原価について計画に対する実
績の発生状況をモニタリングすることにより、工事原価
総額を適時に見直すこととしているが、プロジェクト完
成のために必要となる作業内容及び工数の見積りには不
確実性を伴い、経営者の判断が必要であるため当監査法
人は当該事項を監査上の主要な検討事項と判断した。

当監査法人は、一定の期間にわたり履行義務を充足し
収益を認識する方法におけるプロジェクトの工事原価総
額の見積りの妥当性を検討するにあたり主として以下の
監査手続を実施した。
・　プロジェクトの工事原価総額の見積り及び履行義務
の充足に係る進捗度の算定に関する内部統制の有効性
を評価した。
・　工事原価総額の見積り及びその変更時期の妥当性を
確認するため、プロジェクト推進会議資料の閲覧を実
施し、工事原価総額の見積りの基礎となる実行予算書
と工事原価総額の照合を行った。プロジェクト推進会
議の対象とならないプロジェクトについては、サンプ
ルを抽出し、案件管理資料の閲覧を実施し、工事原価
総額の見積りの基礎となる実行予算書と工事原価総額
の照合を行った。また、工事収益総額に金額的な重要
性のあるプロジェクトから抽出したサンプルについ
て、進捗管理資料等を閲覧し、案件責任者に質問を実
施した。
・　工事原価総額の見積りの精度を確かめるため、完成
済プロジェクトの当初予算と実績の乖離幅及びその乖
離理由を分析した。
・　プロジェクトの履行義務の充足に係る進捗度の妥当
性を確認するため、契約上の予定開発期間と実際の作
業経過期間とを比較した。

 

 
その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、

その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の

記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内

容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ

のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 
連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示

する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明

することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利

用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
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を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・　連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評

価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基

づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか

結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記

事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸

表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証

拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している

かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな

る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を

入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査

閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要

な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又

は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した

事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止

されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上

回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

＜内部統制監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ＤＴＳの2026年３月

31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社ＤＴＳが2026年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部

統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報

告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統

制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人

の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務

諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他

の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して

いる。
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内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ

いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに

ある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び

適用される。

・　財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内

部統制報告書の表示を検討する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、

内部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任があ

る。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別し

た内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につい

て報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又

は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

＜報酬関連情報＞

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬

及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等（３）【監査

の状況】に記載されている。

 
利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上

 
 

 

(注) １　上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しています。

２　ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
 

2026年６月17日

株式会社ＤＴＳ

取締役会　御中

 
EY新日本有限責任監査法人

 

東京事務所
 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 三　　辻　　雅　　樹  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 中　　田　　里　　織  

 

 

＜財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社ＤＴＳの2025年４月１日から2026年３月31日までの第54期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、

損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社ＤＴＳの2026年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において

適正に表示しているものと認める。

 
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か

つ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である

と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい

て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 
一定の期間にわたり履行義務を充足し認識する収益

注記事項(重要な会計上の見積り)１　一定の期間にわたり履行義務が充足されるものとして認識する収益に記載のと

おり、会社は受注制作ソフトウェア開発等の成果物の引き渡し義務を負う一定の請負契約について、一定の期間にわた

り履行義務が充足されるものとして当事業年度末までの履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積り、その進捗度に

応じて収益を認識する方法を適用している。当事業年度に一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識する方法に

より認識された収益は20,182百万円である。

当該事項について、監査人が監査上の主要な検討事項と決定した理由及び監査上の対応は、連結財務諸表の監査報告

書に記載されている監査上の主要な検討事項(一定の期間にわたり履行義務を充足し認識する収益)と同一内容であるた

め、記載を省略している。
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その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、

その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載

内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と

財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような

重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要

がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 
財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決

定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結

論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に

注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外

事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい

るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど

うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計

事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要

な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
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監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又

は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監

査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されてい

る場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合

理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 
＜報酬関連情報＞

報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。

 
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 
以　上

 
 

 

(注) １　上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しています。

２　ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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